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Ⅰ．事業概要 

 １．事業目的 

日本財団がモデルプロジェクトとして行っている電話リレーサービスを、公共インフラ

制度として目指す事業を 2017年度より進めてきました。 

2018年 11月 7日に開催された参議院予算委員会の首相の答弁から、電話リレーサービ

ス制度化への機運が高まり、総務省でも「電話リレーサービスに係るワーキング会議」が

立ち上がったことから、これまでの知見を踏まえ、日本に適した電話リレーサービスにつ

いて提言できるよう検討・協議を重ねました。 

今年度は、事業の大枠を協議する制度化検討委員会の下に、新たにオペレーター養成検

討ワーキンググループ及び活用推進ワーキンググループを設け、養成検討ワーキンググル

ープでは、オペレーター養成とそのガイドライン及び養成カリキュラムの骨子案を作成す

ることを目的としました。また、活用推進ワーキンググループでは、利用者（きこえない

人）を対象に電話リレーの周知を促進するために、パンフレットを作成しました。 

 

 ２．事業内容 

（１）制度化検討委員会   
当委員会は、２つのワーキンググループをとりまとめる役割を有し、基本的な方針及び

最終提言の確認の場としました。結果として、2021年度に公共インフラとして事業の開

始が予定される電話リレーサービスの制度化に向けた検討を行いました。 

メンバー：委員長 小中栄一（一般財団法人全日本ろうあ連盟） 

   委 員 石井靖乃（公益財団法人日本財団） 

       井上正之（国立大学法人筑波技術大学准教授） 

         太田次郎（鳥取県障がい福祉課） 

         小川光彦（一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会） 

         小椋武夫（一般財団法人全日本ろうあ連盟） 

         川森雅仁（学校法人慶應義塾大学特任教授） 

         小竹安治（特定非営利活動法人全国聴覚障害者情報提供施設協議会） 

         高井洋（一般社団法人日本手話通訳士協会） 

    田村奈緒美（石狩市障がい福祉課） 

    中西久美子（一般財団法人全日本ろうあ連盟） 

    宮澤典子（一般社団法人全国手話通訳問題研究会） 

＜敬称略、あいうえお順＞ 

会議開催： 

  第１回：2019年５月 30日（木）10：00～12：00／会場：測量年金会館 

  内容：2019年度事業方針の確認 

  第２回：2020年２月 14日（金）14：00～16：00／会場：測量年金会館 

  内容：2019年度事業報告の確認と今後について 
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（２）オペレーター養成検討ワーキンググループ 

現在、日本では、電話リレーサービスの利用者と電話先の会話を手話言語や文字言語を

用いて伝えるオペレーターの役割や要件、オペレーターを養成するカリキュラムや認定基

準が整備されていないことから、オペレーターの養成カリキュラムやガイドラインの整備

についての検討を行うグループを設けました。 

オペレーターの役割や要件を整理するために利用者のアンケートや電話リレー事業者へ

のヒアリングの調査や多くの関係団体の意見を基に手話オペレーター、文字オペレーター

のガイドラインとカリキュラムの骨子案を作成しました。なお、手話オペレーターの課題

を中心に議論を行い、文字オペレーターについては、手話オペレーターと共通する点や基

本的事項についてまとめています。 

 

メンバー：委員長 中西久美子（一般財団法人全日本ろうあ連盟） 

     委 員 井上正之（国立大学法人筑波技術大学准教授） 

    小竹安治（特定非営利活動法人全国聴覚障害者情報提供施設協議会） 

    近藤幸一（社会福祉法人全国手話研修センター） 

    近藤龍治（一般財団法人全日本ろうあ連盟） 

    平井正子（一般社団法人日本手話通訳士協会） 

    三浦宏之（株式会社プラスヴォイス） 

    宮澤典子（一般社団法人全国手話通訳問題研究会）   

       ＜敬称略、あいうえお順＞ 

会議開催： 

   第１回：2019年５月 30日（木）15：30～17：30／会場：測量年金会館 

      内容：委員長選出、電話リレーサービスの通訳オペレーターの現状について 

   第２回：2019年８月９日（火）13:30～16：30／会場：日本財団 

      内容：アンケート、ガイドライン、カリキュラムについて 

   第３回：2019年 10月９日（水）14：00～17：00／会場：測量年金会館 

      内容：情報保障者の名称及び業務について、厚生労働省の配布資料案 

         ガイドライン、カリキュラム、アンケートについて 

   第４回：2019年 12月２日（月）14：00～17：00／会場：測量年金会館 

      内容：ガイドライン、カリキュラム、アンケート 

         事業者ヒアリングについて 

   第５回：2020年１月 29日（水）14：00～17：00／会場：日本財団 

      内容：手話オペレーターのガイドライン・カリキュラム骨子案 

         文字オペレーターのガイドライン・カリキュラム骨子案 

         文字オペレーターに関するヒアリング、アンケートについて 

内容について： 

①手話オペレーターガイドライン 

・事業者編 

・手話オペレーター編 
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・資格要件に関する基本見解 

・オペレーター養成検討ワーキンググループでの主な意見 

②手話オペレーター養成カリキュラム 

・カリキュラム骨子案 

・オペレーター養成検討ワーキンググループでの主な意見 

③文字オペレーターガイドライン 

・事業者編 

・文字オペレーター編 

・オペレーター養成検討ワーキンググループでの主な意見 

④文字オペレーター養成カリキュラム 

・カリキュラム骨子案 
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①手話オペレーターガイドライン 

※このガイドラインでは、日本財団の電話リレーサービスを参考にし、きこえない人（利

用者）からきこえる人（電話先）への一方向でのガイドラインとなっている。双方向での

通信サービスのガイドラインとするためには、きこえる人（利用者）ときこえない人（電

話先）の想定も盛り込む必要がある。 

①－１ 事業者編 

１．目的 

 本ガイドラインは、電話リレーの利用者へ電話リレーサービスを提供するすべての事業

者が遵守するものである。 

 

２．用語の定義 

本ガイドラインにおいて使用する用語の定義は以下の通りとする。  

（１）「電話リレーサービス」（以下、電話リレー）とは、〇〇（実施主体）が提供する専用

システムで実施される電話リレーをいう。  

（２）「利用者」とは、きこえる人に電話するきこえない・きこえにくい人及び言葉が出な

い・言葉が出にくい人をいう。  

今後、公的インフラとなる電話リレーサービスでは、きこえる人ときこえない・

きこえにくい人及び言葉が出ない・言葉が出にくい人のどちらからも相互に発信が

できるようになるがため、「利用者」と「電話先」は、きこえる人、きこえない・

きこえにくい人及び言葉が出ない・言葉が出にくい人のどちらにもなりうるが、こ

のガイドラインでは、手話言語を利用する側を利用者、音声で話す側を電話先と設

定して説明する。 

（３）「電話先」とは、電話の相手方（きこえる人）をいう。  

（４）「事業者」とは、電話リレーを提供する事業者をいう。 

（５）「手話オペレーター」は、利用者は手話言語を用い、電話先の人に音声を用いて会話

内容を伝える。 

通話におけるコミュニケーションを仲介伝達するためには、双方の使用する言

語と文化に精通し、理解・伝達できる能力が求められる。 

電話は一般的な手話通訳とは異なり、直接的かつ緊急性のあるコールが多いた

め、事前に用意された資料や参考となる情報がない。画面上の手話言語や、音声の

みで受容する日本語のメッセージと意図を的確に理解し伝達する能力と判断力が

求められる。そのため、手話オペレーターは電話リレーの機能が効果的に発揮され

るよう十分に訓練されていなければならない。具体的には、手話通訳士（※1）も

しくは手話通訳者（※2）または同等の資格や技能を有するもの（※3）であり、〇

〇（実施主体）が実施する手話オペレーター養成カリキュラム新人研修を履修した

者とする。 

また、手話オペレーターは、電話リレー中に利用者や電話先と個人的な会話を行

ったり、いずれかの当事者に代わって応答したりすることはできない。 



5 
 

※1「手話通訳士」とは、手話通訳を行うための知識及び技能の審査・証明事業の認定に関

する省令（平成 21年３月 31日厚生労働省令第 96号）に基づき実施された手話通訳技

能認定試験に合格し登録しているものである。 

※2「手話通訳者」とは、都道府県、市町村等が実施する手話通訳者派遣事業において

「手話通訳者」として登録しているものである。 

※3 「同等の資格や技能を有するもの」とは、手話通訳者全国統一試験合格者を指す。 

 （参考：手話通訳者全国統一試験の受験資格者） 

①手話通訳者養成課程修了者 

②手話通訳者養成課程修了者と同等の知識及び技術を有する者 
 

３．守秘義務 

（１）電話リレーで知りえた情報を決して第三者へ提供してはならない。 

（２）電話リレーで知りえた情報を自己の利益のために用いない。 

（３）電話リレーで知りえた情報を記録した物・媒体を事業者従業員またオペレーターが

個人的に所持しないよう指示をする。 

（４） いかなる理由があろうと、電話リレーにおける通話の映像や会話の録音・録画は禁

止とする。業務を行う上でやむを得ず必要なメモや報告、資料等の記録は業務終了

後、速やかに破棄・消去することをオペレーター及び従業員へ指示をする。 
 

４．電話リレー提供のための要件 

（１）事業者は以下の推奨環境で電話リレーを提供するよう努める。 

 ①ブースについて 

内容が第三者に分からないような電話リレー専用の部屋、ブースもしくはそれと

同等の環境。 

ブース及び通路の設置は、建築基準法や消防法に適合する広さとし、部屋の実態

に応じた消防用設備等を設置すること。詳しくはブース所在地を管轄する自治体の

都市計画課など建築申請を受理する部署および消防署に相談すること。 

 

ブース設置基準（案） 

・机 

幅 1,000mm以上 奥行 700mm以上 高さ 700mm以上 

(新ＪＩＳ片袖事務机サイズ) 

目的：オペレーション機器を載せる 

・パーティション（コールセンター向け吸音機能付き・両脇、背景） 

幅 1,000mm以上 高さ 1,600mm以上 

目的：ブース外部からオペレーションの内容が見えない状況を作る。ただし、

背景の設置においては、オペレーション遂行に必要な、スーパーバイ

ザー・待機オペレーターとの連携や、ＯＪＴ等のアクセスが出来るよ

うに考慮する必要がある。よって、密閉されず側面から出入り出来る

ようにする形でも良い。 

    ・ヘッドセット、吸音材 
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      目的：音が外部に漏れないようにする。 

②円滑に電話リレーが提供できる環境 

・手話オペレーターは、手話通訳士もしくは手話通訳者の資格を有しているものまた

は同等の資格や技能を有するもの（手話通訳者全国統一試験合格者）を採用しなけ

ればならない。 

・光通信方式による有線ＬＡＮ、画像や動画を速やかに処理出来る能力を有するパソ

コンなど、〇○（実施主体）より提供されるソフトウェアが円滑に動作する環境を

整えなければならない。 
 

５．手話オペレーターの教育 

（１）手話オペレーターの対応スキル向上のため、定期的な研修等を実施するよう努めな

ければならない。具体的には、各事業者が採用したオペレーターに対し、電話リレ

ーのサービス、システム、利用者に関する知識、技術等を理解できるように、手話

オペレーター養成カリキュラム新人研修を履修させる。 

    また、新人研修または実務者研修を最後に受講してから、定められた期間を経過

した者に対し、実務者研修を履修させること。 

（２）利用者等からクレームがある等、電話リレーを提供するにあたり問題があると事業

者が判断した手話オペレーターに対しては、注意、指導、あるいは研修等を行うよ

うにする。 

（３）電話リレーを提供する際、手話オペレーターによって対応が異ならないように、事

前に対応方法の確認を行うよう努めなければならない。 

（４）電話リレーを提供する上で、手話オペレーターが身体的・心理的健康に支障をきた

さぬよう労働環境の整備に努めなければならない。また、手話オペレーターが健康

に不安を覚えた場合は、すみやかに管理責任者へ相談できる体制を整えなければな

らない。 
 

６．サービスの提供 

（１）手話オペレーターは、電話先に対して、最初に利用者の通訳で電話をしていること、

次に電話リレーである旨を説明しなければならない。ただし、利用者が氏名を伝え

たくない場合もあるので、事前に名前を告げるかどうかを利用者に確認すること。 

（２）手話オペレーター自身の氏名を利用者や電話先に名乗らないこと、氏名の提示を求

められた場合には、本ガイドラインにより氏名を名乗れない旨を伝えた上でオペレ

ーター番号を通知するよう手話オペレーターに指示をする。 

（３）利用者と電話先が同じ場所にいると判明した場合、利用者ガイドラインに違反して

いることを告げ、速やかに電話リレーを中止するよう手話オペレーターに指示をす

る。 

（４）電話リレーを提供するにあたり、サービス提供時間の変更やシステムに関するトラ

ブルまたは変更が生じた場合、速やかに〇○（実施主体）へ報告する。 
 

７．手話オペレーターの待遇 

（１）電話リレーを提供する上で、手話オペレーターが身体的・心理的健康に支障をきた
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さぬよう労働環境の整備に努めなければならない。手話オペレーターとの労働法に

定められた諸規定を遵守し、仕事で安全や健康が害されることにないように配慮す

ること。 

（２）手話通訳者の健康問題として、頸肩腕症候群等があげられており、事業者の責任で、

以下のような対策を行うものとする。 

（a）頸肩腕障害の予防 

・一定基準として、連続で 60分のオペレーター業務において 20分休憩を入れる。 

・休憩の配分は事業者で調整できるものとする 

・管理責任者は、40分を超えるオペレーター業務は可能であれば他の人にオペレ

ーションを引継ぐ等して、健康に配慮する。 

・先方が保留している間の待機時間もオペレーター業務時間として扱う。 

（b）頸肩腕障害健康診断 

・頸肩腕障害健康診断を全オペレーターが受診すること。 

（c）メンタルヘルスサポート 

手話オペレーターが健康に不安を覚えた場合やメンタルヘルスサポートが必要な

場合は、すみやかに管理責任者へ相談・診療を受けられる体制を整えなければな

らない。 
 

８．スーパーバイザー 

（１）要件 

 スーパーバイザーを○〇ブースあたり 1名の割合で配置する。また、スーパーバイ

ザーは少なくとも〇○年以上の電話リレー実務経験を必要とし、手話オペレーター

養成カリキュラム指導者研修を履修しなければならない。 

（２）任務 

 スーパーバイザーはサービスを管理する立場として、チームマネジメントを行い、

オペレーターの業務遂行に必要なサポート、指示を行い、必要に応じて緊急案件や

関係機関との調整を行う。また、スーパーバイザーは手話オペレーターのスキルア

ップを目的とした指導や助言、および手話オペレーターの健康管理を行う。 
 

９．その他 

（１） 〇〇（実施主体）は、事業者が、本ガイドライン（事業者）に記載する事項を遵

守できることを確認の上、業務委託契約を行う。将来的には事業所評価を行う第三

者機関の設置によって、事業委託の透明性を担保することが望ましい。事業者は、

〇〇（実施主体）と交わした業務委託契約に則し、電話リレーを提供する。 

（２）業務委託契約または覚書、および本ガイドラインに反した場合は、〇〇（実施主体）

から業務の改善や業務の休止を求めることがある。また、業務の休止をもってして

も改善が認められない場合は、契約を取り消すことがある。 

（３） 本ガイドラインに記載されている内容が業務委託契約または覚書に反する場合は、

業務委託契約または覚書が優先とする。ただし、法令等に反する場合は、法令等が

最優先とする。 
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 ①－２ 手話オペレーター編 
 

１．目的 

本ガイドラインは、電話リレーサービスにおけるすべての手話オペレーターが遵守する

ものである。 

 

２．用語の定義 

本ガイドラインにおいて使用する用語の定義は以下の通りとする。  

（１）「電話リレーサービス」（以下、電話リレー）とは、〇〇（実施主体）が提供する専用

システムで実施される電話リレーをいう。  

（２）「利用者」とは、きこえる人に電話する、きこえない・きこえにくい人及び言葉が出

ない・言葉が出にくい人、または電話先から電話を受ける、きこえない・きこえにく

い人及び言葉が出ない・言葉が出にくい人をいう。  

きこえる人ときこえない・きこえにくい人及び言葉が出ない・言葉が出にくい人の

どちらからも相互に発信ができるため、「利用者」と「電話先」は、きこえる人、きこ

えない・きこえにくい人及び言葉が出ない・言葉が出にくい人のどちらにもなりうる

が、このガイドラインでは、ビデオカメラで手話を利用する側を利用者、音声で話す

側を電話先と設定して説明する。 

（３）「電話先」とは、電話の相手方をいう。  

（４）「事業者」とは、電話リレーを提供する事業者をいう。 

（５）「手話オペレーター」は、利用者と手話言語を用いて、電話先の人とは音声を用いて

会話内容を伝える。通話におけるコミュニケーションを仲介伝達するためには、双方

の使用する言語と文化に精通し、理解・伝達できる能力が求められる。 

電話は一般的な手話通訳とは異なり、直接的かつ緊急性のあるコールが多いため、

事前に用意された資料や参考となる情報がない。画面上の多種多様な手話言語や、音

声のみで受容する日本語のメッセージと意図を的確に理解し伝達する能力と判断力

が求められる。そのため、手話オペレーターは電話リレーの機能が効果的に発揮され

るよう十分に訓練されていなければならない。具体的には、手話通訳士（※1）もしく

は手話通訳者（※2）または同等の資格や技能を有するもの（※3）であり、手話オペ

レーター養成カリキュラム新人研修を履修した者とする。 

また、手話オペレーターは、電話リレー中に利用者や電話先と個人的な会話を行っ

たり、いずれかの当事者に代わって応答したりすることはできない。 

※1「手話通訳士」とは、手話通訳を行うための知識及び技能の審査・証明事業の認定に関

する省令（平成 21年３月 31日厚生労働省令第 96号）に基づき実施された手話通訳技

能認定試験に合格し登録しているものである。 

※2「手話通訳者」とは、都道府県、市町村等が実施する手話通訳者派遣事業において

「手話通訳者」として登録しているものである。 

※3 「同等の資格や技能を有するもの」とは、手話通訳者全国統一試験合格者を指す。 

 （参考：手話通訳者全国統一試験受験資格者） 

   ①手話通訳者養成課程修了者 
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②手話通訳者養成課程修了者と同等の知識及び技術を有する者 

 

３．役割  

手話オペレーターの役割は、利用者と電話先の会話を手話言語から日本語（音声）に、

日本語（音声）から手話言語に翻訳して伝えることである。発言内容は、等価で手話言語

や日本語にして伝えなければならない。 

「等価」とは、手話オペレーターが、利用者や電話先の発言内容について、日本語の

内容と手話言語の内容が同一内容であるように伝えることをいう。手話言語と日本語の

間の通訳においては翻訳が入るが、出来るだけ伝わる情報が減ったり、増えたりするこ

とがないように正確に伝えなければならない。また、日本語の手話においても日本語

（音声）の内容と乖離しないように正確に表記しなければならない。 

 

４．守秘義務 

（１）手話オペレーターは、電話リレーで知りえた情報を決して第三者へ提供してはなら

ない。  

（２）手話オペレーターは、電話リレーで知りえた情報を自己の利益のために用いてはな

らない。  

（３）手話オペレーターは、電話リレーで知りえた情報を記録した物・媒体を個人的に所

持してはならない。  

（４）手話オペレーターは、電話リレーを提供するために必要な範囲を超えて、むやみに

利用者や電話先から情報を取得してはならない。 

（５）手話オペレーターは、いかなる理由があろうと、電話リレーにおける通話の映像や

会話の録音・録画は行わない。電話リレー業務を行う上でやむを得ず作成する、メ

モや報告、資料等の記録は電話リレー業務終了後、事業者の指示に従い速やかに破

棄・消去する。  

 

５．態度、振る舞い  

（１）手話オペレーターは、手話オペレーターとしての適切な振る舞いに努めなければ

ならない。 

（２）手話オペレーターは、電話リレーを提供する上で、常に信頼関係が保てるようガ

イドラインに従い、業務を行なわなければならない。  

 

６．サービスの提供 

 （１）手話オペレーターは、かかってきた通話に対して「電話リレーです」と説明してか

ら業務を開始する。 

 （２）手話オペレーターは、電話先に対して、最初に利用者の通訳で電話をしていること、

次に電話リレーである旨を説明しなければならない。ただし、利用者が氏名を伝え

たくない場合もあるので、事前に名前を告げるかどうかを利用者に確認すること。 

（３）手話オペレーターは、自身の氏名を利用者や電話先に名乗らないこと。氏名の提示

を求められた場合には、本ガイドラインにより氏名を名乗れない旨を伝えた上で、



10 
 

オペレーター番号を伝える。  

（４）手話オペレーターは、利用者と電話先が同じ場所にいると判明した場合、利用者ガ

イドラインに違反していることを告げ、速やかに電話リレーを中止すること。 

（５）手話通訳者の健康問題として、頸肩腕症候群等があげられており、事業者の責任で、

以下のような対策を行うものとする。 

（a）頸肩腕障害の予防 

・一定基準として、連続で 60分のオペレーター業務においては、20分休 

憩を入れる。 

・休憩の配分は事業者で調整できるものとする 

・管理責任者は、40分を超えるオペレーター業務は可能であれば他の人 

にオペレーションを引継ぐ等して、健康に配慮する。 

   ・先方が保留している間の待機時間もオペレーター業務時間として扱う。 

（b）頸肩腕障害健診 

・頸肩腕障害健診を全オペレーターが受診すること。 

（c）手話オペレーターが健康に不安を覚えた場合やメンタルヘルスサポート 

が必要な場合は、すみやかに管理責任者へ相談・診療を受けられる体制を 

整えなければならない。 

 

７．正確性  

（１）手話オペレーターは、利用者や電話先の発言内容の等価性を重視して伝えなければ

ならない。  

（２）手話オペレーターは、利用者や電話先の発言内容を明確にするために必要に応じて

相手に働きかけ、また、誤訳をした時はそれをすみやかに伝え、訂正しなければな

らない。 

 

８．知識、スキルの維持・向上  

（１）手話オペレーターは、利用者や電話先から自身の資格の説明を要求された場合は、

電話リレーの事業者ガイドラインで定められた基準を満たしている者が採用され、

業務に当たっている旨を説明する。  

（２）手話オペレーターは、電話リレーを提供する上で、利用者のコミュニティの傾向や

現状を把握する等、常に新しい知識や情報を求め、利用者の様々なコミュニケーシ

ョン能力や傾向に対応できるよう自己研鑽に努めなければならない。  

 

９．職務の範囲・能力の限界  

（１）手話オペレーターは、利用者の使用する言語を尊重して対応を行うよう努めなけれ

ばならない。  

（２）手話オペレーターは、電話リレー提供中にオペレーターとしての役割以外の業務は

行ってはならない。  

（３）手話オペレーターは、引き受けた電話リレーの内容が極めて専門的で、対応を続け

ることが困難であれば、速やかに利用者や電話先にそれを告げ、その対応を終了する
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ことができる。また、同時に所属している事業者の管理責任者へ報告する。  

（４）手話オペレーターは、電話リレー提供中に利用者や電話先より嫌がらせやオペレー

ター業務に含まれない対応を強要された場合は、その旨を利用者と電話先双方へ伝え、

電話リレーを中止することができる。その後すみやかに所属している事業者の管理責

任者へ報告する。 

（５）手話オペレーターは、電話リレーを提供する上で、身体的・心理的健康に不安を覚

えた場合、またその他、問題等を抱えた場合は、すみやかに所属している事業者の管

理責任者へ相談する。  

 

10．スーパーバイザー 

（１）スーパーバイザーはサービスを管理する立場として、チームマネジメントを行い、

オペレーターの業務遂行に必要なサポート、指示を行い、必要に応じて緊急案件や

関係機関との調整を行う。 

（２）管理責任者等の事業者の業務遂行体制における責任者との兼務は問題ない。 

（３）スーパーバイザーを○〇ブースあたり 1名の割合で配置する。また、スーパーバイ

ザーは少なくとも〇○年以上の電話リレー実務経験を必要とし、手話オペレーター

養成カリキュラム指導者研修を履修しなければならない。 

（４）スーパーバイザーは手話オペレーターのスキルアップを目的とした指導や助言、お

よび手話オペレーターの健康管理を行う。 

 

11．公平・利益相反  

（１）手話オペレーターは、個人的偏見を持たず、公正・中立的な立場を保たなければな

らない。  

（２）手話オペレーターは、自身が発言内容の当事者や利害関係者となり、公平・中立的

立場を保つことができない状況になった場合は、対応を中断し、すみやかに利用者

や電話先及び所属している事業者の管理責任者へ報告する。  

（３）手話オペレーターは、電話リレー提供中に個人的な助言や意見を述べてはならない。 

（４）手話オペレーターは、電話リレーに関して所属する事業者からの正当な報酬以外に、

利用者や電話先から贈答品、心付けその他の金品を受け取ってはならない。  

 

12．その他  

（１）本ガイドラインに記載されている内容が法令等に反する場合は、法令等が優先する。  
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①－３ 資格要件に関する基本見解 

総務省・厚労省共催による「電話リレーサービスに係るワーキング会議」報告書では、

オペレーターとなり得る通訳者の要件について「オペレーターは、一定基準以上の資格／

技能を有する者とすることが必要であり、手話通訳士・手話通訳者・要約筆記者又はこれ

らと同等の資格や技能を有する者とすること」とされている。 

オペレーター養成ワーキンググループでは、手話オペレーターとなりえる通訳者の要件

については、「手話通訳士・手話通訳者又はこれらと同等の資格や技能を有する者とする」

ことについて議論を行った。 

公共インフラとして始まるにあたり、オペレーターの担い手不足が懸念されるため、手

話通訳士・手話通訳者に限定するのではなく、「これらと同等の資格や技能を有する者」を

明示し、柔軟に養成確保できるようにする必要があるとの意見が出された。 

一方で、手話奉仕員養成から始まり、現在の手話奉仕員養成事業、手話通訳者養成事業、

手話通訳者派遣事業、手話通訳者設置事業と拡充され、手話通訳者全国統一試験、手話通

訳技能認定試験が行われている現在まで積み重ねてきた手話通訳制度があり、これを壊す

ようなことがあってはならない。これをベースに考えていくべきとの意見も出された。 

 「これらと同等の資格や技能を有する者」とある以上、現在において、手話通訳の業務

に従事するときに必要な要件として、最初に手話通訳者全国統一試験があり、この合格基

準と同等の資格や技能を考えていく必要がある。この合格基準より下位となるような基準

を設けるべきではないと考えられる。 

 手話通訳者全国統一試験は、都道府県の手話通訳者養成講習会（厚労省カリキュラムに

おいて基本課程、応用課程、実践課程）を修了した者が、都道府県で行われる全国手話研

修センターによる手話通訳者全国統一試験を受験し、合格した者は、地域の手話通訳者派

遣事業において派遣される手話通訳者として登録されることが目的となっている。 

 但し、手話通訳者全国統一試験の受験条件としては、手話通訳者養成課程修了者ととも

に「手話通訳者養成課程修了者と同等の知識及び技術を有する者」とされている。このこ

とにより、受験資格は手話通訳者養成課程修了者と限定されることなく、柔軟に対応でき

るので、これを手話通訳者の基本的な資格という性格の試験制度に改善していく方向を提

言することとする。例えば、平成２年度から国立リハビリテーションセンター学院手話通

訳学科による養成が実績を重ねているが、最近は、群馬大学手話サポート事業による養成

や全国手話研修センターが若年層対象手話通訳養成モデル事業として京都の龍谷大学に設

けている手話通訳養成コースなどの大学等高等教育機関での手話通訳養成も本格的に検

討・試行されてきており、そうした機関での修了者も受験できることとするようにしてい

く必要がある。また、必ずしも出身地にて実施される試験を受けることにこだわらず、高

等教育機関のある地域において実施される試験を受けることで良いものとすることも必要

である。合格した場合は、その地域の手話通訳者という限定されたものではなく、どこに

転居しても手話通訳できることを証明する基本資格とする。 

 手話通訳者全国統一試験を合格した者はその地域の手話通訳者派遣事業に従事するのが

基本であるが手話オペレーターとしての新人研修を受けて、その地域とは別の地域にある

電話リレー提供事業所にて勤務することもできることとする。 

電話リレー事業の手話オペレーターは、手話通訳者派遣による対面での手話通訳とは全

く違うとの指摘もあるが、 

「JT-F930 マルチメディア通信リレーサービス 第 1版 2019年８月 29日制定 一般社団

法人情報通信技術委員会」7.2 ビデオリレー（ビデオ音声中継）14Ｐ～15Ｐにおいて記述

されているＣＡ（コミュニケーションアシスタント）について手話が含まれる場合の記述

に基づき、対面であろうがなかろうが、コミュニケーション支援として必要な知識及び技
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術は変わらないものとして基本的な資格を考えていくことが妥当である。 

 なお、手話通訳者全国統一試験は、コミュニケーション支援としての知識と技術を問う

試験内容となっており、福祉的支援に関する試験内容は含まれていないので、そこは明確

に区別することができる。 

 電話リレー事業の手話オペレーターになり手不足の心配があるが、手話通訳者派遣事業・

手話通訳者設置事業に従事してもらう手話通訳士・者も高齢化し、不足している。全体的

な人材不足の現状を真摯に見ていき、人材の取り合いにならないよう、手話通訳士・者、

そして電話オペレーターのなり手、それぞれを早急に養成・確保する取り組みを進めてい

くことが肝要と考える。 

 そのための参考として、手話通訳者全国統一試験を基礎資格として位置づける、日本手

話通訳士協会が提案し、全日本ろうあ連盟、全国手話通訳問題研究会、全国手話研修セン

ターの４団体の会議で検討している資格に関する構想の一端を以下に記す。 

 

手話通訳資格のイメージ 

                    

電
話
リ
レ
ー
オ
ペ
レ
ー
タ
ー 

遠
隔
手
話
サ
ー
ビ
ス 

政
見
放
送 手

話
言
語
通
訳 

 司
法
（
裁
判
） 

手
話
言
語
通
訳 
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手
話
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通
訳 

 高
等
教
育 手

話
言
語
通
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➡ 
学会認定

試験 

（２）技能検定資格（公的）～２階部分～「手話通訳士試験部分」 ➡ 
技能認定

試験 

（１）国家資格（知事）～１階部分～「統一試験部分」 ➡ 
知事試験

(統一試験) 

 

 
以上の資格要件に関する基本見解について、オペレーター養成検討ワーキンググループ

で出された意見を、下記の(a)～（d)の４グループに分けて整理した。 

 

(a)基礎資格に「手話通訳士・者」を必要とする意見 

・全国手話研修センターが行っている手話通訳者の全国統一試験を「同等」の基準とし、

これを下回らないものとする。「同等」であることを証明するために無資格のオペレータ

ーが統一試験を受けられるようにしてはどうか。 

・ＩＴＵ-Ｔ資料「マルチメディア通信リレーサービス」の P14～15に「コミュニケーショ

ン支援」の説明があり、コミュニケーション支援において専門的通訳が必要であること

を確認。 

・養成を受け一定の技術を有しているという認定の証が必要なので、ベースとなる資格が

必要である。現在、国内の通訳養成システムにオペレーター養成は馴染まないのはあり

得る。いずれにしろ、社会的な認知と信用度を得るために手話通訳ができるという基本

技術の上に、オペレーターに特化した知識と技術を上積みしなければならない。公的な

オペレーターに特化した養成をきっちり履修したという証が必要。 
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・手話通訳資格のイメージ（P14の図）に、電話リレーのオペレーターを入れる、入れない

は別として、手話通訳者の資格のイメージという点では良い図だと思う。土台となると

ころが手話通訳者全国統一試験とするか、違うものを作るのがいいのか、検討していけ

たら良い。 

(b)手話通訳士・者とは別にオペレーターを養成、認定する意見 

・手話通訳者と手話オペレーターは異なる職種であり、養成も試験も全く別の方が効率が

良い。 

・手話オペレーターの業種は、手話通訳者とは違う能力を要求されるので、（手話通訳者の）

下位になることはないと思われる。 

・電話リレーでは、瞬間的な判断力が多く求められるだけでなく、全国レベルの手話の知

識もある程度求められる。アメリカの電話リレーではスペイン語の知識が求められてい

るケースがある。そのようなトレーニングは、全国統一試験のカリキュラムにはなく、

最初から新しくオペレーター専用のカリキュラムにした方が効率的であると考える。 

・2021年以降も、養成を大学等で教えるなど機会が増える。そのとき、手話通訳士・者の

道以外に手話オペレーターという道を選択することも考えられる。手話オペレーターで、

手話通訳士・者に転身する人も可能があるとすると全体的に手話ができる人の数が増え

るので、士・者も増えるのではないか。 

・ある程度、手話ができる能力があることを前提としてオペレーターの養成をすると考え、

全く手話を知らない人が受けることはないものであると見なしている。統一試験や手話

検定とは異なったプロフェッショナルな手話試験というものにすると良い。 

・手話通訳士・者の奉仕員養成講座、手話通訳者養成講座は厚生労働省や自治体の福祉事

業としてやっている。オペレーター養成は、それとは異なると思うが、オペレーター養

成事業を担うとすれば、情報提供施設と全国手話研修センターは養成技術をもっている

ので可能ではある。 

(c)当面は、手話通訳士・者を基礎資格とし、いずれはオペレーターだけの養成・試験をす

る意見 

・オペレーター資格、カリキュラムについては 1 年くらいの準備期間では厳しい。３～４

年かかる内容だと思う。オペレーターとしての資格試験も将来実施する方法で、継続検

討課題とするのが良い。 

・きこえない人と手話通訳者の間には信頼関係があり、電話リレーはその中で行われてい

る。手話通訳の資格をもっている人を基本に制度が進められると思うが、新たに電話リ

レーのオペレーターという別の職種の養成が必要だと思う。 

・オペレーター資格条件として、統一試験合格者とした場合、オペレーターになるために

統一試験を受験したいと全国手話センターに申込があっても養成講座を修了していな

いと、断ることになる。整理してほしい。 

・公的サービス開始まで時間がない中、現在の養成、試験、認定の体制を活かしながら、

オペレーターを担う人の人材確保、手話通訳をベースとした部分を身につけた上で電話

リレーの研修を受けるという形でカリキュラムを出すということで整理したい。 
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(d)その他の意見 

・電話リレーという新たな文化が加わるのであれば、国内の手話通訳養成や提供システム

を全体的に見直し、デザインすべきだと思う。力を持った人が利用者のために仕事をす

る体制が整うことを目標にし、しっかりした養成と試験を実施し、社会的に信用のある

制度にすべきである。 

・手話通訳者が不足し、なり手がいない。手話通訳者に負担がかかってしまい、健康の問

題が出てくるようになった。電話リレーで新たに耳の聞こえない人が社会参加できるよ

うになることは良いことだと思うので、積極的に協力していきたい。 

・資格は養成方法と結びついている。必ずしも、現行の手話通訳士・者に拘っているので

はなく、ある一定の力量を証明することが重要である。養成のシステム、内容について

も、修了者に任用資格を与えるだけで良いのか、到達度を図るものが必要なのか、それ

らを含めて今後の検討課題としていただきたい。 

・アメリカでは本採用の前にかなり厳しい試験を２回行っている。全土の統一試験ではな

く、州によって異なっている。 

・認定や資格の問題と、カリキュラムの問題は切り離して其々検討していくことが必要で

ある。 

・基本的に翻訳技術が必要だということ。専門性を有し、色々な分野で活躍できる人を養

成することが大事。オペレーター養成において翻訳に関わる研修は重要だと考える。 

・情報提供施設が電話リレーの業務を担うことについて、電話リレーは福祉事業ではない

が、情報提供施設を運営する法人が事業を担っていけば良いのではないかと考える。 

・公共インフラとしてスタートしたとき、オペレーターの必要数、文字オペレーターの必

要数をきちんと把握する必要がある。現在、12情報提供施設がやっているが、登録手話

通訳者でもあれば、オペレーターでもある。兼務しながらやっている形になっている。

オペレーターだけの仕事ではない。事業所としてきちんとオペレーターを雇わなければ

ならない。そのときの参考になる情報が必要。 
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①－４ オペレーター養成検討ワーキンググループでの主な意見 

 

＜オペレーターが不足することについて＞ 

・手話通訳士・者が不足している状況で、手話オペレーターをそこから選ぶのは厳しいと

いう意見が多数あり。 

・2021年に電話リレーを運用開始する際に、手話通訳士・者を前提条件にすると、特に地

方では手話通訳活動する人数が少なくなり、手話通訳士などの負担が増える心配あり。 

・現在の手話通訳士・者の平均年齢が 50代となっており、人材不足の問題がある。養成方

法も地域の講習だけでなく大学等教育機関での講習も考えなければならない。その中で

全体的に底上げしていく必要があり、（養成出来るところを増やさないと）人材の奪い合

いになる。 

・オペレーター確保の問題は、１～２年等の移行期間を設け、現在のオペレーターに資格

を取ってもらうことを前提に開始すべき。 

・電話リレーは、手話通訳士・者を前提としている対面手話通訳とは違うと指摘されてい

る。資格を前提条件にすると、手話通訳士・者の平均年齢など考えた場合、オペレータ

ー数が不足する可能性がある。 

・夜間も対応するとニーズが増えることが予想される。 

・派遣通訳も足りていない。これから手話通訳士・者を増やす話し合いを進めるべき。 

 

＜オペレーターの評価や位置づけについて＞ 

・手話の基本的な能力は必須だが、対面の手話通訳ではなく、通信による手話通訳での養

成とテストをしないと非効率。 

・総務省の「電話リレーサービスに係るワーキング会議」で、電話リレーにおける手話オ

ペレーターの役割は、手話通訳士・者に求められている対面通訳とは異なることが確認

されている。 

・イギリスなどでは、電話リレーに求められる技術は広く様々なことに手話言語で対応す

ることで、細かい話や込み入った話は少なく、対面通訳とは要求されている部分が違う。 

・手話オペレーターが要求されるのは実際のシステムの仕様、通信環境のオペレーション。

対面で福祉的に行っている今までの手話通訳士・者に要求されることとは違う技術が要

求される。 

・手話通訳士であっても、適性の問題で辞める人もおり、資格があればできるわけではな

い。モニターを通じて通訳をすることについて違和感を覚え、能力を発揮できないとか、

身体的なストレスを抱えるという方々もいることを踏まえて、適性などを理解するべき。 

・手話通訳士・者の資格をもつ人たちは、まだ全体で１万人未満。資格があっても、働く

ところがなく、別に職を持つ人が非常に多い現状。技術をもった人が活躍できる状況、

それを踏まえて電話リレーができる技術というものも身につけていければと思う。 

・手話言語ができるという一つの技能を最低基準として、その中で通訳士だけでなく、ビ

ジネスマナーを含めて広く浅くの知識を備えることが求められる。 

・通信サービスとしての手話サービスを、福祉サービスから切り離す環境も必要。福祉サ

ービスから通信サービスへの切り替えは簡単ではなく、時間が必要。 

・「手話オペレーター」という呼称は、対面の手話通訳とは異なる職種であるという理由か

らできた。総務省の「電話リレーサービスに係るワーキング会議」で聴覚障害者情報文
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化センターや手話研修センターが強調していた点でもあり、手話通訳と同一視できない

ことから、言い方を変えた経緯あり。 

・電話リレーの場合、手話言語と日本語をきちんと踏まえて通訳する必要がある。ただコ

ミュニケーションができる、手話言語ができるということだけではない。解決方法の一

つとして手話通訳士・者という資格がある。オペレーターで養成される部分と、通訳者

が求められるものは、100％重なるわけではない、適正の問題もある。 

・資格について、公的サービスへの移行期には手話通訳士・者をベースにしても、そこに

拘らずにやるのが現実的ではないのか、別の検討の場が必要。 

 

＜オペレーターの養成について＞ 

・オペレーターは 2021年以降、どのくらい人材が必要であるかを踏まえて、養成機関の内

容を具体的に考えた制度を作らないといけない。 

・地域で行われている通訳者養成事業は週に１回２時間程度の講習。通訳養成は教育機関

で行うように整理してはどうか。今回、検討されている電話リレー提供機関が通訳養成

をする。 

・ガイドラインやカリキュラムの養成については当事者たちの意見を反映させていけば良

い。 

 

＜「通訳資格と同等」の解釈について＞ 

・総務省の「電話リレーサービスに係るワーキング会議」報告書では手話通訳士・者、ま

たはこれらと同等の資格や技能を有する者という書き方になっているが、「同等のもの」

「同等の技量をもつもの」に対し、誰がそれを判定するのか、どういった基準で判定す

るのか、等々が曖昧なままスタートすると混乱する恐れがあるという意見がある。 

・単に「同等」という仕事をする人が増えると資質の保障ができないことになる。 

・手話通訳全国統一試験の内容は、福祉的支援内容は含まれず、コミュニケーション支援

の内容となっているので、「同等」という基準を計る試験であることに合致するのではな

いか。手話通訳者養成を修了した者が全国統一試験を受けることになるが、試験の実施

は現在 52地域で行っている。筆記と実技試験があり、筆記は手話通訳に必要な基礎知識

と国語の試験がある。実技は聞こえない人の手話をみて話のポイントを掴み要約文を書

く試験は廃止し、場面通訳による聞き取り、読み取り試験とする予定。３月に試験方法

の変更について説明会が開かれる予定。 

・群馬大学の手話サポート事業や、京都の龍谷大学で開催している全国手話研修センター

の若年層手話通訳養成モデル事業等もあるので、手話通訳者全国統一試験の受験に於い

て、大学等で学んだ方々も試験を受けることができるように条件をつくっていくことが

考えられる。 

・等価性、同等な技術を持つという意味の「同等」には難しい部分があるが、資格があっ

た上でオペレーター養成を受け、認定のような資格を設けてもらう方が、信頼性が高く

なると思う。電話リレーという新事業では、現在の有資格者の協力を得ながら、並行し

て養成を進めていくこと、福祉サービスだけでなく通信事業サービスにも徐々に慣れて

いくことが必要。資格要件に対して様々な意見があるが、当事者の立場からいうと、問

い合わせのために電話リレーを利用した経験から、特に数字、指文字など間違えてはな

らないケースがある。間違うと大きな問題が生じてしまうこともあり得る。オペレータ
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ーサービスは社会的な信用が得られず使えないサービスになると無意味になる。 

・総務省の「電話リレーサービスに係るワーキング会議」では、手話通訳士・者、あるい

は同等技能を持つ者ということになった。よって、手話通訳士・者の資格だけと明示せ

ず、同等の技能を有する者とした方が良い。 

・オペレーターの養成は、電話リレー提供機関が最終的な責任をもつとなった。手話通訳

士・者、同等の技能をもつ者、に関しては提供機関が持つと明記すべきである。 

・電話リレーのオペレーターとして、開始時点での人材不足を理由に、「同等の技能をもつ

者」も認めるべきというが、同等の技能をもつことを誰が認定するのか。 

・手話通訳者全国統一試験だと手話オペレーターに求められる必要な技量がテストできな

いのではないか。 

・学校での養成も必要。どれだけ人材が確保出来るかの見通しはまだ持てない。懸念事項

は色々あるが、現在の手話通訳士・者だけでは限界があるということは理解できる。資

格要件については、移行措置ということばを取り下げ、代わりに「同等の技術を要する

者」という要件とつける。 

・「同等の人」というのは、試験を受けて合格した人が、基礎的な資格を持つことで納得で

きるではないか。「同等の者」の裏付けになる担保として、全国統一試験に受かることを

表現した方がよいのではないか。 

・基本の資格の土台の上に、政見放送、テレビ通訳など専門的な通訳者の養成がのってい

る。同様に電話リレーの通訳も専門的な通訳者の一つとして示すことが大切ではないか。 

・（ ）書きで全国手話研修 2級以上、手話通訳養成課程を修了したもの等、又は「同等の

手話ができる」内容を明文化するのはどうか。 

 

＜専用ブースについて＞ 

・火事のときに避難できなくなると困るので、消防法に準拠して欲しい。 

・ブースのパーティションは背景部にもあるが、パーティションは密閉されず、スーパー

バイザーがブース内のオペレーターを視認したり出入り出来るスペースが必要。 

 

＜オペレーターの待遇について＞ 

・日本財団のガイドラインでは、休みを適時入れる方法となっている。例えば、１時間仕

事したとき、そのうちの 40分通訳、20分は休憩ということになるが、その 20分の休憩

の取り方は事業者に任せている。 

・全通研と共同で出している「みんなでめざそうよりよい手話通訳」では、15分もしくは

20 分毎に休憩を入れるよう決めている。アメリカの電話リレーのやり方だと 20 分間や

ったら、２分間休憩を入れる、１時間通訳をやった場合は、15 分まとめて休憩をとる、

というやり方になる。 

・「休憩」と「待機」の区別の管理が難しい。「待機」を「休憩」と捉えてしまうこともある

ので、オペレーションが終わったら、休憩をとるという方法を事業者Ｂではルールづけ

している。休憩をとることは自己管理としている。 

・リレー中、電話先が調べている保留中の時間もオペレーションの１時間として扱う。30

分以上保留だったケースもある。 

・オペレーションを何分やったら、何分休憩するという一定基準を作って進めていくルー

ルがあると良い。 



19 
 

・手話通訳が不足している現状は事実であるが、困難であることを理由に消極的に考えな

いで頂きたい。生活できるだけの給料が出せるようにならないと養成の仕組みを整えて

も受講者は増えない。電話リレーを機に身分保障や給与水準が良い方向にいくことを期

待したい。 

 

＜名称について＞ 

・「オペレーター」について、国際電気通信連合電気通信標準化部門（ＩＴＵ-Ｔ）の規格

ではコミュニケーション・アシスタント（以降、ＣＡ）という言い方になる。オペレー

ターをＣＡと称するのも一方法。 

・オペレーターをそのまま英訳すると別の意味になる。用語の統一について方向を決めて

いただくと有難い。 

・厚生労働省と総務省の「電話リレーサービスに係るワーキング会議」報告書も参考にし

ていただきたい。一般の人に理解してもらえる名称は何が適切か。皆ができるだけ同じ

ものをイメージできる事が求められる。「オペレーター」が何を示すのか分かるようにし

ておくのが良い。 
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②手話オペレーター養成カリキュラム 

②－１ カリキュラム骨子案 

１．対象者 

  手話通訳士または都道府県、市町村等が実施する手話通訳者派遣事業において「手話

通訳者」として登録している手話通訳者または同等の資格や技能を有するもの（手

話通訳者全国統一試験合格者）。 

 

２．養成目標 

 ・手話オペレーター新人研修 

電話リレーサービスの手話オペレーターに必要な知識・責務について理解と認識を深

めるとともにオペレーター業務に必要な対応技術、操作技術を習得する。 

 ・手話オペレーター実務者研修 

電話リレーサービスの手話オペレーターに必要な知識・責務について最新の知識を習

得し理解を深めるとともにオペレーター業務に必要な対応技術、操作技術の研鑽を積

む。 

 

３．本カリキュラム修了者の取扱い 

〇〇（実施主体）は、本カリキュラムの新人研修を修了した者を修了者登録名簿に登

録し、オペレーター番号を記載した「手話オペレーター任用資格証」を付与する。登

録期間は〇年とし、実務者研修を受講することで再任される。 

  

４．電話リレーサービスに係わる事業者の責務 

  各事業者が実施する電話リレーサービスの手話オペレーターが本カリキュラムを履修

できるように最大限の配慮を行うこと。 

 

５．カリキュラム構成  

 

 （１）手話オペレーター新人研修 

    講義 

１．聴覚障害（ろう者、難聴者、中途失聴者）の基礎知識 

    ・聴覚障害者の特性についての理解 

    ・聴覚障害者の言語コミュニケーション 

２．電話リレーサービスの基礎知識 

 ・基本用語の定義確認 

・電話リレーサービス制度の理解 

・電気通信技術の理解 

・電話オペレーターの基本的な知識、応対 

３．オペレーターの心構え 

    ・オペレーターとしての倫理、守秘義務 

４．オペレーターガイドライン 

    ・利用者、事業者のガイドラインも含む 

５．緊急通報に関すること 

     ・対応について 

・事例 
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  実技 

６．システム活用 

    ・システム操作のマニュアル 

    ・きこえない人、きこえにくい人からきこえる人につなぐとき 

    ・きこえる人からきこえない人、きこえにくい人につなぐとき 

    ・きこえにくい人からきこえにくい人につなぐとき 

７．オペレーター技術 

・実技基本研修 

・模擬場面での研修 

・ＯＪＴ（On-The-Job Training） 

 

 （２）手話オペレーター実務者研修 

    講義 

１．電話リレーサービスの最新情勢 

 ・基本用語の定義再確認 

・電話リレーサービス制度の理解 

・最新の電気通信技術の理解 

・電話オペレーターの基本的な知識、応対 

２．オペレーターの心構え 

    ・オペレーターとしての倫理、守秘義務 

３．オペレーターガイドライン 

    ・利用者、事業者のガイドラインも含む 

  実技 

４．システム活用 

    ・システム操作のマニュアル 

    ・きこえない人、きこえにくい人からきこえる人につなぐとき 

    ・きこえる人からきこえない人、きこえにくい人につなぐとき 

    ・きこえにくい人からきこえにくい人につなぐとき 

５．オペレーター技術 

・実技基本研修、事例検討 

・模擬場面での研修 

・ＯＪＴ（On-The-Job Training） 

 

（３）指導課程（指導者養成） 

   未検討 
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②－２ オペレーター養成検討ワーキンググループでの主な意見 

 

・手話オペレーター実務者研修のクレーム対応等については、事例を収集し、それをｊて

それを実際に研修の場で技術として身につけていく内容を入れると良い。 

・電気通信技術に関する研修は、電気通信の進歩が非常に速いので、通信会社による研修

を行うと良い。フレームレートの枚数、通信によるフレーム減少率の想定が必要になる。

技術が進めばフレームレートは上がり、画像が綺麗になるので、それも含めて学習が必

要になる。 

・管理責任者、スーパーバイザーについては、「電話リレー提供機関」が養成等を行うと想

定されている。特に緊急通報や、緊急ではないが緊急事態、内容が犯罪に関わるかもし

れないもの、オペレーターが自己判断するのは難しいもの等について、運営機関が研修

や指導、養成を行うのが良いのではないか。 

・業務範囲を明確にするべき。事業者では、スーパーバイザーがいて、スキルアップのア

ドバイスやシフト調整や働きすぎてないかの調整を行う。そのスーパーバイザーの上に

マネージャーを置く。マネージャーは手話オペレーションの経験は必須ではなく、主に

お客様との間の調整を行う。それぞれの業務の定義などを見直す。 
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③文字オペレーターガイドライン 

※このガイドラインでは、日本財団の電話リレーサービスを参考にし、きこえない人（利

用者）からきこえる人（電話先）への一方向でのガイドラインとなっている。双方向での

通信サービスのガイドラインとするためには、きこえる人（利用者）ときこえない人（電

話先）の想定も盛り込む必要がある。 

③－１ 事業者編 

 

１．目的 

本ガイドラインは、電話リレーの利用者へ電話リレーサービスを提供するすべての事業

者が遵守するものである。 

 

２．用語の定義 

本ガイドラインにおいて使用する用語の定義は以下のとおりとする。  

（１）「電話リレーサービス」（以下、電話リレー）とは、〇〇（実施主体）が提供する専用

システムで実施される電話リレーをいう。  

（２）「利用者」とは、きこえる人に電話するきこえない・きこえにくい人及び言葉が出な

い・言葉が出にくい人をいう。  

今後、公的インフラとなる電話リレーサービスでは、きこえる人ときこえない・

きこえにくい人及び言葉が出ない・言葉が出にくい人のどちらからも相互に発信が

できるようになるがため、「利用者」と「電話先」は、きこえる人、きこえない・

きこえにくい人及び言葉が出ない・言葉が出にくい人のどちらにもなりうるが、こ

のガイドラインでは、手話言語を利用する側を利用者、音声で話す側を電話先と設

定して説明する。 

（３）「電話先」とは、電話の相手方をいう。  

（４）「事業者」とは、電話リレーを提供する事業者をいう。 

（５）「文字オペレーター」は、利用者と電話先のきこえる人の通話を、文字や音声または

音声認識を用いて仲介伝達する者。 

利用者が電話先に伝えたいメッセージを文字によって電送してきたとき、文字オ

ペレーターは、そのメッセージを音声で読み上げ電話先に伝達する。また電話先の

音声によるメッセージを文字で利用者に伝達する。通話におけるコミュニケーショ

ンを仲介伝達するためには、利用者の特性に精通していなければならない。また、

音声を迅速に理解し間違いなく入力できる能力が求められる。そのため、文字オペ

レーターは電話リレーの機能が効果的に発揮されるよう十分に訓練されていなけ

ればならない。具体的には下記の資格要件（a）キー入力の速度が一定基準以上の

ものを採用しなければならない。資格要件（b）の要約力については任意とする。 

 

資格要件（a）キー入力の速度（80文字以上／分が目安） 

      ※50文字/分程度の入力で採用例あり。採用後の研修で入力速度を 
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上げることが出来る。 

      ※キー入力についての検定試験 

     ・ビジネスキーボード認定試験（公的資格）日本商工会議所 

       ・パソコンスピード認定試験（民間資格）日本情報処理検定協会 

       ・速記技能検定試験（民間資格）日本速記協会 

（b）要約力（任意） 

  ・全国統一要約筆記者認定試験（民間資格）要約筆記者認定協会 

       ・文字起こし技能テスト（民間資格）文字起こし活用推進協議会 

多くの場合、言語や文化や障害の状態の違いを考慮せずに逐語的にメッセージを

読み取ることもあるが、会話全体を通じて、仲介者の役割を可能な限り厳しく維持

することが望ましい。 

また、文字オペレーターは、電話リレー中に利用者や電話先と個人的な会話を行

ったり、いずれかの当事者に代わって応答したりすることはできない。 

 

３．守秘義務 

（１）電話リレーで知りえた情報を決して第三者へ提供してはならない。 

（２）電話リレーで知りえた情報を自己の利益のために用いない。 

（３）電話リレーで知りえた情報を記録した物・媒体を事業者従業員また文字オペレータ

ーが個人的に所持しないよう指示をする。 

（４）いかなる理由があろうと、電話リレーにおける通話の映像や会話の録音・録画は禁

止とする。業務を行う上でやむを得ず必要なメモや報告、資料等の記録は業務終了

後、速やかに破棄・消去することを文字オペレーター及び従業員へ指示をする。 

 

４．電話リレー提供のための要件 

（１）事業者は以下の推奨環境で電話リレーを提供するよう努める。 

①ブースについて 

リレー中の発言内容が第三者に分からないような電話リレー専用の部屋、ブース

もしくはそれと同等の環境。 

ブース及び通路の設置は、建築基準法や消防法に適合する広さとし、部屋の実態

に応じた消防用設備等を設置すること。詳しくはブース所在地を管轄する自治体の

都市計画課など建築申請を受理する部署および消防署に相談すること。 

 

ブース設置基準（案） 

・机 

幅 1,000mm以上 奥行 700mm以上 高さ 700mm以上 

(新ＪＩＳ片袖事務机サイズ) 

目的：オペレーション機器を載せる 

・パーティション（コールセンター向け吸音機能付き・両脇、背景） 

幅 1,000mm以上 高さ 1,600mm以上 

目的：ブース外部からオペレーションの内容が見えない状況を作る。ただし、
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背景の設置においては、オペレーション遂行に必要な、スーパーバイ

ザー・待機オペレーターとの連携や、ＯＪＴ等のアクセスが出来るよ

うに考慮する必要がある。よって、密閉されず側面から出入り出来る

ようにする形でも良い。 

    ・ヘッドセット、吸音材 

      目的：音が外部に漏れないようにする。 

②円滑に電話リレーが提供できる環境 

・文字オペレーターは、Ｐ25 冒頭の資格要件（a）キー入力の速度、(b)要約力の技能

を有するものを採用しなければならない。 

・光通信方式による有線ＬＡＮ、画像や動画を速やかに処理出来る能力を有するパソ

コンなど、〇○（実施主体）より提供されるソフトウェアが円滑に動作する環境を

整えなければならない。 

 

５．文字オペレーターの教育 

（１）文字オペレーターの対応スキル向上のため、定期的な研修等を実施するよう努めな

ければならない。具体的には、各事業者が採用したオペレーターに対し、電話リレ

ーのサービス、システム、利用者に関する知識、技術等を理解できるように、文字

オペレーター養成カリキュラム新人研修を履修させる。 

また、新人研修または実務者研修を最後に受講してから、定められた期間を経過

した者に対し、実務者研修を履修させること。 

（２）利用者等からクレームがある等、電話リレーを提供するにあたり問題があると事業

者が判断した文字オペレーターに対しては、注意、指導、あるいは研修等を行うよ

うにする。 

（３）電話リレーを提供する際、文字オペレーターによって対応が異ならないように、事

前に対応方法の確認を行うよう努めなければならない。 

（４）電話リレーを提供する上で、文字オペレーターが身体的・心理的健康に支障をきた

さぬよう労働環境の整備に努めなければならない。また、文字オペレーターが健康

に不安を覚えた場合は、すみやかに管理責任者へ相談できる体制を整えなければな

らない。 

 

６．サービスの提供 

（１）文字オペレーターは、電話先に対して、最初に利用者の通訳で電話をしていること、

次に電話リレーである旨を説明しなければならない。ただし、利用者が氏名を伝え

たくない場合もあるので、事前に名前を告げるかどうかを利用者に確認すること。 

（２）文字オペレーター自身の氏名を利用者や電話先に名乗らないこと、氏名の提示を求

められた場合には、本ガイドラインにより氏名を名乗れない旨を伝えた上でオペレ

ーター番号を通知するよう文字オペレーターに指示をする。 

（３）利用者と電話先が同じ場所にいると判明した場合、利用者ガイドラインに違反して

いることを告げ、速やかに電話リレーを中止するよう文字オペレーターに指示する。 

（４）電話リレーを提供するにあたり、サービス提供時間の変更やシステムに関するトラ
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ブルまたは変更が生じた場合、速やかに〇〇（実施主体）へ報告する。 

 

７．文字オペレーターの待遇 

（１）電話リレーを提供する上で、文字オペレーターが身体的・心理的健康に支障をきた

さぬよう労働環境の整備に努めなければならない。文字オペレーターとの労働法に

定められた諸規定を遵守し、仕事で安全や健康が害されることにないように配慮す

ること。 

（２）事業者の責任で、以下のような対策を行うものとする。 

（a）腱鞘炎・ばね指・頸肩腕障害等の予防 

・一定基準として、連続で 60分のオペレーター業務においては 20分休憩を入れる。 

・休憩の配分は事業者で調整できるものとする 

・管理責任者は、40分を超えるオペレーター業務は可能であれば他の人にオペレー

ションを引継ぐ等して、健康に配慮する。 

   ・先方が保留している間の待機時間もオペレーター業務時間として扱う。 

（b）腱鞘炎・ばね指・頸肩腕障害健康診断 

・オペレーターを対象に、必要に応じて、腱鞘炎・ばね指・頸肩腕障害に関わる健康

診断を受診できるようにすること。 

（c）健康管理体制 

文字オペレーターが健康に不安を覚えた場合やメンタルヘルスサポートが必要な場

合は、すみやかに管理責任者へ相談・診療を受けられる体制を整えなければならな

い。 

 

８．スーパーバイザー 

（１）要件 

 スーパーバイザーを○〇ブースあたり 1名の割合で配置する。また、スーパーバイ

ザーは少なくとも〇○年以上の電話リレー実務経験を必要とし、文字オペレーター

養成カリキュラム指導者研修を履修しなければならない。 

（２）任務 

 スーパーバイザーはサービスを管理する立場として、チームマネジメントを行い、

オペレーターの業務遂行に必要なサポート、指示を行い、必要に応じて緊急案件や

関係機関との調整を行う。また、スーパーバイザーは文字オペレーターのスキルア

ップを目的とした指導や助言、および文字オペレーターの健康管理を行う。 

 

９．その他 

（１）〇〇（実施主体）は、事業者が、本ガイドライン（事業者）に記載する事項を遵守

できることを確認の上、業務委託契約を行う。将来的には事業所評価を行う第三者

機関の設置によって、事業委託の透明性を担保することが望ましい。 

事業者は、〇〇（実施主体）と交わした業務委託契約に則し、電話リレーを提供

する。 

（２）業務委託契約または覚書、および本ガイドラインに反した場合は、〇〇（実施主体）
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から業務の改善や業務の休止を求めることがある。また、業務の休止をもってして

も改善が認められない場合は、契約を取り消すことがある。 

（３）本ガイドラインに記載されている内容が業務委託契約または覚書に反する場合は、

業務委託契約または覚書が優先とする。ただし、法令等に反する場合は、法令等が

最優先とする。 
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③－２ 文字オペレーター編 

 

１．目的 

本ガイドラインは、電話リレーサービスにおけるすべての文字オペレーターが遵守する

ものである。 

 

２．用語の定義 

本ガイドラインにおいて使用する用語の定義は以下のとおりとする。  

（１）「電話リレーサービス」（以下、電話リレー）とは、〇〇（実施主体）が提供する

専用システムで実施される電話リレーをいう。  

（２）「利用者」とは、きこえる人に電話するきこえない・きこえにくい人及び言葉が出

ない・言葉が出にくい人、または電話先から電話を受けるきこえない・きこえに

くい人及び言葉が出ない・言葉が出にくい人をいう。  

きこえる人ときこえない・きこえにくい人及び言葉が出ない・言葉が出にくい人

のどちらからも相互に発信ができるため、「利用者」と「電話先」は、きこえる人、

きこえない・きこえにくい人及び言葉が出ない・言葉が出にくい人のどちらにもな

りうるが、このガイドラインでは、ビデオカメラで手話を利用する側を利用者、音

声で話す側を電話先と設定して説明する。 

（３）「電話先」とは、電話の相手方をいう。  

（４）「事業者」とは、電話リレーを提供する事業者をいう。 

（５）「文字オペレーター」は、利用者と電話先のきこえる人の通話を、文字や音声また

は音声認識を用いて仲介伝達する者。 

利用者から電話先に伝えたいメッセージを文字によって電送してきたとき、文字

オペレーターは、そのメッセージを音声で読み上げ電話先のきこえる人に伝達する。

また電話先のきこえる人の音声によるメッセージを文字で利用者に伝達する。通話

におけるコミュニケーションを仲介伝達するためには、利用者の特性に精通してい

なければならない。また、音声言語を迅速に理解し間違いなく入力できる能力が求

められる。そのため、文字オペレーターは電話リレーの機能が効果的に発揮される

よう十分に訓練されていなければならない。 

 多くの場合、言語や文化や障害の状態の違いを考慮せずに逐語的にメッセージ

を読み取ることもあるが、会話全体を通じて、仲介者の役割を可能な限り厳しく

維持することが望ましい。 

 また、文字オペレーターは、電話リレー中に利用者や電話先と個人的な会話を

行ったり、いずれかの当事者に代わって応答したりすることはできない。 

（６）「発言内容」とは、利用者の文字、音声による発言内容をいう。 

 

３．役割  

文字オペレーターの役割は、利用者と電話先の会話を文字から音声に、音声から文字に変

換して伝えることである。発言内容は、等価で文字または音声にして伝えなければならな
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い。 

「等価」とは、文字オペレーターが、原則として利用者の発する内容をそのまま伝える

ことをいう。利用者や電話先の発言内容について、音声の内容と文字の内容が同一内容

であるように伝え、音声の内容と乖離しないように正確に表記しなければならない。 

 

４．守秘義務 

（１）文字オペレーターは、電話リレーで知りえた情報を決して第三者へ提供してはなら

ない。  

（２）文字オペレーターは、電話リレーで知りえた情報を自己の利益のために用いてはな

らない。  

（３）文字オペレーターは、電話リレーで知りえた情報を記録した物・媒体を個人的に所

持してはならない。  

（４）文字オペレーターは、電話リレーを提供するために必要な範囲を超えて、むやみに

利用者や電話先から情報を取得してはならない。 

（５）文字オペレーターは、いかなる理由があろうと、電話リレーにおける通話の映像や

会話の録音・録画は行わない。電話リレー業務を行う上でやむを得ず作成する、メ

モや報告、資料等の記録は電話リレー業務終了後、事業者の指示に従い速やかに破

棄・消去する。  

 

５．態度、振る舞い  

（１）文字オペレーターは、電話リレーや利用者に対して悪評を招くような行為や貶め

るような行為をしてはならない。  

（２）文字オペレーターは、文字オペレーターとしての適切な振る舞いに努めなければ

ならない。 

（３）文字オペレーターは、電話リレーを提供する上で、常に本ガイドラインに従って

いると 利用者から信用されるよう努めなければならない。  

 

６．サービスの提供 

（１）文字オペレーターは、かかってきた通話に対して「電話リレーです」と説明してか

ら業務を開始する。 

（２）文字オペレーターは、電話先に対して、最初に利用者の通訳で電話をしていること、

次に電話リレーである旨を説明しなければならない。ただし、利用者が氏名を伝えた

くない場合もあるので、事前に名前を告げるかどうかを利用者に確認すること。 

（３）文字オペレーターは、自身の氏名を利用者や電話先に名乗らないこと。氏名の提示

を求められた場合には、本ガイドラインにより氏名を名乗れない旨を伝えた上で、オ

ペレーター番号を伝える。  

（４）文字オペレーターは、利用者と電話先が同じ場所にいると判明した場合、利用者ガ

イドラインに違反していることを告げ、速やかに電話リレーを中止しなければならな

い。 
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７．正確性  

（１）文字オペレーターは、利用者や電話先の発言内容の等価性を重視して伝えなければ

ならない。  

（２）文字オペレーターは、利用者や電話先の発言内容を明確にするために必要に応じて

相手に働きかけ、また、誤訳をした時はそれをすみやかに伝え、訂正しなければな

らない。 

 

８．知識、スキルの維持・向上  

（１）文字オペレーターは、利用者や電話先から自身の資格の説明を要求された場合は、

電話リレーの事業者ガイドラインで定められた基準を満たしている者が採用され、

業務に当たっている旨を説明する。  

（２）文字オペレーターは、電話リレーを提供する上で、利用者のコミュニティの傾向や

現状を把握する等、常に新しい知識や情報を求め、利用者の様々なコミュニケーシ

ョン能力 や傾向に対応できるよう自己研鑽に努めなければならない。  

 

９．職務の範囲・能力の限界  

（１）文字オペレーターは、利用者の使用する言語を尊重して対応を行うよう努めなけれ

ばならない。  

（２）文字オペレーターは、電話リレー提供中にオペレーターとしての役割以外の業務は

行ってはならない。  

（３）文字オペレーターは、引き受けた電話リレーの内容が極めて専門的で、対応を続け

ることが困難であれば、速やかに利用者や電話先にそれを告げ、その対応を終了す

ることができる。また、同時に所属している事業者の管理責任者へ報告する。  

（４）文字オペレーターは、電話リレー提供中に利用者や電話先より嫌がらせやオペレー

ター業務に含まれない対応を強要された場合は、その旨を利用者と電話先双方へ伝

え、電話リレーを中止することができる。その後すみやかに所属している事業者の

管理責任者へ報告する。 

（５）文字オペレーターは、電話リレーを提供する上で、身体的・心理的健康に不安を覚

えた場合、またその他、問題等を抱えた場合は、すみやかに所属している事業者の

管理責任者へ相談する。 

 

10．スーパーバイザー 

（１）スーパーバイザーを〇○ブースあたり 1人の割合で配置する。また、スーパーバイ

ザーは少なくとも〇○年以上の電話リレー実務経験を必要とし、文字オペレーター

養成カリキュラム指導者研修を履修しなければならない。 

（２）スーパーバイザーはサービスを管理する立場として、チームマネジメントを行い、

オペレーターの業務遂行に必要なサポート、指示を行い、必要に応じて緊急案件や

関係機関との調整を行う。 

（３）スーパーバイザーは手話オペレーターのスキルアップを目的とした指導や助言、お

よび手話オペレーターの健康管理を行う。 
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11．公平・利益相反  

（１）文字オペレーターは、個人的偏見を持たず、公正・中立的な立場を保たなければな

らない。  

（２）文字オペレーターは、自身が発言内容の当事者や利害関係者となり、公平・中立的

立場を保つことができない状況になった場合は、対応を中断し、すみやかに利用者

や電話先及び所属している事業者の管理責任者へ報告する。  

（３）文字オペレーターは、電話リレー提供中に個人的な助言や意見を述べてはならない。 

（４）文字オペレーターは、電話リレーに関して所属する事業者からの正当な報酬以外に、

利用者や電話先から贈答品、心付けその他の金品を受け取ってはならない。  

 

12．その他  

（１）本ガイドラインに記載されている内容が法令等に反する場合は、法令等が優先する。  
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③－３ オペレーター養成検討ワーキンググループでの主な意見 

 

＜資格要件について＞ 

・資格条件について、全国要約筆記者認定の資格の有無よりは、キー入力の速さ、１分間

の入力文字数が採用基準となっているところが多い。ビジネスキーボード認定試験、パ

ソコンスピード認定試験等の類似する資格もあり、何を資格として認定するのかがポイ

ント。 

・事業者Ａは、パソコン速記機能検定を受験させている。正確性を求める点では、文字起

こし技能テストも受験させている。 

・文字オペレーターは単に聞いた内容のベタ打ちではなく、利用者や電話先との仲介をし

ながら文字を打つことが重要。 

・電話リレーについては、「要約」ではないという考え方があり、必ずしも要約筆記資格が

採用基準の条件になるということはない。 

・採用条件に多いのが、コールセンターでオペレーターを経験したことがある人。きこえ

ない・きこえにくい人及び言葉が出ない・言葉が出にくい人についての知識がなくとも、

オペレーションを行いながら、障害者の特性を知りスキルアップするケースもあり。 

・文字オペレーターの資格については、１分間 50～80文字のキー入力を基準にして良いの

では。 

・採用審査の方法については、事業所や企業によって異なっており、キーボード認定資格、

公的な資格等はどのように判定していくかになると思う。 

 

＜文字オペレーターの健康について＞ 

・文字オペレーターの場合も、頸肩腕やバネ指などの健康障害が出る可能性があり、手話

オペレーターと同様にオペレーション時間に対する休憩時間の基準を設け、健康管理す

べき。 

 

＜文字オペレーターにおける等価性について＞ 

・「等価性」については、「相手の言っていることの内容を捉まえて、情報量を減らすこと

なく、増やすこともなく翻訳をして伝えていく」ということ。 

 

＜要約と全文入力＞ 

・文字を表示するときの要約の程度は、どれだけ内容をサマライズするのかによって質が

違うように感じる、引続き議論すべき課題。 

・全難聴としては、文字オペレーターの入力においても、要約筆記の技術や手法は使える

という考え方で整理した。 

・文字通訳認定基準が、現在、どこにも存在しない。 

 

＜その他＞ 

・音声認識のリスピークという入力方法がある。リスピークをする能力も資格に入れては
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どうか。リスピークは訓練も必要。 

・アメリカを含め、電話リレー先進国ではＶＣＯ（ヴォイスキャリーオーバー）といった

電話リレーがある。利用者が音声で電話先に話すが、電話からの音声はオペレーターが

文字で返すので、入力スピードが求められ、これにはリスピークが有効な手段。 

・要約筆記のスキルがある方は、リスピーク技術を取り入れた方法でいくと文字オペレー

ターとしての道は開かれると思う。 

・高齢難聴者、言語障害者等を含めて対応を考えていくべき。否定的なものではなく、建

設的な意見を取りまとめるのが大事だと思う。 

・利用者の特性、それぞれのニーズに合わせた電話リレーを行っていくのが良い。それに

よって、待遇や条件も広がり、変わっていくと思う。 
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④文字オペレーター養成カリキュラム 

④－１ カリキュラム骨子案 

 

１．対象者（資格要件） 

（1）キー入力の速度（50～80文字以上／分） 

  ※キー入力についての検定試験 

   ・ビジネスキーボード認定試験（公的資格）日本商工会議所 

   ・パソコンスピード認定試験（民間資格）日本情報処理検定協会 

   ・速記技能検定試験（民間資格）日本速記協会 

（2）要約力（任意） 

   ・全国統一要約筆記者認定試験（民間資格）要約筆記者認定協会 

   ・文字起こし技能テスト（民間資格）文字起こし活用推進協議会 

 

２．養成目標 

 （1）文字オペレーター新人研修 

電話リレーサービスの文字オペレーターに必要な知識・責務について理解と認識を

深めるとともにオペレーター業務に必要な対応技術、操作技術を習得する。 

（2）文字オペレーター実務者研修 

電話リレーサービスの文字オペレーターに必要な知識・責務について、最新の知識

を習得し理解を深めるとともにオペレーター業務に必要な対応技術、操作技術の研

鑽を積む。 

 

３．本カリキュラム修了者の取扱い 

本カリキュラムの新人研修を修了した者を修了者登録名簿に登録し、オペレーター

番号を記載した「文字オペレーター任用資格証」を付与する。登録期間は○○年と

し、実務者研修を受講することで再任される。 

 

４．電話リレーサービスに係わる事業者の責務 

 各事業者が実施する電話リレーサービスの文字オペレーターが本カリキュラムを履

修できるように最大限の配慮を行うこと。 

 

５．カリキュラム構成  

 （１）文字オペレーター新人研修 

    講義 

    講義 

１．きこえない人、きこえにくい人の基礎知識 

    ・きこえない人、きこえにくい人の特性についての理解 

    ・きこえない人、きこえにくい人の言語コミュニケーション 

２．電話リレーサービスの基礎知識 

 ・基本用語の定義確認 

・電話リレーサービス制度の理解 

・電気通信技術の理解 

・電話オペレーターの基本的な知識、応対 

３．オペレーターの心構え 
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    ・オペレーターとしての倫理、守秘義務 

４．オペレーターガイドライン 

    ・利用者、事業者のガイドラインも含む 

５．緊急通報に関すること 

     ・対応について 

・事例 

  実技 

６．システム活用 

    ・システム操作のマニュアル 

    ・きこえない人、きこえにくい人からきこえる人につなぐとき 

    ・きこえる人からきこえない人、きこえにくい人につなぐとき 

    ・きこえにくい人からきこえにくい人につなぐとき 

７．オペレーター技術 

・実技基本研修 

・模擬場面での研修 

・ＯＪＴ（On-The-Job Training）、現任訓練 

 

 （２）文字オペレーター実務者研修 

    講義 

１．電話リレーサービスの最新情勢 

 ・基本用語の定義再確認 

・電話リレーサービス制度の理解 

・電話オペレーターの基本的な知識、応対 

２．オペレーターの心構え 

    ・オペレーターとしての倫理、守秘義務 

３．オペレーターガイドライン 

    ・利用者、事業者のガイドラインも含む 

  実技 

４．システム活用 

    ・システム操作のマニュアル 

    ・きこえない人、きこえにくい人からきこえる人につなぐとき 

    ・きこえる人からきこえない人、きこえにくい人につなぐとき 

    ・きこえにくい人からきこえにくい人につなぐとき 

５．オペレーター技術 

・実技基本研修 

・模擬場面での研修 

・ＯＪＴ（On-The-Job Training）、現任訓練 

（３）指導課程（指導者養成） 

   未検討 
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（３）活用推進ワーキンググループ 

2021年度に公共インフラとしての電話リレーサービスが開始されるにあたって、当事

者及び関係者への普及と電話リレーサービスについての認知度向上を目指し、広報活動を

行う活用推進ワーキンググループを設けました。 

現在、行われている日本財団の電話リレーサービスの理解や認知度を高めるため、普及

促進用のパンフレットと動画を作成し、関係団体や全国の県市町村などに 10万部を配布

しました。 

 

メンバー：委員長 小椋武夫（一般財団法人全日本ろうあ連盟） 

     委 員 井上正之（国立大学法人筑波技術大学准教授） 

         大石欣也（公益社団法人東京都聴覚障害者連盟） 

    上嶋 太（特定非営利活動法人全国聴覚障害者情報提供施設協議会） 

    川森雅仁（学校法人慶應義塾大学特任教授） 

    高井洋（一般社団法人日本手話通訳士協会） 

    服部芳明（一般財団法人全日本ろうあ連盟） 

    宮澤典子（一般社団法人全国手話通訳問題研究会）      

     ＜敬称略、あいうえお順＞ 

会議開催： 

   第１回：2019年５月 30日（木）13：00～15：00／会場：測量年金会館 

      内容：委員長選出、パンフレット案検討 

   第２回：2019年８月 27日（火）14：00～16：00／会場：日本財団 

      内容：パンフレット構成・レイアウト案、パンフレットの配布先 

         動画の制作とキャストについて 

   第３回：2019年 10月 18日（金）14：00～16：00／会場：日本財団 

      内容：パンフレットのサンプル、パンフレットの配布先、動画について 

   第４回：2019年 12月５日（木）14：00～16：00／会場：測量年金会館 

      内容：パンフレットのサンプルについて、パンフレットの配布先についての 

         最終確認、動画について 

内容について： 

①パンフレット及び動画の作成 

2017年度に作ったパンフレットの第二版（Ａ５サイズ）、観音開きで作成。

対象者は、 

①電話リレーサービスを知らない人 

②使うことに躊躇している人 

③ＩＣＴになじみがなくパソコンが使えない人 

④読み書きが苦手である人 
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【表面】 

 

  

 

【裏面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パンフレットのダウンロード先と動画のサイト：

https://www.jfd.or.jp/trs/abouttrs/about2020 

 

配布先：各地域ろう団体、聴覚障害者情報提供施設 

    全国手話通訳問題研究会、日本手話通訳士協会 

    電話リレーサービス事業者 

    自治体（全ての都道府県、政令市、区市町村） 

    官公庁、全日本難聴者・中途失聴者団体連合会、関係団体等 

配布数：100,000部 

  

https://www.jfd.or.jp/trs/abouttrs/about2020
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 Ⅱ．アンケート 

 １．事業者アンケート 

電話リレーサービスのオペレーター養成に関するガイドライン・カリキュラムを検討す

るにあたって、日本財団電話リレーサービス・モデルプロジェクトによる電話リレーサー

ビスを提供している事業者に対するアンケートを行いました。 

手話オペレーター又は文字オペレーターを採用し電話リレーサービスを提供している事

業者を対象としました。 

 

アンケート先一覧 

[聴覚障害者情報提供施設 12ヶ所] 

事業者 手話オペレーターに

関するアンケート 

文字オペレーターに 

関するアンケート 

札幌市視聴覚障がい者センター ○ ○ 

宮城県聴覚障害者情報センター ○ ○ 

福島県聴覚障害者情報支援センター ○ ○ 

千葉聴覚障害者センター ○ ○ 

長野県聴覚障がい者情報センター ○ ○ 

富山県聴覚障害者センター ○ ○ 

大阪ろうあ会館 ○ ○ 

京都聴覚言語障害者福祉協会 ○ ○ 

滋賀県立聴覚障害者センター ○ ○ 

岡山県聴覚障害者センター ○ ○ 

熊本県聴覚障害者情報提供センター ○ ○ 

沖縄県聴覚障害者情報センター ○ ○ 

[民間事業者 4ヶ所] 

株式会社シュアール(手話のみ) ○  

株式会社プラスヴォイス ○ ○ 

株式会社ミライロ(手話のみ) ○  

株式会社アイセックジャパン(文字のみ)  ○ 

計 15 14 
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 ・アンケート 

（１）手話オペレーターに関するアンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）文字オペレーターに関するアンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
電話リレーサービス 手話オペレーター アンケート 

 

①資格及び経験 
★ 通訳資格について （手話通訳士、都道府県認定の手話通訳者等） 

★ 通訳歴（通訳業務の実績等） 

★ 電話リレーサービスのオペレーター歴 

②技術 
★ 通訳オペレーターに求められる技術とは何ですか（通訳方法）。 

★ 相手の手話がよみ取れないことはありますか。（どのような例ですか‐通信環境を除く） 

★ よみ取れない時の対処法は？ 

★ 通訳しにくい場面はどのような場合ですか。 

★ 現場での通訳業務にはなく、オペレーターに求められる技術とは何ですか。 

★ それを補うためには何が必要だと思いますか。 

★ 研修は受けましたか。 

★ どのような研修が有益でしたか。またどの研修は必須だと思いますか。 

③通信環境 
★ 何にストレスを感じますか。（具体的にはどのような例ですか？） 

★ 相談できる人や窓口は職場にありますか。あるならば具体的に教えて下さい。 

★ 業務上で、オペレーター自身の判断を求められることはありますか。 

★ 長い通話の場合、交代はどのように行われますか。 

④その他 
★ 通訳オペレーターをするには、対面通訳の経験も必要だと思いますか。 

 

 
電話リレーサービス 文字オペレーター アンケート 

 

①資格及び経験 

★ 資格の有無について （全要研の要約筆記試験を受けたことがある等） 

★ 実務歴（ＰＣ要約等の実績や又、通訳歴） 

★ 電話リレーサービスのオペレーター歴 

②技術 
★ 文字入力の時は、要約ですか、それとも話の内容を全て文字にしていますか。 

★ 通訳しにくい場面はどのような場合ですか。 

★ 現場での通訳業務にはなく、オペレーターに求められる技術とは何ですか。 

★ それを補うためには何が必要だと思いますか。 

★ 聴覚障害者に対する知識は必要ですか。（どういう場合、それを感じますか） 

★ 研修は受けましたか。 

★ どのような研修が必須だと思いますか。 

③通信環境 
★ 何にストレスを感じますか。（具体的にはどのような例ですか？） 

★ 相談できる人や窓口は職場にありますか。あるならば具体的に教えて下さい。 

★ 業務上で、オペレーター自身の判断を求められることはありますか。 

★ 長い通話の場合、交代はどのように行われますか。 

④その他 
★ オペレーターをするには、現場での文字通訳（あるいは要約筆記）の経験も必要だと思いますか。 
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 手話オペレーターアンケート結果      

   回答：情報提供施設 12ヶ所、事業者３ヶ所     

 質問内容 情報提供施設 事業者 計  

 ①資格及び経験  

 

  

1 
通訳資格について 

 （手話通訳士、都道府県認定の手話通
訳者等） 

全従事者数（不明事業所を除く） 38 22 60  

 手話通訳士 22 17 39  

 都道府県認定手話通訳者 14 0 14  

 手話奉仕員等 2 1 3  

 なし 0 4 4  

 

2 通訳歴（通訳業務の実績等） 

4 年未満 6 5 11  

 5～9 年 8 3 11  

 10 年以上 24 14 38  

 

3 電話リレーサービスのオペレーター歴 

4 年未満 33 17 50  

 5～9 年 4 3 7  

 10 年以上 1 2 3  

0 5 10 15 20 25

手話通訳士

都道府県認定手話通訳者

手話奉仕員等

なし

通訳資格

情報提供施設 事業者

0 5 10 15 20 25 30

4年未満

5～9年

10年以上

通訳歴
情報提供施設 事業者

0 10 20 30 40

4年未満

5～9年

10年以上

オペレータ歴

情報提供施設 事業者

40 
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手話オペレーターアンケート結果 

回答：情報提供施設 12 ヶ所、事業者３ヶ所 

②技術 

１．通訳オペレーターに求められる技術とは何ですか（通訳方法）。 

情報提供施設 事業者 

◆手話技術 

・標準手話で通訳できる事が望ましい。 

・誰が見ても分かる手話表現（地域の古い手話など使わない） 

・会話をスムーズに進め、なおかつ映像上でも見やすいくらいの

スピードの手話表出（早すぎても遅すぎてもダメ。ポイントを

外さない要約力も必要）。 

・テレビ画面上での見やすい手話、相手が理解しやすい伝え方。 

・正確で簡潔な言葉、手話表現。 

・立体ではなく平面である事を意識した手話。(方向など) 

・ろう者が理解できる表現技術ときこえる人が理解できる表現

技術等。 

・手話の読み取り・聞き取り技術。 

・映像の中・映像で見て分かりやすい手話表現。 

 細かい動きや表情など、多少映像が悪くても読み取れる力。 

・正確さ、読み取り技術。両者をスムーズに繋ぐ力。 

・鮮明ではない手話を読み取る技術、標準手話での対応。 

・利用者が伝えたいと思っている内容、態度、表情、手の動きか

ら読み取り、見えない電話先に伝える技術。 

・画面に映る手話を読み取る力、画面に映る事を想定した手話表

現、幅広い知識。 

・全国各地から電話がかかってくる、電話をとってみないと内容

がわからないので、画面を通して手話を読み取り、これらを踏

まえた読み取り力が必要。 

◆知識・マナー 

・利用者のコンテクストの理解が不十分な状況でも対応できる

事。 

・手話技術、コミュニケーション能力、電話先に対する対応能力。 

・一般的な電話対応の技術。 

・電話先が違和感なく普段電話をしているのと同じように会話

ができるような、利用者と電話先の関係に合った言葉使いや話

し方の技術。 

・利用者（ろう者）に合わせた語彙の選び方、表現。 

・電話対応が得意な事（せめて苦手ではない事）。 

・電話先に対する敬語や丁寧な言い回しなど、相手に失礼になら

ないようなその場に合わせた相応しい日本語が使える事。 

・一般的な電話のマナー。 

・双方の言われた事をもらさず、対象に合った方法で通訳する技

術。 

◆その他 

・利用者と電話先の話の内容、音声や手話での言葉遣いや抑揚な

どの感情や様子含め、電話リレーは自分の判断を加えず、適正

にそのまま伝える技術。（声の表情の使い分けや、手話表現や

表情等）。 

・相手の状況や背景を短い会話の中でつかむ想像力。 

・わからない手話表現の時にはわからないという勇気。 

・その場にいない利用者と電話先の双方をつなぐ技術。 

・繋ぐ相手同士がみえない状況で、双方を不安にさせず的確に目

的達成に繋ぐためには、表現力と対話力が求められる。 

・相手の意図を正確に読み取り、伝える技術。 

・意思疎通にバリアが生じた場合、臨機応変に対処策を判断でき

る現場力も求められる。・正確に読み取る力と伝える力。 

・利用者と電話先がスムーズに用件を終える事。 

・落ち着いて、相手の話し（手話・音声）を理解して伝え合う。 

・電話のかけ手の意図を受け手に伝える会話力。 

・誰の発言であるかを明確にするなど、電話のかけ手と受け手を

つなぐ対応力。 

・落ち着いて対応できるメンタル。 

・冷静沈着、臨機応変に対応する。 

・通訳環境を整える事。 

◆手話技術 

・目の前のろう者に伝わる手話表出を意識し、きこえる人の状況

を正しく伝える技術。また、きこえる人にはろう者の状況を正

しく伝え、 電話リレーサービスやろう文化を理解していただ

けるような話し方を念頭に入れながら日本語にする技術。 

・即時通訳、オペレーションスキル。 

・調整力、臨機応変力。 

・場の空気を読む力、判断力、相手の言いたい事を理解する力。

年代、性別、地域を問わずその方の手話表現を読み取る技術。 

・テレビ電話画面内からはみ出さないように、常に意識する技

術。 

・意訳する力、手話でのコミュニケーション力。 

・利用者にあった手話の選択等。 

・手話文法、語彙の知識の豊富さ、瞬発的に適切な日本語使いが

できる力、会話調整力。・正確な読み取り技術・相手に合わせ

た手話表現・接遇・頭の回転の速さ。 

・同時通訳ができる（双方に待たせない、読み溜めしすぎない円

滑な通訳が必要） 

・瞬時にろう者の手話の特徴を理解し読み取る技術。 

・多様な利用者に適合できる手話通訳技術。 

・お互いの顔が見えない人同士のコミュニケーションをつなぐ

通訳技術（状況や感情をどう伝達するか）。 

・通訳で生じる時差について、違和感を感じさせない技術（同時

通訳に近づける、あるいは待ってもらうための文言を挿入する

等）。 

・正確に伝えるための手話技術もそうだが、電話先の話を単語レ

ベルで出すのではなく、聞き溜めて出す、利用者(ろう者)の手

話も見溜めて話す事も必要な技術だと思う。 

・手話の読み取り・聞き取り通訳技術。 

◆知識・マナー 

・画面内での通訳に起因する情報の欠落をどのように補うか。発

話内容以外の情報をどのように伝達するか。 

・双方の状況がわかるのは自分だけなので、状況も含めて伝える

能力。 

・ビジネスマナーを含めたトークスキル。 

・電話対応技術・マナー。 

・一般的な電話のマナー。 

◆その他 

・利用者には「パソコンで調べ中、相談中」電話先には「メモを

とっている、考え中」など、お互いの様子状況を随時伝える。 

・正確性。電話やカード番号などの数字は文字化して、依頼者に

正しいかどうかを確認する。 
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２．相手の手話がよみ取れない事はあるか。（どのような例ですか‐通信環境を除く） 

情報提供施設 事業者 

◆地域性 

・地名・地域の手話。 

・自分が使用している表現と違う場合。 

・その地域の独特の手話。 

・それぞれの地域で使っている地名、施設名、会社名、店名。 

◆指文字 

・地名等を流暢な指文字や方言、略語で表現された場合。 

・指文字での早い表現（指文字が何を表すのかわからず読むと読

み間違いもある）。 

◆専門用語等の手話表現 

・見た事がない手話を表現された時。 

・固有名詞、数字、書類の名称等。 

・個人のくせのある表現など。 

・業界用語、商品名や、会社名。 

・メールアドレス、使用頻度の少ない専門用語等。 

・内容に関して自分自身、まったく知識がない時。 

◆通信等の環境 

・相手のスマホの性能のせいか指が動くと動きが画面に残り、手

話が読みにくい例がいくつかあった。 

・利用者とカメラの距離（近づきすぎ、画面から少し外れている

など）。 

・相手の背景やこれまでの通話の経過が把握できていない上で

の通訳。 

・車や電車の中からかかってきて画面がゆれる。 

・半身不随以外の方の片手手話は苦労する事がある。 

◆その他 

・単語レベルで読み取れない場合と、文脈レベルで読み取れない

場合がある。「〇〇にかけてほしい」という情報のみで、要件

がわからずにかけた場合に読みとれない事が多い（相手に詳し

く聞いていいのか迷う）。 

・利用者が怒っている、焦っているなどで、手話がものすごく早

い時。 

・外国人の利用者で、単語が日本の手話単語でも、文法がないの

で何を言っているかつかめない時。 

・訳語が複数ある手話にどの言葉に当てはめるのが適当か、わか

らない場合。初見だとわかりにくい。速い、利用者が通話中に

怒ってくると、よりスピードアップしてしまう。 

・外国人の利用が多く、日本の手話ではあるがわかりにくい事が

ある。 

◆地域性 

・地域性等の理由だと思うが確認が必要な事はある。 

・地方の手話又は地方の住所などは一度指文字を付けていただ

かないと読み取れない事が多い。 

・地方独特の表現。 

・地名（住所）。 

・地名の手話表現が出てくる時は少し苦戦するが、こちらもさり

げなく聞きなおし会話に支障がない程度に教えてもらう。 

◆専門用語等の手話表現 

・保険や遺産相続で、登場人物がたくさん出てくる時。 

・専門用語等の初めて目にする手話単語の表出の際に、口形がな

いと読み取れない事がある。 

◆通信等の環境 

・画面外で手が見切れる時。 

・用件は多岐にわたるため、唐突な内容を読み取る事になる。そ

の際に、背景知識などがない時。 

・片手・画面から見切れている手話、なのに口形が全くついてい

ない手話、地方独特の表現。 

◆その他 

・片手・画面から見切れている手話、なのに口形が全くついてい

ない手話、地方独特の表現。 

・利用者が画面からはずれている。知らない手話単語、などなど。 

・全国に利用者がいるため、方言等が読み取れない時がある。 

・手話が苦手なろう者の手話（正しい手話ではない）。 

・方言、固有名詞等。口形等から判読できる事も多いが、両者伝

達の上、確認させていただく。 

・映像が見づらい場合。利用者が片手にスマホを持ち反対の手で

手話を表現する、手話等が画面からはみ出る、暗すぎる・明る

すぎる等。 

 

３．よみ取れない時の対処法は？ 

情報提供施設 事業者 

◆視覚的な確認 

・利用者に確認する。電話先に「手話を確認する」と断りを入れ、

待っていただく場合もある。 

・書いてあるものをカメラに映してもらう。 

・少しゆっくり表現をしてもらう、板書、空書、指文字等で確認

する。 

・送付されたハガキ、パンフレットが手元にある場合は利用者に

カメラを通して見せてくれる等、正確に伝えられるように確認

をする。 

・その旨伝えて確認する。手話が早いのでと伝えた場合、利用者

が怒ってしまう場合も。 

◆繰り返しまたは別表現 

・もう１度表現してもらう、指文字で表してもらう。 

・「こういう事か？ それともこっちの意味か？」など具体的に示

して繰り返し聞く。 

・電話をかける前にその旨を伝え、繰り返し尋ねるかもしれない

と話したうえで、電話をかけている。 

・繰り返し表現してもらい、それでも心配な時は自分も表現し

（又は通訳で声に出しながら表現し）確認。 

・指文字で確認・ホワイトボードに書いて相手に確認をする。 

・読み取れなかった事を伝え、指文字で表現してもらう。 

 

◆視覚的な確認 

・予測できる単語を別の手話単語で確認する。 

・通訳がわからなくても電話先がわかる事があるので、読み取れ

た情報を伝えてわかるか聞く。 

・単語レベルなら単語の意味を聞き返し、文レベルなら言い換え

をして自分の理解が合っているかを確認する。 

・率直に本人に聞いて確認する。 

・止まってもらったり、携帯を置いて両手で手話をするよう方法

を変えていただく。 

◆繰り返しまたは別表現 

・繰り返し尋ねる。 

・指文字、空文字、またはボードに書いて確認する。 

・指文字、空書、紙に書いて見せる等、ろう者に確認する。 

・利用者にもう一度指文字で話してもらう。または、文脈を頭の

中で整理していくと話しの流れがつかめる。 

・指文字で表してもらいつつ、口形に一層気を付ける。 

・ボキャブラリーを増やすためにも直接聞く。 

◆その他 

・ハード面（片手手話、画面位置、光の具合等）での問題は、で

きれば電話先に架電する前に問題がある旨を伝え、状況改善後

に通訳をスタートする。対応中に状況が悪化した場合は、利用

者及び電話先にその旨伝え、改善をお願いする。 
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４．通訳しにくい場面はどのような場合ですか。 

情報提供施設 事業者 

◆内容 

・内容が重い時（法律相談、クレーム等）。 

・言いにくい事を伝えなければならないとき。 

・電話先が録音テープでの案内の際（特にカード会社）。 

・家電製品やサービス関連の音声ガイダンスでの番号選択。 

・電話先に対して苦情などを含んだ内容で感情的になっている

時、利用者がとても怒っている時。 

・電話先の態度が冷たく電話を終えたい雰囲気を感じる時。 

・利用者や電話先が慌てている時。 

・利用者や電話先から、あまりに非常識な発言がある時。 

・法律関係。 

・本人確認ができない時。 

・クレーム時、転居連絡、病院の相談（病名が難しい、精神疾患

の対応が難しい）、金銭トラブル、飛行機や海外旅券の確認。 

・話が込み入っている時、怒っている時、自分自身経験がなかっ

たり、知識がない内容の話の時。 

・部屋の間取り、レイアウトなどの話になった際、具体的なイメ

ージが浮かばなかった。・一方が憤慨しているような場合。 

・電話先が電話リレーサービスに理解がない場合。 

・風俗営業と思われるケースだが、特定できない場合。 

・利用者と電話の電話先の関係は非常に悪く、時には言い争うよ

うな場合。 

・電話先が忙しそうで早く切ろうとしている場面（タクシー予約

や、昼時の飲食店など）・会社の仕事関係、スマートフォン、

インターネットに関する問合せ等。 

・工事現場や運転中のとき。 

・カメラが固定されていない状況のとき。 

◆手話技術 

・利用者に「日本手話できるか？経験長いか？」と自分の通訳技

術を問われた時。 

・地域性の強い手話を使う方。 

・自分が知識を持っていないところへのリレー。 

・「等価で通訳」に悩む事がある。意味をつかんで対象者にあっ

た表現を心がけてこれまで現場通訳をやってきたので、判断に

迷う。 

◆マナー、その他 

・電話先から「これは通訳しなくていいのですが」と言われる（そ

れまでの状況の説明や、電話先個人の所感などの場合が多い。

かといって黙って聞いていると、利用者からはどうした？とい

う顔をされる）。 

・電話先が自動音声で間に合わず切れてしまう場合。 

・歩きながらとか、別の携帯に目を移しているとか、相手がこち

らを見ていない場合。 

・逆光でまぶしい、逆光で利用者の顔が暗い、歩きながらの片手

だけの時。 

・電話している背景・状況（場の文脈）がわからない時。利用者

から説明がない時。 

・利用者の背景が見えない場面（利用者と電話先はわかるが、通

訳者はよくわからないままの通訳）。 

・電話先と利用者が同時に選ぶ…選べたとしても自動音声案内

でやりとりができない時。また、その事をろう者に理解しても

らえない時。 

・オペレーターの名前を聞かれる。 

・相手の服装が軽装な時、初めから不満を伝える時。 

・ろう者と電話先が同時に話す場面。 

・電話先が電話リレーサービスについて知らない。内容を説明し

ても不審に思われる。 

・画面の向こうから資料や写真を提示され「これはどこか？聞い

てほしい」と言われると資料から見える情報はオペレーターが

説明する事になるのか？手話で話してくださいとお願いする

のか？ 

・電話先が電話リレーサービスについて理解がない時。「第三者

が入っているので答えられない」と怪訝そうに言われる。社員

証の提示を求められたケースもある。 

◆内容 

・支払いに関する内容。 

・クレームやどちらか一方がイライラしているようなとき。 

・裁判や警察など重い内容。 

・家族への連絡。 

・なにを伝えたいかわからない方の通訳。異性の性に関する話。

専門的な知識を必要とされる内容について。 

・事前情報がないまま、複雑な内容の通訳が始まる、など。 

・利用者が電話先の返答を聞かず、ご自身の意見のみを伝える時

や、自身の希望が通らなかった時に、「差別だ。馬鹿だ」等と

通常の電話では使用しないような言葉を使うとき。 

◆手話技術 

・きこえる人が通訳者に気を使ってか、手話単語を表出せず指文

字を多用される事があるが、かえって通訳しにくい。 

・固有名詞（通訳者に予備知識がないもの）を口型なく素早く表

出された時。 

・ろう者の中で、きこえる人=手話が分からないからゆっくり表

現してあげる、というのがあるせいか、分かりやすいだろうと

良かれと思ってゆっくり表現される時。また、ろう者のみなら

ず、聞こえる側の配慮としても、通訳と聞いたら文の途中で手

話が追い付くようにと待たれていると分かった時の通訳が非

常にやりにくい。見えない分、双方が気を遣っている事がお互

いに分からないから、ここは少しオペレーターの技術が問われ

てくるところだと思う。 

◆マナー、その他 

・リズムが合わない依頼者、表出がゆっくりの方、電話先が早口、

待って頂けないなど。・通信環境が悪い時。手指が見切れてい

る時。片手で歩きながらの時。 

・相手の話し終わりを待たず、お互いが話しをたたみかける時。 

・屋外で歩きながら利用している、片手で手話をされる場面。 

・マスクを付けたままの時。 

・映像がきちんと写っていない場合。本人確認が求められる場

面。 

・誰かが隣にいて、相談しながら電話をかけてくる時（視線が画

面から外れると、電話先が待つ事になり、非常識ともとらえら

れるため。それをオペレーターが注意しなければいけないの

か？と疑問に思う。） 

・徒歩、電車、車の中（助手席）での場面。片手で携帯を持って

おり、片手で手話をしているため、分かりやすいようにしよう

と工夫されている方もいるが正直いつもよりかなり気を張る。 

・画面から顔や手が見切れている時。また画面から非常に離れて

いる時。何度も伝えるが、距離感がいまいちつかめていない方

が非常に多い。 

・誰かにスマホをもってもらって通話を開始した時。画面が動き

画面が安定せずにグラグラ揺れるため、少し見ていてしんどく

なる。 

・利用者が、主体性を持たず通訳に依存したり、電話先や通訳オ

ペレーターに対して横柄な態度をとったりする場合。 

・利用者が、知人等の代理で、サービスを利用する場合。特に代

理である旨を隠したり明確にしなかったりと、通訳者も状況が

わからないまま通訳をして、途中で代理だった事が判明する場

合、全体の話の流れの修正が必要となる事がある。 

・電話先が、電話リレーサービスや聴覚障害についての理解に乏

しく、対応が進まない場合。 

・両者が互いの状況に配慮する事なく一方的に話を進める場合

（忙しそうにしている電話先を利用者が待たせる、あるいは利

用者が必要な連絡をしているのに電話先が耳を貸さない等）。 

・クレーム対応や電話先と利用者の沈黙時間。 

・煙草を吸いながらの場合、感情が分からないだけでなく、煙で

見えづらい事が多々ある。 

・電話先と利用者が同時に話される場面。 

・通信環境が悪い場合。 
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５．現場での通訳業務にはなく、オペレーターに求められる技術とは何ですか。 

情報提供施設 事業者 

◆手話技術 

・利用者がカメラを通しての見やすい手話通訳。 

・手話の方言の理解、増やす。 

・支援を入れず、等価での通訳。 

・画面で見やすい手話表現。 

・様々な手話が読める事。 

◆現場対応、マナー他 

・電話先相手の表情が見えないので声のトーンや息遣い等で相

手の感情を推測し配慮しながら繋げていくので、手話技術だけ

ではない柔軟な現場対応力が必要と感じる。 

・電話先からこちらの通訳状況が見えないので、不安にならない

よう、利用者と話が同時にならないように説明が必要。 

・臨機応変に落ち着いて対処する能力。 

・電話先には利用者が見えていないため、利用者の感情まで伝わ

らない場合が多い。声のトーンなどで利用所の感情も伝える

（ただし、あまりに激高している時には声を荒げるのではなく

「･･･と、ものすごく怒っております」という風に、第三者的

立場で通訳する事もある）。 

・電話先からはこちらの状況が見えないため、少しの間でも「も

しもし？もしもし？」と言われる事がある。そういう方の場合

は、通訳中である事が分かるように手話表出中に少し声を出す

など、臨機応変さが必要。 

・電話リレーサービスについて聞かれる事が多い。電話先は、声

が途切れる、または説明に戸惑うなどすると不審に思い不安に

なったりする。そのため、声が途切れないように「それはです

ね･･･」などと言いながら、同時に利用者には「電話リレーサ

ービスについて聞かれたので、こちらから説明する」と伝える。

素早い手話表出と手話とは内容が違う発声をする。 

・電話先からリレーサービスについて問い合わせがあった際の

説明。 

・内容を素早く把握し、整理、確認をする。 

・電話対応にふさわしい言葉の選択。 

・電話リレーサービス受信未経験者への対応、説明の仕方。 

・電話先に合わせた言葉使い、相方の返答までの間の取り方。 

・中立でいる事。どちらも感情的になった場合の言葉選び。 

・電話先には聞こえない人の様子が見えず、逆に聞こえない人に

は電話先の様子が見えないので、無言の間ができた時にその理

由を伝えるなど相手方に安心を与える事。 

・モデルプロジェクトにおいては、利用者に支援してはいけない

となっているので、通訳のみに徹する技術。 

・利用者も電話先も黙ってしまった時の状況を相手に伝える事。 

・状況説明を加え、双方に理解してもらう事 

・姿が見えない分、オペレーターの音声（双方、音質、トーン等）

で伝わるメッセージが異なってしまうので、話し方の技術。 

・電話先は電話リレーサービスの状況が見えないので、電話先に

安心・信用してもらえる言葉づかいや対応。利用者に、電話先

の声の雰囲気を適切に伝える事。 

・声の雰囲気を伝えるところ。「間」を埋める事。 

・状況に応じて、聞きながら表しながらの読み取り通訳も必要な

のかと感じる。 

・電話先に対してリレーサービスそのものを理解してもらい、ス

ムーズに話を進められるような技術。 

・基本的には電話なので、手話の技術に加えて電話の応対の仕方

も必要。 

・電話対応の言葉づかい。 

・その都度が完結なので、オール対応できる技術、知識。 

・依頼者の状況を伝える技術。 

・電話先からの音声を要約せずすぐ伝える、又、ろう者の話もす

ぐ読み取り、時間差がなく話しがかみ合うよう通訳する。 

・電話先の雰囲気や態度、口調など言葉以外の情報をどのように

伝えるか。 

・オペレーターの発言と電話先の発言を、明確に区別する事。 

・支援者としての役割も担う現場での通訳業務とは異なり、オペ

レーターとして一線を引く事。 

・相手の状況や背景を短い会話の中でつかむ想像力。 

◆手話技術 

・冷静に通訳ができる技術。 

◆現場対応、マナー他 

・機器操作等の通訳以外の技術の習得が必要。 

・また、ろう者・きこえる人が直接的に状況をつかめない分、よ

り正確な状況や話し手のイメージなどの差異がないように伝

える意識。 

・即時通訳、オペレーションスキル。 

・電話先とろう者との調整力。相手が誰かも、通訳内容もわから

ないまま始まるので、臨機応変に対応できるかどうか。 

 ろう者の協力も得て、コミュニケーションを成立させていく真

撃な気持ち。 

・画面を通して相手の感情を伝える力。 

・テレビ電話画面内からはみ出さないように常に意識する技術。 

・双方が見えない事に配慮する能力。 

・相手の通信速度が悪い場合もあるので、読み取れる速度に変え

るなど、柔軟に対応できる技術。 

・会話の交通整理をする力。 

・電話先利用者の顔が見えない状況での通訳なので、正確に双方

の言葉が伝わっているのか確認しながら通訳が必要か。 

・電話の適切な話し方。 

・会話当事者が相互に見えないため、会話の交通整理。 

・目の前にいないので、電話での声の抑揚や感情の載せ方。 

・言葉のボキャブラリーや声色、日本語での表現技術（互いに姿

が見えないため、利用者（ろう者）の感情を言葉にのせて相手

に伝える、伝わるところまでもっていくのが大変）。 

・電話対応の技術（言葉の使い方、態度等）。 

・見えない分、お互いの状況を音声言語で、または手話で伝える

事（きこえる人：ノートをめくる音や、笑い声。ろう者：喜怒

哀楽の表情・様子、紙を見せられて書かれてある事を正確に伝

える等）。 

・利用者と電話先の会話を、原則的には介入しすぎる事なく伝達

し、通訳オペレーターの透明性を保つ技術。 

・互いに見えない利用者と電話先をつなぐ技術。状況や感情等、

メタ言語的な通訳技術がより重要となる。 

・先読みとはまた違うと思うが、利用者が何を話したいのかを頭

の中で整理する。 

・タイムラグを出来るだけ少なくするため、読み取り聞き取り共

に素早く通訳する技術。・電話先に対してリレーサービスを理

解してもらう技術。 

・両者には相手の様子が掴めないので臨機応変に状況を伝える

技術。 

・ろう者、きこえる人ともにお互いの顔がわからないので、手話

と声から言語以外の雰囲気も伝える事。 
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・電話のかけ手の意図を受け手に伝える会話力。 

・電話のかけ手と受け手をつなぐ対応力。 

・電話リレーとしての応対スキル。言葉遣いや、応対マナー等。 

・トラブルや緊急時に臨機応変に対応できる力（経験）。 

・一つひとつの案件に左右されず淡々とこなすメンタル（切り替

え）。 

・一般的な電話マナー。 

・電話をとるまで内容が分からないので事前準備はできない。 

 度胸も必要、慣れも必要と思う。 

・現場通訳の内容の難易度を１～10 と仮定すると、電話リレーサ

ービスの内容は概ね１～４ぐらいのものが多いと感じる（統計

を取っていないので正確には分からない）広く浅く様々な知識

が必要と感じる。 

・電話がかかってきたら、通訳の内容が分かり、それにすぐ対応

する技術。 

・言葉使いや発声のタイミングを掴むなど、電話通訳では対応で

きないような技術が必要。 

・ろう者が理解できる表現技術ときこえる人側への言葉遣いな

どの接客マナー技術。 

 

６．それを補うためには何が必要だと思いますか。 

情報提供施設 事業者 

◆手話技術 

・手話技術は別にして、コミュニケーション力や社会経験。 

・電話応対の経験がある事。 

・冷静さを保つ事。自分が板挟みになっても表情に出さない。 

・「お待たせしています」など自分の言葉をはさむ判断をする事。 

・声のトーンや相槌の入れ方の工夫。 

・応用力、語彙力。 

・経験（通訳としてだけでなく社会経験、オペレーターとしての

経験も）。 

・その状況をどのように言葉として伝えるか。 

・通訳技術。 

・相手の問題だと思う。 

・資格有無にかかわらず、映像を通し、音声も使い、それを同時

的に対応できるかの問題だと思うので、その見極めが必要。 

・日々の生活のなかで情報や知識を広げていく事。 

◆研修 

・訓練、経験、慣れ。 

・リレーサービスについての研修。 

・オペレーター技術研修。 

・電話応対の研修。 

・他オペレーターとの情報共有とケース事例含めた研修。 

・画面を通した手話の読み取りに慣れるトレーニング。 

・研修や振り返り、情報交換。 

・実務研修、実例報告、対応報告。 

・経験と知識と研修。 

・インターネットや書籍を活用しての自己研鑽や、研修参加。 

◆マニュアル、その他 

・電話リレーサービスのマニュアル。 

・スムーズに開始するため電話先へ登録者の氏名を先に伝えた

らどうか。 

・電話リレーサービス（やオペレーター）について分かりやすく

説明できる事。 

◆手話技術 

・経験、現状に満足せず、常に学び続けようと思う姿勢が必要 

・伝わりやすい言葉の選定、必要時は通訳から質問をして、利用

者または電話先が伝えたい内容を正確に把握してから相手に

伝える必要。 

・ビジネスマナー、会話の着地点の想像力（経験値によって培わ

れる）。 

・接客業などで必要な接遇のための知識や、電話応対の技術。 

・特定の聴覚障害者だけでなく、普段から色んな方とコミュニケ

ーションをとる。 

・（自然な）話し言葉の日本語力をつける。 

・通常の電話のやり取りを自然にできるようになる。 

・利用者の通訳であると同時に、利用者はお客様だと自覚を持

つ。 

・電話先に「時間がかかる」事を十分説明し理解を得る。 

・電話リレーの普及による認知の広がり。 

・話者の心的態度にも意識を向ける。 

◆研修 

・機器操作の研修。 

・実際に利用したろう者からの意見や、きこえる人が耳にした日

本語の違和感などをヒアリングし、磨く事。 

・適性検査および研修。 

・研修と経験。 

・電話リレーサービスの通訳の特徴を知り、対応方法を習得す

る。 

・利用者および電話先の立場を経験し、どのようなつなぎ方がそ

れぞれに対して適切かを知る。 

 

 

７．研修は受けましたか。 

情報提供施設 事業者 

◆ない 

・受けていない。 

◆ある 

・電話リレーサービスの概要についての研修には参加した。 

・リレーサービス開始時の施設内研修会。 

・所内の研修は受けた。 

・システムの操作方法。 

・オペレーターに特化した研修（モデル事例を設定し、利用者・

◆ある 

・入社時に受けた。 

・受けたが、結局、ＯＪＴが大事。 

・入社時の社内研修のみ。 

・入社時に研修をうけた。 

・社内研修のみ。 

・社内研修で、聴覚障害についてや、通訳に必要な基礎、個人情

報の保護等研修を受けた。 
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電話先・オペレーター役となり、実践的に繰り返し練習をし

た）。 

・オペレーターの対応・話し方・間の空き具合等で、利用者・電

話先がどのように感じるかを体験した。 

・はい。ただ、実績でしか埋められないとも思った。 

・オペレーター同士の意見交換。 

・手話対応、文字対応併せて実施している事業所への見学。 

・当事業所内における事例検討。 

・日本語（音声）オペレーター研修。 

・通訳オペレーターになってから、研修に 1 回参加。 

・ガイドラインを事業者とともに読み合わせをした。 

・1～2回、模擬を体験した。 

・事業開始時に機械の操作について。 

・電話リレーのシミュレーション。 

・会議の研修は受けている。 

・前職で受けた。 

・社内で受けた。 

・社内研修(事例集による予習、実技演習３回)。 

・事前のデモ練習。 

 

８．どのような研修が有益でしたか。またどの研修は必須だと思いますか。 

情報提供施設 事業者 

◆有益 

・（回答の中の）「電話リレーサービス受信未経験者への対応、説

明の仕方」について説明力。 

・オペレーターの基本的な応対方法、対応事例検討。 

・事例を挙げてどのような対応をより良いと考えるのか、その理

由はなぜかを学び合う研修。 

・緊急時の対応やクレーム対応など。 

・操作方法。 

・折り返しの電話先からの電話をＳＮＳで利用者に送信。 

・手話から文字のオペレーターに繋ぐ方法。 

・実践的な研修、オペレーターとしての言葉使い等。 

・事例検討とこんな時こう対処したという経験談を聞く事。 

・オペレーター同士の情報交換。トラブル対処法。どこまで福祉

とするかなどの講習。 

・最初は全く分からなかったので、練習してからのほうがいいと

思う。実際に電話リレーサービスを使っている様子を（画面に

入らないようにして）見させてもらったが、有益だった。 

・他のオペレーターの対処方法を聞けたり、自分がまだ経験して

ない事を聞く事ができた事。緊急時の対応、SNS送信法、自分

では使わないような言葉を言う時。 

・他県のオペレーターを招いての研修。それぞれの事例の対応方

法が参考になった。 

・オペレーターの考え方（対応方法）を統一する研修。 

・何度か体験（実地訓練的に）したり、事例や体験談を聞く。 

・困った事例やどう対応したかなど、共有できた事が良かった。 

・ロールプレイなど、実際の場面での対応を検討しあう事。 

・オペレーターに係る研修は受けていない。 

・電話リレーとしてのことば使いや応対マナー研修。 

・事例を用いたロールプレイや、お困り事への対処方法、各事業

所の情報交換。 

・日本語（音声）オペレーター講座（現役アナウンサーに依頼） 

・正しい（合理的な）日本語、話し方講座 

・オペレーター同士での話し合いで考えた事。 

・電話リレーサービスの特化したトレーニング。 

・リレー担当同士でリレー側の話し合いをする事は自分の反省

や学びになる。 

・研修は受けていないが、独自に勉強した。 

 動画サイト等を使って、画質を悪くする、スピードを早めたり、

遅くしたりなど工夫をして、読み取れるか。 

・他の事業所の電話リレーサービスの実際にやっている様子を

見てみたい 

◆必須 

・ロールプレイを交えての事例検討やシステムに関する説明会。 

・事業開始後は、オペレーター集団として、検証し合う事が必要。 

・基本的な対応（マニュアル共有）と模擬研修 

・技術研修や集合研修（技術と意見交換）。 

◆有益 

・機器操作の研修と、実践を想定したデモンストレーション。デ

モの様子をビデオでみて振り返る。 

・実践。 

・ＯＪＴ。対応の研修。 

・ロールプレイングの研修が有益。 

・ＯＪＴ、ベテランオペレーターが傍につきモニタリングを行

う。 

・模擬通訳で、録音、録画して振り返り。 

・医療通訳や保険にかかわる通訳の研修が強く印象に残ってい

る。特に専門用語が必要な通訳に関しては、個人学習も必要で

すが、研修等があると情報の共有の場にもなり良いかと思う。 

・指導者にモニタリングによる後方支援。 

・接遇研修。 

・オペレーター、利用者、電話先のそれぞれの立場を体験する。 

・トークスクリプトの共有と、実際の通訳環境に近い形で対応の

練習を繰り返し行う事。 

・サービスのルール（ガイドライン等）や社内規定を読み込み、 

 具体的なケース等に落とし込んで伝達する研修。 

・オペレーター、利用者、電話先のそれぞれの立場を体験する研

修。いくつかのロールプレイを行うとよりわかりやすくなる。 

・リレーサービスのデモンストレーションを行い、電話先の立

場、ろう者の立場、通訳(オペレーター)の立場をきちんと理解

し、デモンストレーションを行う研修はとても有益。 

・電話先役、利用者役、通訳役とローテーションで練習をし、多

少なりともイメージが掴めた。 

・操作方法・事例集、ワーキンググループ会議資料による予習。 

◆必須 

・実際に対応している場面を見て経験を積む研修は必須。 

・基本的な電話リレーサービスの流れをまず把握する事は必須。 

・デモンストレーションの研修は必須と考えており、この研修に

関しては３～４回の回数を重ねたほうがよりいいと感じた。 
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③通信環境 

１．何にストレスを感じますか。（具体的にはどのような例ですか？） 

情報提供施設 事業者 

◆内容・マナー 

・値引き交渉（利用者の横柄な態度）。 

・裁判に関わる事やプライバシーに係わる重たい内容。 

・非常識な事を執拗に言い続ける、諦めない時。 

・利用者のマナー違反や非常識な行動（運転しながらの利用や利

用時の服装、態度）。 

・利用者の逆切れ。 

・内容が重い（離婚問題についてや子供が犯罪を関わったなどの

法律相談、就職面接のお願いを断られるなど）。 

・クレーム（怒っている利用者の手話を延々と読み取らなければ

ならない）。 

・インターネット関係の契約、問い合わせの通訳。 

・0570でつながらない電話先。 

・利用者と電話先の意思がずれている時。 

・自動音声案内に沿って入力しても、電話先のオペレーターに繋

がらない時。 

・利用者が電話リレーで目的を達成できない時。 

・横柄な態度のろう者。 

・電話先が保留中となり、利用者と顔が見える状況で長く待つ事。 

・全て。 

・クレームのＴＥＬ。 

・双方の話が何となくかみ合わない時。 

・利用者マナーの悪さ。 

・音声ガイダンスがタイムアウトにより途中で切れる。 

・かけ手の目的が達せられなかった場合の対応。 

・待機時間（かかってくるのは分かっていても緊張感は続く）。 

・電話先が話し中などで何回かけても通じない。電話先が出るま

で電話をかけて欲しいと言われる。ガイダンス・クレジットカ

ード会社の対応、上司に聞かないと答えられない。聴覚障害者

の方から差別だと言われた。 

・態度。 

・飲食しながら又は、タバコの煙を画面に向かって吐きながら会

話をする。 

・本人確認が音声でないといけないと言われる。 

・相手の電話に対し常に気を張って待機しているので自分の時間

が持てない。 

・自分の用事が済んだら勝手に電話を切る（相手とは、つながっ

ている状態）。 

◆理解 

・電話先の電話リレーに対する理解の無さ。長時間利用者と無言

で向かい合う事。 

・電話先が立て込んでいる雰囲気が伝わってきた時。 

・相手方から時間がかかる（面倒）と一方的に切られる。感情的

になる内容。 

・相手が威圧的だったり、頭ごなしの言い方をされる。 

・電話先が対応してくれない時。 

・電話先が迷惑そうな時、電話リレーを不審に思われる時。 

・一方的に通信を切断された場合（疲れているとモチベーション

が下がる）。 

・電話先が電話リレーサービスについて知らない、理解がない。 

◆手話技術・スキル 

・手話が読み取れず、双方に十分な情報保障ができなかったと感

じた時。 

・一日に何件も件数をこなすと、自分の通訳はこれでよかったの

か？という振り返りが追い付かない。業務後でも気にしてしま

う事が多い。 

・自分の技術不足を感じる時。 

◆通信、機器、環境 

・通信環境が悪く、利用者の手話表現を何度も確認をしないとい

けない時。 

・画像が荒く、手話が読み取れない場合。 

・移動中の車の中からやスマホの性能や設定に起因する画面の見

づらさ。 

・通信状態が悪く映像がブレる、動きが遅い時。 

◆内容・マナー 

・ろう者がイライラしているような状況で通訳する事。 

・同じ利用者から続けて何度もコールがある事。 

・悩み相談やクレームなど終わりが見えない通訳をする事（長時間

の通訳）。 

・明らかに非常識なクレームを通訳する事。 

・どんな内容か、どんな人か、通信状況はどうかもわからないまま、

通訳が開始するところ。 

・依頼を受ける瞬間が一番緊張する。 

・非常識な態度にストレスを感じます。通訳を人と思っていないよ

うな態度。（例、要件が終わったらすぐに通信を切る。心ない言

葉をあびせるなど。通訳ではどうにもできない事への怒りをぶつ

けるなど）。 

・理不尽な要求やマナー違反など、利用者が世間一般の常識と悦脱

している時。 

・電話先に対し失礼な言葉使いや非常識な時間に電話をするなど、

知らないからだと思うが、電話を利用する時の最小限のマナー等

は知ってほしいと感じる。 

・情報弱者ゆえなのか、常軌を逸した非常識な要求やクレーム内容

を通訳する時。 

・長時間、いつかかってくるか分からない待機時間（身動きが取れ

ない）。 

◆理解 

・きこえる人から差別や理解のない話し方をされる事。 

・電話先から聴覚障害者の無理解による理不尽な対応。 

・聞こえる側（電話先）に、横柄な態度をとられた時。 

◆手話技術・スキル 

・繰り返し話し(表し)てもわらなければならない時。 

◆通信、機器、環境 

・通信不良なのか、利用者から利用したのか、電話の最中にチャッ

ト通信が切れる事。 

・音声通話が劣悪（になりやすい時）だったり、通信が途絶える時、

映像が断続的に止まる。 

・キチンと表示されない。画面が固まる。 

・通信環境が悪く、読み取るのに神経を使う事。 

・映像に残像が残ったり、手話が一部一部固まったりするのはとて

もストレスです。 

・手話が固まり、すぐに完結出来そうな内容でも時間がかかってし

まい、双方に迷惑がかかってしまう。 

・システム上かけられない番号の場合（0570 から始まる番号、そ

の他の番号でもかけたがかからない等）。 

・通信環境が悪く、手話が読み取れない場合。 

・画像が固まったり残存で手話が見えない事。 
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・利用者の電波が悪く、途切れてしまう。その途切れる手話を必

死に読んでいると疲れる。 

・折り返しの電話を利用者→電話先（健聴）の一方通行のみで、

電話先→利用者にそのままリレーできない＝双方向でない事。 

・電話先の名前が画面に表示されない事。利用者が電話先ＴＥＬ

番号を入力する時に電話先名も入力するようにしてほしい。 

・電車の中から（背景が変わるので疲れる）。 

・画面が固定されず揺れていた時（電車の中からの電話）。 

・画像が止まる事。 

・逆光や片手手話など、映像が見えにくい場合がある事。 

・画面がフリーズ、白い画面や黒い画面で止まる。 

・聞き取りづらい時。 

・相手の通信状態が悪く、動画が途切れぎみの場合（手話が読み

取れない）。 

・通信環境が悪く読みにくい場合。 

・画面が乱れている時（利用者が自宅外のフリーWi-Fi を使って

依頼してくる時、バスや車に乗車時）。 

・画面が白っぽいなど見にくい時。 

・画面が小刻みに固まりながら出る（こちらの機械の問題か？利

用者回線の問題かはわからない）。 

・歩きスマホや、車の中からのスマホ。動きながら、又、片手で

の手話は読みづらく、長時間になると酔いそうになる（「手話

が読みにくい」と伝えるが「止まってください」とは言わない

と申し合わせている）。 

・通信環境が悪く、画像が止まる、ぶれる、ぼやける。 

・映像が激しくコマ落ちしない程度であれば対応できるが、スト

ップモーションのような映像だと、さすがにつらい。 

◆体制 

・通訳時間が長時間にわたる時。交代する人がいない、または交

代できる人がいたとしてもタイミングがわからない。 

・読み取りにくい利用者に、一人で対応しなければならない。 

・通常業務をしながらのオペレーター業務なので、呼び出し音が

なると走ってブースに行かなければならない。音が鳴るたび

に、「ビクッ」としてしまい、大変なストレスがある。 

 

２．相談できる人や窓口は職場にあるか。あるならば具体的に教えて下さい。 

情報提供施設 事業者 

・オペレーターで情報交換をしている。困った時の最終的な相

談・判断は上司。 

・職場の上司。 

・職場内のオペレーター。 

・側にオペレーターがいるので、すぐに相談ができる。 

・事務所の所長・職員。 

・情報提供施設の担当職員に直ぐに相談できる。 

・上司、担当職員、オペレーター同士。 

・共有できるオペレーター仲間。 

・電話リレーサービスを利用しているろう職員。 

・上司、同僚（オペレーター）。 

・同じオペレーターを担うセンターの職員。 

・同じブロックの事業所。 

・職場の責任者や同僚。 

・常に、上司（ろう者）とオペレーター間で連携を取って対応を

している。 

・職場内に複数いるオペレーターと適宜話し合う。 

・事業担当者とオペレーターの会議を数か月に１回ほど行う。 

・オペレーターの職場環境の改善要望などについては、オペレー

ターの集団（組織）が必要なのではないかと考える事がある。 

・体調不良となり休業経験あり。 

・情報センターのリレー担当者。 

・マネージャー、スーパーバイザー、アドバイザー、通訳者同士。 

・形式的にはなく、その場にいるオペレーターなどと共有するな

ど。 

・相談は難しい。忙しいし、守秘義務を考えると制限もあるから。 

・信頼できる上司がたくさんいる。同僚等とも情報を共有する事で

ストレスや不満を昇華させています。 

・上席や責任者。 

・上長や、全体に報告相談できる窓口がある。 

・同僚、上長に相談できる。 

・イレギュラーな事案の場合は、管理者に相談する体制としてい

る。 

・同じチームの方。 

・同僚。 

・窓口というものはない。 

・職場内の社員および契約社員が窓口となり、相互にあるいはパー

ト勤務の通訳者からの相談を受けている。 

・何かあれば相談したり、通訳が困難であれば交代したりできる環

境は整っているが、人数が少ない場合や、土日祝は基本一人対応

ではある為難しい時もある。 

・上司が側にいるため相談しやすい。 

・必ず上司が待機していて対応中に助けてもらう事もある。 

・対応終了後もいつでも相談できる。 

 

３．業務上で、オペレーター自身の判断を求められる事はあるか。 

情報提供施設 事業者 

◆ある 

・マニュアルにはない突発的な事は起こりうる。日々、臨機応変

に対応している。 

・あるが、答える立場にない問いであれば「わからなくてすみま

◆ある 

・自分で判断できない場合は、スーパーバイザーやマネージャー

に相談してから判断をするようにしている。 

・できる限り上席に確認出来る環境はある。 
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せん」などと答えると思う。小さな判断ならしている。 

・ガイドラインや対応マニュアルに沿って対応するが、それ以外

の判断を求められる時は、職場の担当職員に確認している。 

・どの通話でも必ずある気がします。話が長くなったり、ろう者

の言い分と電話先の言い分も理解できるが、かみ合わない時は

パイプ役をするしかない場合もある。 

・状況に応じて必要な場面もでてくるのではないか。 

・操作方法を問い合わせる電話で、手元の画面を見せられ、その

状況を伝える事が通訳にあたるかどうか迷ったが、見えている

状況をそのまま伝えた。 

・会話を通訳中に突然、電話リレーに対してリレーサービスの状

況などを質問される場合がある。 

・110・119 への架電依頼があり、話を聞くと緊急性がなく警察署

への対応が正しいと判断したケースがある。 

・折り返し電話の方法に混乱が起こりそうだと判断した時に、間

に入って説明する事がある。 

・運転中などリレー中の危険行為は通信を切る判断をする。 

・基本的にマニュアルに沿って判断できるよう整備しているが、

内容や状況（ケンカ等に発展する場合やオペレーターへの嫌が

らせと思われる事態）によっては強制的に通信を切る判断をす

る。 

・どちらかが内容を間違って受け取っており、もう一方が気づい

ていないで話が進む事がある。その場合、通訳者ですが、と断

ってから内容を確認する事がある。 

・電話リレーのガイドラインに反しているかの判断。 

 明らかに反している場合（他人の ID を使っての依頼、遠隔通

訳）は、その場で見極め断る判断が必要。判断に迷う場合は上

長に相談している。 

・リレー中の事はオペレーターの判断で行う事になっている。 

・なかなか、かからない電話先への電話の時、利用者から「何回

までだったらかけてもらえますか？」と聞かれる。 

・オペレーターの名前を聞かれる事（ＩＤと番号を言うが認めな

い）。 

・施設名称を「言わないで」と言われる時に判断を求められる。 

◆ない 

・細かい部分は別にして、大きな判断を求められた場面はこれま

ではない。しかし、そうした事は起こりうると思う。 

・一人で判断する事はない。 

・緊急性のあるものは、オペレーター自身の判断ではなく事業所

とともに対応する事になっている。 

・オペレーターに対して利用者が、という事であれば、基本的に

は業務上通訳のみという事で判断や請負などは受け付けてい

ません。 

◆その他 

・映像が止まってしまった時の対応に迷う事がある。 

・電話の保留時、保留の音楽に対し質問を受ける。何故、音楽を

流しているのか、又どのような音楽なのか、どの電話も同じ保

留音か。→回答に関しては、事前に予測して上司とオペレータ

ー間で説明方法を共通認識している。 

・個人の判断にならないように、ガイドラインに沿って対応する

よう心がけている。 

・ある。いわれるがまま伝えるのではなく、通じるように言い換

えたり、電話先に回答を促したりする。 

・相手の説明で伝わっていないような時に補足説明をするかど

うか。 

・上席に判断を委ねるべきケースもある。 

・基本的には依頼者の依頼通りにお伝えしている。待ちがある時

に基本的には依頼のあった順番だが、優先で対応が必要な場合

等、判断が必要かと思う。 

・基本的には、利用者に判断を求めるが、利用者が車運転中にか

けてきたり、あまりにも通訳環境が整っていなければこちらの

判断で切る事もある。 

・「ここは通訳しなくていいのだけど・・」と言われても業務上

「話された事は全て通訳いたします」 

◆ない 

・会話内容で求められる事はない。 

・日本財団、自社でのルールを決めているので、基本的には判断

を求められる事はない。 

・原則ないが、サービス詳細について説明を行う必要が生じた場

合（電話先が通訳者を介しての通話になじみがなく、不信感を

表す場合等）は、こちらから利用者に提案をして承認を得て説

明する場合がある。 

 

４．長い通話の場合、交代はどのように行われますか。 

情報提供施設 事業者 

◆交代あり 

・交代する場合は利用者に了解を得て、内容や注意する事の引継

ぎをして交代する。 

・通話途中での交代はまだ行った事がないが、内容の重さや通訳

者の疲労などの状況も鑑みながら３０分を目途に交代しよう

と、オペレーター同士で取り決めをしている。交代する時には、

利用者・電話先両方に了承を得て行う事にしている。 

・メモ書きで、交代する旨、伝える。 

・長くなっても完結するまで継続するが、それが困難な場合は、

利用者・電話先にオペレーターが交代する事を告げ、保留＆カ

メラを切って交代する事はある。 

・長い通話の場合、会話のタイミングを計り、利用者・電話先に

オペレーター交代を伝えて交代する。 

◆交代あり 

・１時間を経っても話が終わらないような場合は、交代する事も

あるが、基本１件を１人が担当をしています。 

・基本的には、20 分を超える場合、概要を交代のオペレーター

へ引き継ぎ、転送で行う。・余裕があれば、数分で横で見てい

て、ある程度の状況がわかってから、交代する。内容によって

は、交代しない時もある。 

・通訳の内容、状況にもよりますが、多くの場合はオペレーター

同士でコミュニケーションを取り合って、20～30 分以上の対

応になった際に交代します。 

・転送機能を利用し交代をおこなう。 

・お客様、電話先双方に説明の上で通訳者が交代。または内線転

送。 
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・交代できる職員が在室している場合は可能な範囲で交代。 

・交代時： 

①後から入る通訳者がしばらく様子を見る。 

②前の通訳者が交代の旨を聞こえる人・利用者に説明を行う。 

③マイクのミュート機能を使って引き継ぎ。 

④後から入る通訳者により交代をした旨を聞こえる人、利用

者にお伝えする。 

・一人での対応時は、「長時間のため一旦切らせて頂きます」と

説明し理解を得て一度切る。 

・時間が長くなったら、他のオペレーターが時間に気を付けて交

代を促す。 

・交代する旨を、利用者、電話先に説明してから行っている。 

・30 分を目途に交代準備、もしくは、終了する場合がある旨を伝

える。 

・30 分を超過しても続く場合は、利用者と電話先に了承を得た上

で、カメラを切ってオペレーターと交代する。 

◆交代なし 

・交代例はない。 

・引継ぎには経過の説明だけでも時間がかかってしまうため、一

人で頑張ってしまう例が多い。 

・交代の経験がない（１時間以上行った経験があり、代わってほ

しいと思ったがタイミングがつかめなかった）。また逆の場合

もある。他オペレーターが 30 分以上行っており、代わった方

がいいか？と迷ったが、結局スムーズな交代方法が思いつか

ず、なにもできなかった。 

・交代はないが通話終了後、休憩する。 

・可能であれば利用者の許可を得て、通訳者を交代したいが、実

際は難しい。 

・交代する場合には、利用者と電話先にその旨を伝え、通話を一

旦保留にする事にしているが、これまで途中で交代したケース

はない。 

・今までそうした場面はないが、必要であれば相手の了解を得た

上で、話の大きな切れ目を見計らっての交代になると思う。 

・基本的に交代する事はない。その代わりに独自ガイドラインで

は 30 分経過後は別の事業者に架け直しするよう記載がある

が、実際は通訳に集中すると時間管理が難しい。気がつくと 30

分経過している事もあり、交代できる状況ではない。 

・音声ガイダンスから担当者につながるまでの待ち時間が長い

時、対応に困る事がある。・基本最後までします。どうしても

ダメな場合、職員の方を呼んでもらいます。 

・交代はありません。交代必要か？の確認は受けますしその逆も

あるが、基本的には最後まで対応しています。 

・20 分を目安に、話しのきりがよくなった時に利用者と電話先、

双方に申告して交代します。 

・業務連絡用 skype で交代を求めたり、他の通訳者がどれくらい

の時間通訳をしているのか把握し、長い場合は交代可能か声を

掛け合っています。 

・30 分を超える場合は、手隙のオペレーターや管理者に交代を

申し出る事にしている。 

・本人に確認後交代。 

・同じフロアにオペレーターがいる場合は、電話先・利用者に交

代する旨を説明し、納得・承諾していただいた上で交代する。

また、別支社にいる場合は、内線呼び出しで交代をするように

している。 

・近くにいるオペレーターと声を掛け合うか、管理画面で確認を

しているスタッフが声をかけたり、連絡ツール（システムの他

のチャット・ビデオ通話ツール）を用いたりして、交代を提案

する。別支社同士で、内線呼出しで交代を行う場合もある。 

・利用者および電話先にも、説明をしたうえで交代を行う。 

・電話先に通訳交代する旨を伝えミュートにし、利用者には長時

間の対応の為通訳交代の旨を伝えビデオを一度きり交代。 

・交代後も電話先、利用者には説明をする。 

・長そうな時は、他のスタッフが近くで待機しているためその場

で交代が可能。 

・利用者の許可を得て、電話先にもお事わりし、通訳者を交代し

ている。 

・話の区切りのよい時、あるいは電話先が離席している時。 

 

 

④その他 

１．通訳オペレーターをするには、対面通訳の経験も必要だと思いますか。 

情報提供施設 事業者 

◆必要 

・対面通訳の経験がないと、コンテクストの重要性が理解でき

ず、相手のメッセージを理解して伝えるという通訳の本質が損

なわれてしまうように思う。 

・対面通訳の経験は必要だと思う。初めての方の平面に映った手

話を読み取る事になれる事はないと思う。それでも対面通訳の

経験があれば、電話リレーサービスに活かせると思う。 

・様々な現場を体験している方が、聞こえない方の特性をつかみ

やすく、機転がきく。 

・「ろう重複障害（知的障害、発達障害、精神障害など）」や「不

就学の聴覚障害者（ろう高齢者など）」などへの意思形成支援

や意思決定支援も包括した意思疎通支援の認識・理解や経験が

求められる場合もある。 

・ろう者の考え方や背景を知っていたほうが良い。現場での経験

が生かされている。地域独自の行政施策や地域独自の文化・地

形などの話も出てくる事が往々にしてあるから、意思疎通支援

者として現場活動経験をもとに即座に類推して対応が出来る。 

・聴覚障害の二次的障害の弊害等の認識や理解、その対応力も必

要条件のひとつ。 

・必要だと思う。生の現場を経験して知っていた方が、電話で現

場が見えなくても想像力を働かせる事ができる。 

◆必要 

・通訳にとって幅広く経験をする事は大切だと思うので、何事も

経験した方がよいと思う。 

・通訳の経験は有利だと思う。 

・必須であると思いませんが、対面通訳よりも気にかけなければ

いけないところが多いので、通訳の経験があった方が良いと思

う。逆に、対面通訳ができるからといって電話リレー通訳がで

きるとは限らない。 

・あった方が当然良いが、必須ではない。 

・現場での通訳をする事で、利用者の表情を直接見る事が出来る

ので、通じやすい・通じにくい表現が分かるかと思う。 

・あった方が良いと思われるが、必須とは思わない。違うと思う

ので。 

・絶対に必要だと思う。通訳経験がない方は、オペレーターは絶

対にできないと思う。 

・技術的には異なる部分もあるが、ベースとして対面通訳の技術

を持ち、当事者の方とのかかわりがあった上で、遠隔での手話

通訳も初めて可能になると考える。 

・通訳オペレーターも対面通訳もどちらも必要だと思う。 

・「うなずき」など利用者の反応を見分けるには、ろう者との日

常的な関わり、経験が活かされると思う。 
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・元々、対面通訳だったのでよくわからない。ＡＩのようにただ

通訳するというオペレーターでの通話はトラブルが起きやす

いと思う。対面通訳の経験というより、ろう者の特性や聞こえ

ないという事に対する知識・理解は必須だと思う。 

・電話先に不快な思いをさせない（利用者の意に反して）為に社

会経験・人生経験も必要。年配の利用者には対面通訳の経験が

あるとよりスムーズ。 

・通常の個人通訳の経験は必要だと思う。初心者にはむずかしい

と思う。 

・同時通訳になるので、通訳経験があったほうが良いように思う

(聞き取りだけ、あるいは読み取りだけではなく、両方を一度

にこなさなくてはならないため)。 

・きこえる人の音声言語と聴覚障害者の言語である手話の特性

の違いを理解ができる事が必要。 

・対面通訳の実体験を積み重ねる事は強みである。利用者の置か

れている状況や、背景をつかむ事でができる。 

・ろうあ者の心を伝えるためには、対面通訳時にろうあ者の声に

耳を傾ける回数を重ねる事は大切だと思う。 

・相手の感情にオペレーター自身の感情が左右されずに、手話通

訳者としての役割を果たす事ができる等。 

・必須であり、できるだけ様々な内容、利用者のタイプを想定し

た研修（ロールプレイ）を行う必要がある。 

・必要だと考える。聞こえない人の顔が見えない（現場で会う事

のない）オペレーターは、聴覚障害者に寄り添った（援助はし

ないが）通訳ができないのではと思う。 

◆不要 

・色々な経験を積むのが良いと思う。しかし、ただ繋げるだけの

オペレーターという事を考えると相手の雰囲気を読む必要も

ない、言っている事だけを伝えるだけで良いとなると手話の通

訳技術さえあれば社会経験も必要無し、対面通訳の経験も必要

無しだと思う。 

・画面を通しての読み取りに長けていれば、対面通訳の経験は問

わなくてもよいかなと思う。 

◆その他 

・情報提供施設で担う電話リレーがそれでいいのか？聞こえな

い人に寄り添った支援を考えた電話リレーでなくていいのか

という葛藤がある。 

・必要…とまではいわないが、経験があった方がよいとは思う。 

・研修についての希望。他の事業所のオペレーターとの意見交換

や研修の場があると良いと思う。 

・対面通訳の経験も必要だと感じるが、その前に通訳者が限られ

た画面の中で、どの程度相手の動きや表情、微妙なニュアンス、

その場の雰囲気を感じ取れるか、考えるかが必要だと思う。対

面通訳の経験があるので、出来るという通訳ではない。通常の

対面通訳や電話対面通訳では、同じ場所にいるので調整や把握

は出来ると思うが、映像を通しての把握には、それなりの技術

やスキルが必要。これは、長年やってきて思った事ではあるが、

資格を持っていても「通じない・意味が分からない・読み取っ

てもらえない」とろう者から言われるのでは、対面通訳の経験

があっても意味がないのだと思う。 

◆不要 

・皆無では問題かもしれない。技術的、知識的に十分であれば、

不要と思う。実際、私自身も、手話学習を始めてから期間は短

いし（6 年目）、地域通訳の回数も 2 年半で 50 回ほどしかない。

個人の努力で克服できる部分もある。そのうえで、ＯＪＴによ

り、通訳オペレーターとして経験を積んでいければと思う。対

面通訳とは異なる部分は大きい。 

・必要ないと思う。 

・必要ないと思う。対面通訳で対象者の事をよくリサーチしたう

えで通訳する事を習慣にしていると、かえって難しいのではな

いか。 

・必要はないのかなと思う。実際、電話通訳と対面通訳では方法

なども違うように感じる。通訳は電話先の声色が聞こえて、利

用者の顔の表情、顔色が見えるという特殊な環境での通訳。対

面で習得した技術も通用しない事のほうが多い。 

・対面通訳で慣れてしまうと、電話リレー通訳は難しいと感じて

しまうのではないかと思う。対面通訳の経験がないほうがリレ

ー通訳はスムーズにできるのではと考えている。 
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文字オペレーターアンケート結果      

  回答：情報提供施設 12 ヶ所、事業者２ヶ所      

質問内容 情報提供施設 事業者 計  
①資格及び経験        

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

1 
通訳資格について 

 （全要研の要約筆記試験を受けたことがある等） 

全従事者数（不明事業所を除く） 26 11 37  
全国要約筆記者認定試験合格者 7 1 8  
PC 要約筆記奉仕員 4 2 6  
なし 15 8 23  

2 通訳歴（ＰＣ要約等の実績や又、通訳歴） 

4 年未満 15 7 22  
5～9 年 3 2 5  
10 年以上 8 2 10  

3 電話リレーサービスのオペレーター歴 

4 年未満 25 7 32  
5～9 年 1 2 3  
10 年以上 0 2 2  

0 5 10 15 20

4年未満

5～9年

10年以上

通訳歴 情報提供施設 事業者

0 10 20 30

4年未満

5～9年

10年以上

オペレータ歴 情報提供施設 事業者

0 2 4 6 8 10 12 14 16

全国要約筆記者認定試験合格者

PC要約筆記奉仕員

なし

通訳資格 情報提供施設 事業者

52 
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文字オペレーターアンケート結果 
回答：情報提供施設 12 ヶ所、事業者２ヶ所 

②技術 

１．文字入力の時は、要約ですか、それとも話の内容を全て文字にしていますか。 

情報提供施設 事業者 

◆要約入力 13 名 

◆全文入力 10 名 

◆その他  ３名 

・内容により異なる。要約の場合もあるし、全文を文字化するこ

とも。 

・どちらもある。その時による（いずれにしても一文字打ってか

ら送るのではなく、こま切れに送っている。→利用者が見やす

いかと）。 

・状況による。 

◆要約入力 ２名 

◆全文入力 ５名 

◆その他  ４名 

・全文入力できる速度で話される方については全文入力をし、そ

れ以外は要約する。要約筆記とは異なる。敬体で表記している、

全文入力ではない。入力することで分かりづらくなるような、

前置きや挿入は省略したり、言いさしなど言葉を整えたりはす

る。それでも、できるだけ話された言葉を使うようにしている。

利用者の日本語力にあわせて、表現を変えることもある。 

・電話先のスピードによる。追いつけるようであれば、そのまま

打つし、難しいようであれば少し要約する。 

・電話先の方の話し方、利用者の日本語理解力、話の内容による。

冗長な話し方の人や、利用者が長い文章は理解が難しい場合は

要約する。相手がゆっくり待ってくれる場合は、そのまま伝え

られることもあるが、レストランや宅配業者など急いでいる電

話先への連絡は、長くならないように短く伝えることもある。 

・利用者の理解度やニーズに応じて変える。 

 

２．通訳しにくい場面はどのような場合ですか。  

情報提供施設 事業者 

◆内容 

・自動音声の場合。（音声案内・音声ガイダンス） 

・電話先の自動音声の選択場面などは、早さについていけない。 

・品番や専門的な内容の時（時計やゲームの新発売時）。 

・話し言葉を入力する時。 

・入力によるタイムラグがあり、電話先を長く待たせていると

き。 

・最近は入力経過も見られるようになったので、入力途中で先を

見越して返答やなどがあると、会話の内容が前後してわかりに

くくなることがある。もちろん、経過がみられることで、会話

がスムーズに進み、話が早いということも多い。 

・電話の電話先が高齢者や福祉に理解のない人など電話リレー

サービスに理解のない人の場合、こちらの状況を分かって頂く

ことが難しく話が進まない。伝えたい内容が伝わらない。 

・専門的な内容の場合。 

・通訳を間違えると、双方に損害を与えかねない場合。 

・オペレーターに対しての発言の時。 

◆人間関係 

・感情的になっている場面（お互いに）、暴言、クレームの通訳。 

・喜怒哀楽の入力。 

・話が込み入っている時。 

・電話先と利用者は既知のため、共有情報をもっているが、オペ

レーターはそれがまったくないため話の内容がつかみにくい

とき。複雑な人間関係など。 

◆話し方 

・非常に早口であるため、リアルタイムに表出するには要約が前

提となる。また早口すぎて聞き取りがしづらい場合もあり、そ

の場合は聴覚障害者に「聞き直しをします」と申し出てもう一

度自動音声を聞き直すこともある。 

・電話先が、普通の速さで複数のトピックを話す場合。 

・早口でしゃべる。言い回しが難しい。ダラダラしゃべる。 

・利用者と相手先が同時に話し、回答に差ができてしまう場面。 

・依頼者が悩んだり、長く考えているとき、状況がわからず困る。 

・利用者の無言が長いとき。考えているのか、怒っているのか、

何が起きているのか見えないので間が保てない。 

・受け手のきこえる人が早口で一挙に話をしようとする場合｡ 

・利用者の入力に時間がかかり、かつ要領を得ない場合。 

・回りくどい説明で聞こえる人の話の意図が掴みづらい場合。 

・聞こえる人が矢継ぎ早に説明される時。 

・利用者の文面から何を聞きたいか、意図しているかが掴みづら

◆内容 

・専門的な知識が求められる要件（例：医療、行政、カスタマー

サービスなど）。 

・異性の性に関する話。 

・性的表現や風俗への通訳。 

・異性の病気、専門的内容。 

・自動ガイダンス。 

・高速バスの予約など、あらかじめマニュアルが決まっている内

容を早口で一気に言われる時 

・利用者の言葉を自分の声に出して読み上げにくいような内容。

精神的にまいる。 

・公序良俗に触れてしまいそうな案件や会話、電話先に無理をお

願いするような要件など。 

◆人間関係 

・「死ね」や「ぶっとばす」など暴言を吐くとき。 

・暴言や、理不尽な要求を何度もする場合は、通訳しづらい。 

 

◆理解、反応、話し方 

・電話先の相手が非協力的、もしくは依頼者のレスが遅い場面な

ど。 

・電話先を待たせることができないとき。 

・電話を切りたそうにしていたり、忙しそうだったり。 

・利用者が状況をきちんと説明してくれないとき。 

・問い合わせの背景、質問の意図がわからないと通訳がしにく

い。 

・利用者がきちんと相手の質問に答えないで、自分の伝えたいこ

とばかり伝えようとする場合は、お互いに話が混乱するので整

理するのが難しい。 

・双方の話がかみ合わない時。 

・電話先が電話リレーに理解がないとき。 

・発言の意図の理解に食い違いがあり会話がかみ合わないとき。 

・利用者の文字入力が極端に遅いとき。 

・利用者や電話先の方が通訳者に対して共感を求めたり意見を

いってくるとき。 

・電話先が文字通訳のタイムラグについてお伝えしても理解い

ただけない時など。 

・電話先の音声が不明瞭、自動音声で突然他言語が流れたとき、

早口、クレーム対応、画像などがあるとより分かりやすいよう

な言葉で表現しにくい状態での説明。 

・無言、反応なし。 
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い時。 

・利用者側反応が乏しい時に、頻繁に再確認をしながら通訳する

場面。 

◆理解、反応 

・質問に対する回答がなく、一方的に話される場面（利用者・電

話先どちらの場合もある）。 

・話している内容が自分で理解できていないとき、間違っていな

いか不安になる。 

・利用者が表出した文章が理解できないとき。 

・電話先が電話リレーサービスについて理解を示さない場合。 

・電話先との会話が成立していないとき。 

・問いに対して別の話を始めるなど。 

・利用者の文章力によって、その通りに伝えられないとき、意図

を確認しながら、整文しながら進めなくてはならない場合。 

・別のオペレーターが対応した案件の続きの内容で、齟齬があっ

たとき、どんな話だったのかわからず状況を把握できないまま

話がどんどん進むとき。 

・電話先がオペレーターと利用者本人を錯誤して、なかなか軌道

修正がきかないとき。 

・通訳環境が悪い（音が聞き取りにくい）。 

・電話先から心理的なプレッシャーを感じる時（電話を早く終わ

らせようとする様子が見られる、利用者のレスポンスが遅く電

話先が不満を感じていのが伝わる時など）。 

・電話先が、早口で多くの情報を話すとき。利用者が、初めに多

くの情報を入力したとき。 

・聴覚障害を理由に断られたりする場合。 

◆マナー 

・競合店の電話番号や最寄り駅などを教えてなど、一般的にはは

ばかる内容を質問するときなど。 

・思い通りにならなくて電話先が話途中でも利用者が一方的に

通信を切ってしまった時など。 

 

３．現場での通訳業務にはなく、オペレーターに求められる技術とは何ですか。  

情報提供施設 事業者 

◆通訳技術 

・聴覚障害者本人が話す（入力する）内容について、声に出して

電話先に伝えること。要約筆記の現場でも、利用者を観察した

うえで主催者やその場の参加者などに説明し、場の調整を行う

ことはあるが、通常は聞いた話を必要に応じて要約して伝える

という業務に集中していることが多い。オペレーターは通訳対

応中は常に電話先・聴覚障害者当人との場の調整が必要な業務

であると感じている。なお、人と話すことに対してある程度の

慣れは必要であると思う。 

・聴覚障害者の発信も担うところ。通常、要約筆記では手話通訳

のような読み取りはないので。 

・利用者に確実に意図が伝わっているかをはかる感性。 

・書き言葉を話し言葉で電話先に伝えること。 

・声の雰囲気をいかに文字にするか。手話より難しい。実際の要

約筆記は表出までで利用者の意見は戻さないのでコミュニケ

ーション力。 

・タイピングの早さや、オペレーターの話し方など。 

・話しながら入力する技術（こちらの入力が終わる前に、依頼者

からの入力があった場合や、ある程度の相槌の際など）。 

・打つ、話す、聞く、読む等の同時進行。 

・話しながら、言っていることとは別の状況説明、利用者からの

問いかけに応じての入力を同時進行する技能。 

・きこえる人との対話技術（適度な相槌や、入力しながら別の内

容を発言）。 

・ミスタッチをした場合のフォロー。 

・相手先（電話先）は文字を打っている様子がわからないので、

話し続けてしまうことがあり、聞きながら・打ちながら、利用

者の話を伝える技術が必要と感じる。 

・電話の電話先への理解を促しながらの文字通訳を行う技術 

・要約技術：現場は連係入力だが、オペレーターは一人入力にな

るため、話に追いつくためには現場以上に要約技術が必要 

◆対応力 

・利用者・電話先の間（ま）の調整、文章の読解力。 

◆通訳技術 

・入力しながら別のことを話す能力。 

◆対応力 

・目に見えない位置（遠隔）でのやりとりのため、状況を確実に

把握し、説明をし、間をつなぐ技術。 

・調整力。電話先への配慮。利用者の日本語の意図をつかむこと。

しゃべりながら入力すること。オペレーター風のしゃべり方。 

・話の交通整理をする技術。 

・電話先の方に不審に思われないように、対応するコミュニケー

ション力。 

・電話リレーサービスは、基本的に一人で対応しなければならな

い。要約筆記のようにチームで担当ができません。上席に確認

することもありますが、原則として、内容は他の人と共有がで

きないため、一人で状況を整理し、対応をする必要がある。 

・要約筆記は、発言者の話す内容を文字にする、一方通行の通訳。

電話リレーサービスは、利用者の入力した言葉を声にする通訳

があるが、日本語の文章が苦手な方の言葉はそのまま声にした

だけでは伝わらないので、伝わる日本語に通訳をする必要があ

る。内容が分からないときは、通訳者が質問をして、意図を確

認するスキルが必要とされる。 

・電話は、事前資料もなく、どんな相手がわからないまま、常に

ぶっつけ本番。電話の電話先の年齢や性別に応じた話し方が必

要。短い時間で状況を把握して、臨機応変に対応する力が求め

られている。 

・電話リレーサービスの文字オペレーターは利用者の顔が見え

ない。どんな人かわからないまま、その利用者の目的に応じた

情報を正確に伝えることが求められ、非常に難しい。 

・様々な状況を説明したり、交通整理できるトークスキルやビジ

ネスマナー。 

・発言の意図の理解の食い違いが発生していることに敏感であ

ること。 

・対個人に対する要約して伝える力。 

・利用者が伝えたいことを文字から迅速に正確に理解すること。 
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・臨機応変な対応力。 

・電話先が電話リレーによる電話を不快に感じているとわかる、

理解してもらえない、会話がかみ合わない、確認不足と思える

ときに越権しないで臨機応変に対応する力。 

・両者の話がずれてしまったときにつなげる技術。 

・システムの説明や、間をつなぐ技術。利用者への状況説明。 

・対話力、電話対応力、話す力。 

・電話のかけ手の意図を受け手に伝える会話力｡ 

・電話のかけ手と受け手をつなぐ対応力｡ 

・電話先への言葉遣い。 

・対応技術：事例や相手にあわせた臨機応変な対応力、また事例

検討した内容を生かせる力が必要。 

・電話対応技術：現場では声を出さないが、電話リレーサービス

時には必要になる。 

・ろう者に誤解がない表現技術ときこえる人側への言葉遣いな

どの接客マナー技術。 

・電話対応の技術（話すこと）。 

・利用者と電話先が会話できているか、内容が伝わっているか。 

・相手の状況や背景を短い会話の中でつかむ想像力｡ 

・文字から伝わる内容の正確な把握、あいまいな場合は利用者へ

確認すること。利用者の意図を汲み取ること。 

利用者の顔が見えないので表情から感情を読み取ることができ

ないことに留意し、想像力を働かせ機転を利かすこと。臨機応

変、柔軟な対応。 

・利用者の文面からだけの情報で正確に通訳する読解力。 

・チームでなく１人で通訳を行うため、より高い翻訳能力。 

・利用者、電話先ともに勘違いさせないこと 

・対面ではないため、きこえる人・ろう者の話すタイミングの整

理や、文字や電話越しの声のみで正しく伝わっているか確認が

必要と感じる。 

・臨機応変な対応とそれを瞬時に判断する能力です。可能であれ

ば、広く浅い知識があるとよりよいと思います。 

・電話対応スキル。 

・連係入力ではなく、一人入力するためのスキル。 

 

４．それを補うためには何が必要だと思いますか。 

情報提供施設 事業者 

・研修。 

・経験・知識。 

・オペレーター同士の情報共有。 

・経験、業務報告による情報共有、参考となる他のオペレーター

の対応例、聴覚障害、福祉制度や日本語の知識を一層探求する

ことなど。 

・電話先への状況説明。丁寧な言葉づかい・態度。 

・要約技術。 

・オペレーターが会話するのではないことの自覚。 

・入力スピードの速さと慣れ。 

・ミスタッチをなくすタイピング練習。 

・話し言葉そのままではなく、適度に書き言葉にする。 

・利用者へのヒアリング。 

・オペレーターに求められる技術は何かということを文字通訳

オペレーター同士で話し合う場がない。 

・利用者の入力した文字をただ読み上げるだけでは、電話の通訳

ではないと思う。オペレーターの言い方で電話先へ与える印象

が変わってしまうので、電話対応のマナー等は必要。。 

・入力技術や同時的に別の事を行う技術は自己研鑽が必要。 

・経験、知識、オペレーション能力。 

・ＯＪＴ。経験しながら、自分なりの方法が見つかるように思う。 

・現任研修（現在はほとんど行われていないが、ケーススタディ

等）。 

・研修と経験。 

・必要に応じて発言意図の確認や誤解が生じていることを伝え

る。 

・利用者の文章力に合わせること。 

・電話先・ろう者の発言を正確に理解し、必要であれば通訳者か

ら双方に質問をすることも必要かと思う。 

・利用者と電話先の双方への思いやり、配慮を前提とした基本的

な通訳技術（タイピングやオペレーターとしての言葉遣いな

ど）を備えた上で、より多くの経験を積むこと。他のオペレー

ターからの情報も有益だが、実際に対応する方がはるかに自分

自身の学びになる。 

・利用者、電話先の目線になって自分の通訳を振り返ったり、他

の通訳者が通訳している状況を見て技術や通訳中の工夫を活

用したりすることも勉強になる。 

・漢字能力や語彙力、一般常識など幅広い知識が必要。 

・状況判断力と想像力。 

・タイピングスピードの向上、短期記憶力の向上。 

・単語登録や省入力などのＰＣ機能の活用及びその環境の準備。 

 

５．聴覚障害者に対する知識は必要ですか。（どういう場合、それを感じますか）  

情報提供施設 事業者 

◆必要 

・聴覚障害者が入力する文章がわかりづらい場合、その文章がど

ういう意味なのかをある程度予測・判断・確認する必要がある。 

・聴覚障害者についての知識がないと、このあたりの予測・判断

は難しいと思う。 

・難聴者の知識だけではなくろう者の知識、聴覚障害者全体の知

識が必要だと感じる。 

・日本語があまり得意でない方の文章の通訳。アイドラゴンや補

聴器の申請など、ろう者の生活に関わる内容もあるので。 

・電話先からの質問が続いたり遠い言い回しになっている場合。 

・聞こえない人の生活や文化など基本的なこと、聞こえないこと

◆必要 

・あいまいな受け答えで伝わりにくい文面など、ニュアンスを伝

えたり、日本語が苦手な利用者へ向けフォローするなど。 

・日本語が苦手な人でも文字での通訳を選ぶことは多い。そうい

う方には、二重否定やまどろっこしい言い回し、不要な挿入分

は混乱を招く。依頼文から想像して、利用者がどんな方か、判

断することは聴覚障害者理解がないと難しいかも。 

・聴覚障害者にはさまざまな状態があり、コミュニケーション方

法もさまざまなことは理解しておく必要がある。ただ、耳が聞

こえないだけでなく、そのことによって日本語の獲得が難しい

こと、情報が得られないこと、コミュニケーションの難しさに
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で困る場面を想像できる程度には知っておくべき。 

・日本語の文章が不完全だったり、話し言葉のようなぞんざいな

文だった場合。 

・話がかみ合わない（難しい言い回し等は伝わらない）。聞こえ

ない事に対する理解が一般の方にすすんでいないので、ろう者

はつらいだろうと思うことが多い。 

・相談内容によっては知識が必要になる場合もあると思うから。 

・日本語、文章力に個人差があることを文字チャットを通じて感

じる。それにより、電話先への発信前に内容確認したり、利用

者に合った伝わる日本語に直して入力したりする必要もある。 

・返答に困っている時に、言葉の意味がわからなくてなのか単に

考え中なだけなのかを判断する必要。 

・まわりくどい言い方や二重否定などは通じにくいというよう

な知識は必要。 

・依頼者の文章を読むときなど、助詞の使い方が苦手な人がいる

という知識は必要かも。 

・受け手のきこえる人の微妙な言い回しや曖昧な言い回しのニ

ュアンスをかけ手の聴覚障害者に正しく伝えようとする場合

等、電話先への電話リレーサービスの説明時、こちらの状況を

理解してもらうためにも自らが聴覚障害者に対する知識を有

する必要があると思う。 

・ろう者の場合、文字入力（日本語文）に馴染が少ないことがあ

り、文章の意味が分からないことがある。※オペレーターがど

のような傾向であるかを理解しておく必要あり。 

・本人確認で、声は出せないですかと聞かれたとき。 

・聴覚障害者のことを理解していないと、通訳やリレーは厳しい

と思う。 

・文章が苦手な方もおり言いたいことが掴みきれない時もある。 

・電話先が利用者に対して、今後の連絡をどう取ればよいかと不

安に感じるよう。 

・そのまま利用者に伝えている。 

・文字通訳を利用する利用者でも、手話ベースの人も多く、文法

や助詞等そのままで通訳しても電話先に伝わらない場合があ

る。その場合、意味を確認したうえで通訳することもある。な

ぜそのような文章となるのか、聴覚障害者の背景を知らない

と、文章どおりで会話として成立していない内容を、電話先に

通訳することとなり、聴覚障害者の力を低く捉えられてしまう

可能性がある。 

・オペレーターとしては「援助」はしないが、通訳を適切に行う

ために、聴覚障害者に対しての知識は持ち合わせておく事が必

要であると考える。 

・困っていることを知っている。 

・ろう的文法で入力されることがあるため、それを理解する知識

は必要。 

・日本語修得が十分でない利用者の場合、その意図を汲み取らな

ければならないため。 

・返答に困っている時に、言葉の意味がわからないのか単に考え

中なだけなのかを判断したり…。 

・まわりくどい言い方や二重否定などは通じにくいというよう

な知識は必要。 

◆必要ない 

・必要ないと思う（筆談でいけるかとか、電話先が聞いてきたと

きに、利用者にたずねればいいから）。 

よって人間関係や暮らしにさまざまな影響があること、などは

前提として理解しておくことが大事。なぜなら、電話リレーサ

ービスが初めての聴覚障害者との接点になることもあり、場合

によっては、聴覚障害について補足したりすることもあるか

ら。 

・ろう者独特の文章や背景を知らず、そのままの文言を伝えると

本人の意図しないクレームになりうる。 

・発話意図の理解の食い違いが発生していることを感知するの

に必須である。 

・電話先が聴覚障害者に対して全く知識がなく電話リレーして

いる状況を把握出来ないときにわかりやすく説明するため。 

・「聞こえない」と伝えると、話せない・コミュニケーションが

出来ない、と言われる時に聴覚障害障がいの種類、経過、環境

もそれぞれなので、個人にあったコミュニケーション方法があ

るということは、通訳者としても知っていれば、電話先から聞

かれた時にもスムーズに通訳が出来るかと思う。 

・聴覚障害者といっても程度はそれぞれ異なり、日本語の文字だ

け取り上げても、日本語の言語を中心に扱っている方、手話を

扱っている方、それ以外にも文字を扱う場面では各々使い方が

異なっていると思われる。合理的配慮が求められる社会になり

つつあるが、ツールをおおいに活用して合理的配慮をせざるを

得ない状況になっている。その場その場でたくさんの利用者に

即対応する難しさはあるが、ある程度の知識があるとそれを基

に配慮をしやすくなると思われる。知識がなかったとしても、

業務上、経験を積み、過去の通訳からない知識をカバーして対

応していることは、私を含めて皆様が実際に体験していると思

われる。 

・きこえる人では、普通のことでも、聴覚障害者が経験していな

い事柄を通訳したり、理解してもらおうとするときに、感じま

す。例、音声ガイダンスがあることとか、留守番電話の機能、

活用方法など。 

・聴覚障害者では当たり前なのに、きこえる人が知らないことな

ど。例えば、次期ループや人工内耳。また、人工内耳や補聴器

の聞こえ方など。 

◆必要ない 

・特別不要だと思うが、聞こえない方の中には文章が苦手な方が

いるのでそのような方にわかりやすく伝えるために、聞こえな

い人の特性を理解していることは必要だと思う。 

 

６．研修は受けましたか。  

情報提供施設 事業者 

◆受けた 

・電話リレーサービスを実施している情報提供施設で研修。 

・手話対応、文字対応併せて実施している事業所への見学。 

・当事業所内における事例検討。 

・日本語（音声）オペレーター研修。 

・シミュレーションを業務開始前に何度も行った。心構えは出来

てよかった。 

・数回練習した程度。 

・2度デモを行ったのみ。 

・年に２～３回ある。 

◆受けていない 

◆受けた 

・入社時の社内研修のみ。 

・入社時に３か月程度。 

・社内研修のみ。 

・社内で聴覚障害者についての基本的な知識や、通訳の技術等の

研修を受けました。 
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・技術研修はなし。定期的なＯＰの意見交換はある。 

・サービス開始時からオペレーターとなり、研修を実施する人が

いなかったため。 

 

７．どのような研修が必須だと思いますか。  

情報提供施設 事業者 

・オペレーターとしての業務。 

・声の出し方、話し方。さまざまなトラブルへの対処方法などの

研修。さまざまな対応事例に沿ったオペレーションの研修な

ど。 

・テレフォンサービスのオペレーターが受けているような応対

に関する研修。 

・オペレーターの交代方法や緊急時の対応方法に関する研修が

あるとよい。 

・実習。 

・ベテランオペレーターのリレーの様子を見る。 

・オペレーター同士での事例検討。 

・シミュレーション形式の研修。論理・規範を再確認する講義形

式の研修。 

・対応方法のすり合わせなどの会議形式の研修。互いの実際のオ

ペレーションを見る研修、危機管理・ヒヤリハットの事例学習、

医療用語、福祉用語、聴覚障害福祉機器用語、など一般知識・

教養を広げる学習研修、聴覚障害者のリテラシーの特徴、心理

などを学ぶ、日本語力を磨く学習など。 

・分かりやすい文章の研修。 

・そのまま文字にすることの重要性と意味が通じることは比例

しない。その対処方法。 

・電話先の言葉の入力、送信（入力は言葉通りか全て要約か。送

信はタイミング）。 

・実際に何度か体験（実地訓練的に）、事例を聞いたりする。 

・ロールプレイなど、実際の場面での対応を検討しあうこと。 

・前出の「オペレーターに求められる技術」に対応した研修｡ 

・オペレーターの電話マナー研修。 

・メンタルコントロール研修。 

・オペレーター研修（声の出し方、対応の仕方）。 

・文字通訳研修（ＰＣの効率的な入力方法、要約技術）。 

・文字通訳ロールプレイ。 

・正しい（合理的な）日本語、話し方講座。 

・文字入力に関する練習（訓練）。 

・翻訳技術、日本語研修、発声に関する研修、テレオペが受けて

いるような電話応対に関する研修、同じサービスを行うものの

対応統一、意見や情報交換に係る研修、電話リレーサービス制

度に関する研修。 

・ＰＣタイピング 

・実際に見て学ぶ研修。 

・他事業所も含めた全国的な研修。（他事業所の対応を知りたい） 

・手話・文字両方まとめた全体研修と文字のみの２種類の研修。 

・利用者側の画面や操作方法も知っておく必要がある。オペレー

ターの対応がどのように映っているか。事例対応の話し合い。 

・文字入力は個人の研鑽でどうにかなるが、電話対話力やろう的

文法は研修が必要だと感じる。 

・オペレータに求められる技術や知識が身に付く研修が必要と

思う。 

・オペレーション、話しながら文字を打つ、要約。 

・ＯＪＴ。ほかの方の入力を見たり、見てもらったり。お互いの

いいところをもらって、自分なりに消化していくといい。 

・ロールプレイング。 

・実際にどのくらい文章が苦手なのか理解するための研修。 

・先輩の電話リレーサービスの様子を見て、なるべく早く実践の

経験を踏みながら、対応方法を身につけることが大切。 

・聴覚障害者の基礎知識。 

・タイピング。 

・要約技術。 

・二人一組でタイピングまたは話すことを分担する研修。 

・文字での電話リレーは、音声認識（みえる電話など）と同じよ

うな機能を果たすことがゴールではないとするなら、通訳者

は、双方のコミュニケーションの調整を担う立場になる。その

方法論、通訳論理などが整理され習得できる研修が必要。 

・トークのロープレイ。 

・今ある研修に加えて、企業側も多いため、カード会社や保険の

関わる言葉の研修もあると安心。各自でやっていることだが。 

・電話リレーに関する知識や通訳経験にもよるが、基本的な通訳

方法、技術を教えること、実際に電話リレーを行いながらその

方に不足していることにアドバイスし、能力を高めていくこと

は必須だと思う。 

・電話の応対についての研修。 

・聞き取り入力スキル向上研修。 

・聴覚障害者理解のための研修。 

 

③通信環境 

１．何にストレスを感じますか。（具体的にはどのような例ですか？） 

情報提供施設 事業者 

◆内容・マナー 

・やりとりをしているうちに、電話先がイライラした口調で話し

出したり、怒り出したりしたとき。オペレーター自身が怒られ

ているわけではないのはわかっていても、やはり緊張する。 

・かけ手の目的が達せられなかった場合の対応｡ 

・長時間の通話。 

・機械による自動音声案内の時、文字入力がついていけない。 

・電話先からの質問に対し、なかなか返答が得られない場合。 

・利用者が何度か入力を取り消し、書き直されるので、伝えかけ

◆内容・マナー 

・明らかに非常識なクレームについても通訳をおこなう事。 

・長時間への対応。体への負担。手指の疲れ。文字で来た不満・

苦情などを、口に出さなければならない不条理。 

・利用者から理不尽な扱いを受けたとき。 

・マナーや常識がない方がいるので、理解してもらえるように努

めています。 

・利用者・電話先がどんな人かも、話の内容も分からない状態で

常にぶっつけ本番のように対応する力が必要とされる。 
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ていた文章が完結しないことがある。 

・相手の様子が見えない事。入力する時の緊張感。 

・ろう者の電話マナー。 

・利用者側に、「これ伝えておいて」と丸投げされる時（あくまで

も対話を目的としている通訳なので、接続後は会話を開始して

くださいと、丁重にお断りをしている）。 

・意図せず、利用者が気分を害されたりする場合。 

◆理解 

・電話先が聴覚障害者に対し理解を示さない回答を行い、それを

聴覚障害者に伝えるとき。 

・電話先の面倒そうな対応（サービスの認知不足）。 

・電話先の態度（横柄な人、忙しそうな人、早く切りたい雰囲気

を出す人）。 

・きこえる人側が文字通訳の待ち時間を理解できなく、怒り切断

されるとき。 

・電話先が急いでいるとき、電話先が「耳がきこえない」と伝え

た時点で迷惑そうな態度がうかがえたとき。 

・電話先が聴覚障害者や電話リレーのことを知らず不満を言わ

れる時。 

・きこえる人側がこちら側の言い分を全く聞き入れてくれなく、

一方的な話を文字にしないといけないとき。 

◆通信・機器・環境 

・オペレーター業務が長時間に及ぶ場合。（30 分以上） 

・オペレーター業務が休憩なく続く場合。 

・画面が暗くなり、「入室を待っています」と表示される時があ

る。どのくらい待つべきなのか判断に迷う。 

・利用者とやり取りしていても途中で突然通信が切れること 

・電話先の声が聞き取りにくい。 

・通信状況が悪く何回も切れるとき。 

・電話先から声が聞き取りにくいと言われるとき。 

・利用者のレスポンスが遅いとき、通信の不具合かと思うような

５分以上の無言などがたまにある。原因がわからないので、電

話先を待たせ続けて焦る。 

・ＳＭＳ発信の工程が焦る。 

・文字入力が確定前もすべて筒抜けに見えているのは、お互いに

ストレス。入力中かどうかだけわかればいい。利用者の遅い入

力や文字変換間違いを繰り返しているのをまじまじと見て待

っているのは職業柄ストレスを感じる。また、確定するかと思

いきや消去した場合、やりとりによっては、それも伝えている

と思っているのではないかと不安になる。オペレーターとして

も、電話先の言葉が伝わりにくいなと思って文章を書き換えて

通訳するときもあるが、最初の文の書き出しを見られてしまっ

ているので混乱させるのではという危惧もある。 

・打ち間違いが利用者の方に全て見えてしまうのは少し心配。 

・利用者の名前が、開始した後、画面上で見られない事。電話先

の名前が画面にでないこと。利用者がＴＥＬ番号を入力すると

きに、電話先名も入力するようにしてほしい。 

・音が聞こえにくい。 

・システム障害なのか通信障害なのか不明な状況（画面が止ま

る・黒くなる等）。 

・待機している間（緊張が続く）。 

・通信が切れたとき、納得のいく説明が出来ない場合。 

・利用者からの返事がない（通信環境が悪いためか）。 

・かけている最中に通信が途切れる、文章の意味がわからないと

き。 

・突然、回線が切断されることがあり、その理由が不明なことに

ストレスを感じる。 

・相手の電話に対し常に気を張って待機しているので自分の時

間が持てない。また、音声言語のついていけない時など。 

◆体制 

・通常業務をしながらのオペレーター業務なので、呼び出し音が

なると走ってブースに行かなければならない。音が鳴るたび

に、「ビクッ」としてしまい、大変なストレスがある・利用者

のメッセージをそのまま読み上げるが、苦情などまれに声に出

しにくい言い回しのときがある。 

・業務上、文字通訳オペレーター同士の情報共有がほとんど出来

ないこと。文字対応が急増して負担が大きい。 

・通信環境以外では、利用者の電話のマナーが悪く、自分の意見

が通らなかった時などに、「差別だ」等と電話先を追い込む会

話の通訳等にはストレスを感じる時があります。 

◆理解 

・障害者に対する差別的な言葉や、利用者の暴言等をそのまま通

訳しなければならないこと。 

・利用者、電話先のどちらも関係を築くことができない。そのあ

とどうなったのかわからないままの案件も多い。 

・利用者・電話先双方の苛立を肌で感じながらの対応。「うるさ

い」「ちっ」というような文字によるオペレーターへの暴言や

舌打ち、電話先の方の小さなため息やいらだった音声など。 

・電話リレーサービスの理解がまだ広まっていない中で、サービ

スを説明し、理解を求め、時間がかかってしまうことを何度も

謝りながらの対応。 

・電話先から聴覚障害者の無理解による理不尽な対応。 

◆通信・機器・環境 

・通信不良なのか、利用者から終了したのか、電話の最中にチャ

ット通信が切れること。・待機時間中は、自分では業務の時間

配分などのコントロールが一切できないこと。 

・利用者の理不尽な要求や世間一般的なマナー違反など、世間一

般の常識を悦脱している時。 

・音声通話が劣悪（になりやすいとき）だったり、通信が途絶え

るとき。 

・パソコンやヘッドセットの不具合。 

・通信環境に関しては大切な場面で切れてしまうことがあり、電

話先に負担が掛かってしまう場面があります。 

・通訳中に利用者と通信が切れること、通訳が終わる前に利用者

に通信を切られること、通訳者間での転送ときに通訳履歴が残

らないことです（通信環境についての質問のためその他は割愛

します）。 

通訳途中で通信状況により、異常切断されたりすることがストレ

スと感じる。 
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２．相談できる人や窓口は職場にありますか。あるならば具体的に教えて下さい。  

情報提供施設 事業者 

◆ある 

・上司、担当職員。 

・同僚。 

・業務終了後の引継ぎで、上長や他のオペレーターと対応方法に

ついて相談をすることはある。 

・所長、担当職員が窓口になり、困った事例があった際には逐一

相談している。 

・何かあれば事業所に相談できる。 

・センター。 

・トラブル時には近くのコーディネーターに助けを求める。 

・機材トラブルは機材担当職員を呼ぶ。 

・電話リレーサービスを実際に利用しているろうの職員がいる

ので、対応方法を聞くことはできる。 

・同じブロックの事業所。 

・職場内に複数いるオペレーターと適宜話し合う。事業担当者と

オペレーターの会議を数か月に１回ほど行う。ただし、オペレ

ーターの職場環境の改善要望などについては、オペレーターの

集団（組織）が必要なのではないかと考えることがある。 

◆ない 

・あるようだが、実際には利用できていない。 

◆ある 

・上司。 

・同僚。 

・全体に報告相談できる窓口がある。 

・対応で、どのように対応をしたら良かったのか等、センター長

や常勤スタッフに聞いて相談している。 

・通信環境に関しては、システム担当へ相談し、応対してもらっ

ている。 

◆ない 

・難しい。 

・問題を感じたときには、自分から発信しないと変わらない環境

だとは感じている。人によっては言いにくいことをどなたに相

談するのが適切か分からない方もいるかと思う。 

 

 

３．業務上で、オペレーター自身の判断を求められることはありますか。  

情報提供施設 事業者 

◆ある。 

・オペレーターの業務自体、常に調整と判断が求められる仕事だ

と考えているので…。 

・電話先から「オペレーター番号ではなくオペレーターの個人名

を名乗らないと、後の話ができない」と言われたときには、上

長からの指示を仰ぎ「やはり規則であるため、オペレーター名

は言えない」とお断りしたことはあります。 

・利用者の打ち間違いや話が進まないなど。フォローが必要だと

感じる。 

・状況によっては求められる場面もあるのではないかと思う。 

・リアルタイムではなく、事前に書かれている情報を読み上げて

いいかどうか。 

・電話先の発言を入力しながら、利用者が以前に入力していた内

容を伝えているとき。 

・110・119 への架電依頼があり、話を聞くと緊急性がなく警察署

への対応が正しいと判断したケースがある。 

・折り返し電話の方法に混乱が起こりそうだと判断したときに、

間に入って説明することがある。 

・運転中などリレー中の危険行為は通信を切る判断をする 

・基本的にマニュアルに沿って判断できるよう整備しているが、

内容や状況（ケンカ等に発展する場合やオペレーターへの嫌が

らせと思われる事態）によっては強制的に通信を切る判断をす

る。 

・どちらかが内容を間違って受け取っており、もう一方が気づい

ていないで話が進むことがある。その場合、通訳者ですが、と

断ってから内容を確認する事がある。 

・電話リレーのガイドラインに反しているかの判断。明らかに反

している場合（他人のＩＤを使っての依頼、遠隔通訳）は、そ

の場で見極め断る判断が必要。判断に迷う場合や上長に相談 

・小さなことでは、常に判断を求められている。職員に相談して

いる。 

・先方が話し中の場合、「またかけたほうが良い？」「５分後に電

話したほうが良いよね？」または、「今のきこえる人に、文句

言った方がいい？」など。 

・かけ直し方法など電話先に尋ねられることはある。そのまま伝

えて利用者に判断してもらうようにする。 

◆なし  

・細かい部分は別にして、大きな判断を求められた場面はこれま

ではない。しかし、そうしたことは起こりうると思う｡ 

◆ある。 

・利用者や電話先に回答を促す。電話先に待たされた感を持たせ

ないように、時間をうめるように声掛けする。 

・話が通じていないときに、どこまで補足をするのか判断を求め

られる。 

・どの言葉を使うか、どのような表現で伝えるかは、常にオペレ

ーター自身が判断している。 

・上席に判断を委ねるべきケースもある。 

・基本的には依頼者の依頼通り伝える。待ちがある時に基本的に

は依頼のあった順番だが、優先で対応が必要な場合等、判断が

必要。 

◆なし 

・オペレーター自身の判断を求められることはあるが、通常業務

なので、オペレーターに判断を求めないよう促している。その

対応が難しい場合は、管理者に相談対応している。 
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４．長い通話の場合、交代はどのように行われますか。 

情報提供施設 事業者 

◆交代する 

・基本的に電話が終了したら交代する。 

・交代できる職員が在室している場合は可能な範囲で交代を行

う 

・交代時： 

 ①後から入る通訳者がしばらく様子を見る 

 ②前の通訳者が交代の旨を聞こえる人・利用者に説明を行う 

 ③ミュート機能を使って引き継ぎ 

 ④後から入る通訳者により交代をした旨を聞こえる人・利用者

にお伝えする 

・一人での対応時は、「長時間のため一旦切らせて頂きます」と

説明し理解を得て一度切る 

・他のオペレーターが声をかけてくれ、交代できるタイミング

で。 

・30 分を目途に交代をします。近くにいるオペレーターがモニ

ターをみて大体の内容を把握します。交代前には利用者、電話

先双方にことわりを入れます。 

・30 分程を超えたら、他のオペレーターに交代するようにして

いる。 

・交代する旨を、利用者、電話先に説明してから行っている。 

・30 分を目途に、利用者・電話先双方に交代する旨を告げ、交代

する。 

◆交代しない 

・交代はない。 

・当センターには文字オペレーターが１名のため、交代はない。 

・現状できていない。長時間の通話だった場合は、終了後休憩を

長くとっている。 

・特に交代はない。休憩あり。 

・今まで交代したことはない。長かった場合、その後休憩を多め

に取る。 

・交代する場合には、利用者と電話先にその旨を伝え、通話を一

旦保留にすることにしているが、これまで途中で交代したケー

スはない。 

・今までそうした場面はないが、必要であれば相手の了解を得た

上で、話の大きな切れ目を見計らっての交代になると思う｡ 

していない。 

・「交代します」と伝えて、交代することになっているが、交代

したことはほぼない。 

・一人しかいないので、交代出来ない。30 分過ぎたら終了を利

用者にお願いすることになっているが、通訳中は時間の管理が

難しいし、こちらから終了を促すことも困難。 

・交代はありません。交代必要か？の確認は受けますしその逆も

ありますが、基本的には最後まで対応しています。 

◆交代する 

・40 分を超える場合、概要を交代のオペレーターへ引継ぎ、転送

で行う。 

・文字は記録が残るので、その場での交代はやりやすいかも。 

・概ね 40 分ごとに声をかけあって交代する。 

・電話リレーサービスのシステムで転送を行う。ただ、複雑な内

容だと交代ができないこともある。 

・お客様、電話先双方に説明の上で、内線転送し、内容は消えて

しまうので別の手段で連絡。または同じ通訳センターなら同じパ

ソコンで、そのままで人が変わることもある。 

・転送機能を利用し交代を行う。 

・20分を目安に、話のキリのよいタイミングで利用者と電話先、

双方に申告する。 

・おおよその交代時間で次の人や、空いている人と交代。 

・業務連絡用 skype で交代を求めたり、他の通訳者がどれくらい

の時間通訳をしているのか把握し、長い場合は交代可能か声を掛

け合う。 

・同じ勤務地にいない通訳者との交代には、話の切りのいいとこ

ろを見極め、最低限の情報共有をして転送する。同じ勤務地にい

る通訳者との交代には、できるだけ話の切りのいいところで利用

者電話先双方に待ってもらい、口頭で引き継いで席を替わる、も

しくは転送する。 

・一旦保留にして、交代をした人が電話先に説明をし、継続して

通訳を開始している。 

 

④その他 

１．オペレーターをするには、現場での文字通訳（あるいは要約筆記）の経験も必要だと思いますか。  

情報提供施設 事業者 

◆必要 

・文字通訳（要約筆記）の経験はあることが望ましいと思う。 

・音声起こしの経験がある者は、文字入力には長けているという

点で文字オペレーターに必要な資質の一つを満たしていると

いえる。ただ、基本的に話されている内容の聞き直しが自由に

できる業務であり、基本的には家の中や職場など、静かな環境

で入力を行っているケースがほとんど。そのため文字オペレー

ターとして業務を行うには相応の研修が必要になると思われ

る。 

・文字通訳（要約筆記）の場合は音声情報や状況に対してその場

での調整が必要。これはオペレーター業務にも通ずる能力であ

ると思う。ただ、必要に応じ要約と全文の表出を使い分けるこ

とができる技術（入力速度も含め）が求められると思う。 

・現場では一人入力ではなく、連携入力である。 

・要約力やタイピング力の向上のため、あった方が良いと思う。 

・入力技能、要約力という点で、経験があるほうがいい。 

・同時性の保ち方、話し言葉を書きことばに代えたときに「これ

◆必要 

必要と考える。 

◆不要 

・東京都の要約筆記と、オペレータは異なるものだと認識してい

る。頭の使い方、対応は違う。ただし、早い話に追いつけない

ときに、省略・削除していい言葉の判断は、要約筆記の学びの

中で習得できる。また、聴覚障害者（特に難聴者）についての

知識を得ているので、その部分だけ学習できれば要約筆記の経

験は不要。個人の力量と努力だと思う。 

・話し手の話すスピードに追いつけるのであれば、後は研修・経

験で身につけられる技術だと思うので特別経験は不要と思う。 

・電話リレーサービスでは、聴覚障害者と実際に出合うことがで

きません。やはり、直接当事者との接点があるほうがいいので、

要約筆記がその一つの機会にはなると思います。ただ、現場通

訳以外で、聴覚障害者と接点があるのであれば、必ずしも要約

筆記の経験が必要とは思わない。 

・現場経験はなくてもできると思う。それよりも（電話リレーの
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で通じるだろうか」という瞬間的な検証力があるのは、現場経

験があるから。 

・聞こえない人と聞こえる人をつなぐ意識を少なくとも、きちん

と現場に出ている人はもっている。 

・聞いた話をその場で入力して伝えるというのは一般的にはな

い作業で、電話リレーは、現場での経験をもとにさらにプラス

アルファの作業工程があるので、現場を経験していたから短時

間の研修でオペレーションができるようになったのだと思う。 

・ろう重複障害（知的障害、発達障害、精神障害など）や「不就

学の聴覚障害者（ろう高齢者など）への意思形成支援や意思決

定支援も包括した意思疎通支援の認識・理解や経験が求められ

る場合もある。 

・地域独自の行政施策や地域独自の文化・地形をもとに即座に類

推して対応ができる。 

・聴覚障害の二次的障害の弊害等の認識や理解、その対応力も必

要条件のひとつ。 

・必要…というか、要約する力はあるに越したことはないので、

経験のある人のほうがオペレーター業務に慣れるまでの間は

スムーズにできるのではと思う。 

・必要だが、人材確保は容易ではない状況。 

・必要だと考える。聞こえない人の顔が見えない（現場で会う事

のない）オペレーターは、聴覚障害者に寄り添った（援助はし

ないが）通訳ができないのではと思う。 

・現場での文字通訳の経験も必要。 

・度胸をつける、という意味では、現場経験も必要だと思う。 

・文字にして伝わりやすいことが重要だから必要だと思う。 

・電話先の言われるままの全文入力では、伝わりにくいことが多

いと感じるから必要だと思う。 

・全文打ち主導か、要約主導かによるが、要約筆記の経験は必要

だと感じた。 

・今の状況であれば必要と考えていますが、今後の研修内容にも

よる。 

◆不要 

・文字通訳（要約筆記）の場合は、そのおおよそが音声言語を文

字言語に通訳するのみのことが多い。文字通訳（要約筆記）と

オペレーター業務ではスタイルや性質の違いがある。現場経験

から活きることはあるだろうが、必須だとは思わない。 

・要約筆記とは違うものと感じます。よって実務経験の有無は関

係ない。ただ、要約筆記の技術は持っていると、より伝わりや

すく会話はスムーズ。聞こえない人に対する理解という面で

は、手話通訳か要約筆記か、どちらかの実務経験はあるとより

いいと思う。 

・経験も必要だと言いきれないと思う。 

・普段の要約筆記とは別のものだと思うので、特に現場経験や要

約筆記経験は不要かと思う。 

・現在オペレータを担う私自身が通訳経験がないが、周囲の通訳

者や上司に判断を仰ぎながら業務を遂行できていると思うの

で必ずしも現場経験が必要だとは思わない。 

・あることが望ましいが人材確保が難しいため、必須でなくても

良いと思う 

・利用者の顔が見えない、背景知識がないという点では要約筆記

通訳とは違うものと考えている。 

規約も踏まえつつ）最終的にはどこまでの配慮ができるか、だ

と思う。ただし、最低限通訳に必要な技術が備わっていること

が前提。 

◆必須ではない 

・あればなお良しだが、電話リレーサービスのオペレーションス

キルは、また別物かと思う。 

・あると尚よいが、必須ではない（当センターでは要約筆記養成

講座の講師が複数いるため、研修に必要な部分を盛り込んでい

る） 

・経験が全くなく入ってきてしまったので、研修や、実際のオペ

レーションでも会話の整理がスムーズに行かないこともあっ

た。現場での通訳をすることで、利用者の表情を直接見ること

が出来るので、通じやすい・通じにくい表現が分かるかと思う。 

・電話リレーのオペレーターと文字通訳（あるいは要約筆記）と

は、別物のスキルであり、経験があったほうが良い場合もある

が、必ずしも必須とは思わない。 

・身に着けるスキルは同一ではないので、電話リレーオペレータ

ーの新たな資格などを検討すべきである。 
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２．利用者アンケート 

 利用しやすい電話リレーサービスを目指して、日本財団のモデルプロジェクト電話リレ

ーサービスを登録している人、していない人を対象にニーズの把握と利用のしづらさにつ

いてアンケート調査を行いました。 

 アンケートは、当事業委員の所属団体の協力を頂いて、ホームページやＳＮＳを利用し

て調査を行いました。 

 

 ・アンケート 

 （１）①登録し、利用している人向け 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 公共インフラとしての電話リレーサービス実現に向けて、利用者ニーズの把握及

び利用者以外の者における利用のしづらさを調査し、多くの人が利用しやすいサー

ビスにするために、広く皆様の声をお聞きしたくアンケートを実施することになり

ました。調査結果は、当連盟の電話リレーサービス普及啓発推進事業の参考として

使わせていただきます。 

 つきましては、ご多忙中、大変恐縮ではございますが、電話リレーサービスに関

する率直なご意見をお聞かせいただきたく、アンケートのご協力をお願い申し上げ

ます。 

一般財団法人全日本ろうあ連盟 

 

 下記の質問に該当する答えにチェックを入れて下さい。 

①年代 

  □10 代 □20 代 □30 代 □40 代 □50 代 □60 代～ 

②性別 

  □男  □女  □その他 

③日常で使っているコミュニケーション方法 

  □手話  □筆談  □読話  □音声（補聴器など） 

④電話リレーサービスでは、どちらをよく利用していますか。 

  □手話  □文字 

⑤多く利用している曜日（複数回答可） 

  □平日  □土・日・祝日 

⑥多く利用している時間帯（複数回答可） 

 □午前（８：00～12：00）  □昼休み（12：00～13：00）  

 □午後（13：00～17：00）  □夜間 （17：00～21：00） 

⑦頻度 □利用していない →⑬へ進んで下さい。    

    □月に１～３回 □週に１～３回 □週に５～10 回 □週に 10 回以上 

⑧使用目的（複数回答可） 

 □雑談   □問い合わせ □ホテル・店等への事前確認・予約・キャンセル等 

 □業務連絡（社内） □仕事（社外）  □ショッピング  

 □その他 

 

 

 

 
電話リレーサービスに係るアンケ―ト 

～日本財団電話リレーサービスを登録している人向け～ 

 
⑨電話リレーサービスで使いにくい点（複数回答可） 

 ※但し、「24 時間・365 日でない」、「緊急通報が使えない」は除く。 
 □オペレーターの性別選択ができない。 
 □自分の話がオペレーターに通じているか理解しているかどうか確認できない。 
 □オペレーターが、きこえないことについて理解していない。 
 □オペレーターになかなかつながらない（通信の問題、事業者満杯状態である） 
 □相手先に「電話リレーサービスです」と先ず伝えなければならないこと。 

      （電話リレーサービスを使っていることを知られたくない） 
 □その他 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ オペレーターのわかりやすさ（例：事前に内容を確認してもらった、 
 数字や地名は書いてみせてもらった等）（複数回答可） 
 □相手先にかける前にオペレーターが話の内容を事前に確認した。 
 □電話中に、不明な単語（数字や地名など）をあらゆる手段（紙に書く、ホワイト 
  ボードで示すなど）で伝えてくれた。 
 □相手先の話を、喜怒哀楽がわかるように表現しているので、相手先の気持ちが把 

握できた。 
 □その他 
 
 

 

 

 

 

 

⑫ 公共インフラ化（※）の予定について知っているか。 
 □知っている □知らない □その他

（                   ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上です。どうもありがとうございました。 

 

※公共インフラ化について 
 これまで、電話リレーサービスは日本財団が耳のきこえない・きこえに

くい人など音声でのコミュニケーションに困難のある人々も、平等に電話

を使えるようにするモデルプロジェクトで実施されていました。 
 今、国の責任で、きこえる人と同じように電話できるサービスを立ち上

げ、検討中です。国のサービスがスタートすることを「公共インフラ化」

といいます。 
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（１）②登録しているが利用していない人向け 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）登録も利用もしていない人向け 

 

 

  

 
  
 
 
 公共インフラとしての電話リレーサービス実現に向けて、利用者ニーズの把握及び

利用者以外の者における利用のしづらさを調査し、多くの人が利用しやすいサービス

にするために、広く皆様の声をお聞きしたくアンケートを実施することになりまし

た。調査結果は、当連盟の電話リレーサービス普及啓発推進事業の参考として使わせ

ていただきます。 

 つきましては、ご多忙中、大変恐縮ではございますが、電話リレーサービスに関す

る率直なご意見をお聞かせいただきたく、アンケートのご協力をお願い申し上げま

す。 

一般財団法人全日本ろうあ連盟 

 

 下記の質問に該当する答えにチェックを入れて下さい。 

①年代 

  □10 代 □20 代 □30 代 □40 代 □50 代 □60 代～ 

②性別 

  □男  □女  □その他 

③日常生活でよく使っているコミュニケーション方法 

  □手話 □筆談 □読話 □音声（補聴器など） 

④電話リレーサービスを利用しない理由（複数回答可） 

 □電話リレーサービスを知らない。 

 □電話リレーサービスの登録方法を知らない。 

 □電話リレーサービスの登録方法が難しい。 

 □利用したいが、抵抗がある。（顔見知りのオペレーターには頼みたくない等） 

 □ＦＡＸや携帯メール、ＳＮＳ等で十分対応できるので、必要性を感じない。 

 □手話通訳・電話通訳で充分対応できるので、必要性を感じない。 

 □その他 

⑤公共インフラ化（※）の予定について知っているか。 

 □知っている □知らない □その他 （                ） 

⑥公共インフラ化（※）された場合には利用したいか。 

 □利用する □利用しない 

 

 

 

 

電話リレーサービスに係るアンケ―ト 
～電話リレーサービスの登録も利用もしていない人向け

 

※公共インフラ化について 
 これまで、電話リレーサービスは日本財団が耳のきこえない・きこえに
くい人など音声でのコミュニケーションに困難のある人々も、平等に電話
を使えるようにするモデルプロジェクトで実施されていました。 
 今、国の責任で、きこえる人と同じように電話できるサービスを立ち上
げ、検討中です。国のサービスがスタートすることを「公共インフラ化」
といいます。 
 

 

 
≪⑦で利用していないと答えた方へ≫ 
⑬電話リレーサービスの登録をしているが、利用しないのは何故ですか。（複数回答

可） 
 □ＩＤやパスワードを忘れてしまい、利用していない。 
 □ＩＴ機器がうまく使えないので、利用していない。 
 □通じなかったので利用していない。 
 □家にインターネット環境がないため利用していない。 
 □その他 
 
 
 
 
 
 
 
⑭利用に向けて、どの点に改善を求めますか。（複数回答可） 
 □ＩＤログインやパスワードを打つ手間を省いて、簡単にアクセスできるように 
  して欲しい。（アプリの開発） 
 □スマホやパソコンではなく、電話リレーサービス専用の電話器を作って欲しい。 
 □インターネット接続をもっとよくしてほしい。 
 □オペレーターの質を上げて欲しい。 
 □その他  
 
 
 
 
 
 
 
⑮公共インフラ化（※）の予定について知っているか。 
 □知っている □知らない □その他

（                   ） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

以上です。どうもありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 
 

※公共インフラ化について 
 これまで、電話リレーサービスは日本財団が耳のきこえない・きこえに

くい人など音声でのコミュニケーションに困難のある人々も、平等に電話

を使えるようにするモデルプロジェクトで実施されていました。 
 今、国の責任で、きこえる人と同じように電話できるサービスを立ち上

げ、検討中です。国のサービスがスタートすることを「公共インフラ化」

といいます。 
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男

54.5%女

45.0%

その他

0.5%
②性別

  

（１）電話リレーサービス登録者向けアンケート 
 

回答数：568名 

 

 

 

 

  

10代
0.8% 20代

8.5%

30代
17.0%

40代
26.9%

50代
26.3%

60代～

20.5%

①年代

回答数：5 6 6 
回答なし：２ 

回答数：5 4 9 
回答なし：19 
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88%

59%

0 100 200 300 400 500 600

平日

土・日・祝日

⑤多く利用している曜日（複数回答可）

回答数： 5 4 7
回答なし： 2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手話

50.2%
文字

49.8%

④電話リレーサービスではどちらをよく利用していますか。

回答数： 5 5 6 
回答なし：1 2 

手話

75.8%

筆談

6.2%

読話

9.5%

音声（補聴器等）

8.5%
③日常で使っているコミュニケーション方法

回答数：5 6 6
回答なし：２
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53.5%

67.2%

45.2%

50.0%

夜間 （17：00～21：00）

午後（13：00～17：00）

昼休み（12：00～13：00）

午前（８：00～12：00）

⑥多く利用している時間帯（複数回答可）

回 答 数 ： 5 4 2
回答なし： 2 6

利用していない

6.5%

月に１～３回

65.2%

週に１～３回

19.5%

週に５～10回
6.1%

週に10回以上

2.7%

⑦頻度

回答数： 5 5 5
回答なし：13
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雑談

2.2%

問い合わせ

37.6%

ホテル・店等への事

前確認・予約・キャ

ンセル等

36.7%

業務連絡（社内）

3.8%

仕事（社外）

5.9%

ショッピング

8.0%

その他

5.7%

⑧使用目的（複数回数可）

⑧その他の詳細 

 医療関係：25 件 

 クレジットカード関係：4 件 

 運送・宅配関係：9 件 

 公共機関・役所関係：5 件 

 家族・親戚・友人関係：9 件 

 教育関係：7 件 

 その他：予約（2 件）、自動車保険、タクシー予約、ボランティア、会議室の確保、緊急の連絡、コ

インパーキングでトラブルがあり出られなかったとき。警察署で遺失物郵送などの確認、食事注文・

営業時間について、着信の折り返し、粗大ゴミのキャンセル、事故の保障請求対応、美容室の予約、

家の修理、施設利用の確認等、手話学習の打合せ、商品の相談、商品の解約 

回答数： 5 3 4 
回答なし：34 
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⑨ その他 

 特になし：10 件 

◆事業者／オペレーターについて 

・なかなか発信してくれない。こちらは急いでいるのに、用件を尋ねてくる。逆にすぐに発信してくれるオ

ペレーターもいる。音楽が流れて待っている間の対応、態度がいろいろ。 

・通信業者を選ばねばならないこと。どこでもよいので一つでよい。 

・筆談での時差伝達、再利用する時に再入力の手間、業者によって対応時間が違う。 

・相手のタイピングの誤字が多い・遅いことがある。 

・流れが早すぎる（終了すると記録が消去される）ため、何を話したか内容が確認できなくなった。 

・文字の場合、反応のない間何をしているのか気になる。 

・文字入力中に回答を急かしてくるので、落ち着いてやり取りが出来ない時がある 

・長文を打つのに時間がかかる。 

・相手に電話リレーサービスで有る事を伝えたくない時もオペレーターが電話リレーサービスである事を話

してしまう。（お店に問い合わせる時など、一般の人は名乗らなくても応答可能なので、同じようにした

い） 

・こちらの苦情がオペレーター経由で相手に「苦情」として伝わっているかわからない。（強い口調で言っ

オペレーターの性別

選択ができない。

15.7%

自分の話がオペレーターに

通じているか理解している

かどうか確認できない。

18.1%

オペレーターが、き

こえないことについ

て理解していない。

3.8%オペレーターにつながらない

（通信の問題、事業者が全てふ

さがっている）

34.1%

相手先に「電話リ

レーサービスです」

と先ず伝えなければ

ならないこと。（電

話リレーサービスを

使っていることを知

られたくない）

12.7%

その他

15.7%

⑨電話リレーサービスで使いにくい点（複数回答可）

回 答 数 ： 4 6 1 
回答なし：1 0 7 
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ているのに、やさしい言い方になってしまうことがある） 

・最初にオペレーターに自分の名前、内容のどちらを先に伝えるのかわからない面がある。その際どうした

いいのか。以前「内容を先に伝えて」と言われて伝えたら、つながったらすぐにオペレーターがまとめて

伝えてしまい、ちょっと違和感があった。 

・地域によって手話が異なることで通じないことがある。 

・予約の際、記録に残らないのでメモを取るのが面倒。 

・相手が電話リレーサービスを知らないため、その説明をオペレーターにさせてしまい、申し訳ないと思う

ことがある。 

・曜日、時間帯によっては「すべて対応中」になっており、電話をかけたくてもかけられないときもある。 

混雑状況に合わせ、オペレーターを増減する対応は可能か。 

・オペレーターが初めての人だと慣れていないので不安がある。自分に合わないことを感じる時もある。 

・相手が出るのを待ったり、呼び出しのため待機しているとき、オペレーターと画面をみつめるだけの時間

が長く感じることもある。 

・スマホが小さい為、通訳者の口形、手話がみにくい。スマホやＰＣではなく、電話リレーサービス専用の

電話器をつくってほしい。バッテリーがすぐなくなるので、充電する手間がかかる。インターネット接続

をもっとよくしてほしい。オペレーターの質をあげて欲しい。 

・慣れないオペレーターは使いものにならない。 

・オペレーターによっては、手話がよく読み取れない、オペレーターのレベルの違いが出ている、または地

方の手話の違いのズレで通じないなど。 

・オペレーターの手話表現がわからず聞きなおすと嫌な顔をする人がいた。 

・オペレーターに対応の統一性を感じられない。電話リレーサービスも通訳の役割を持っていると考える。

しかし、中には言ったこと（文章）をそのまま伝えているのか、通訳性が感じられない。自分の伝えたい

意図が相手に伝わっていないと感じることがあります。対応が人によってまちまちなので、使い辛いとき

もあります。 

・不慣れで良いかと確認があることは丁寧な対応だと思うのだが、先方には不慣れであることを知らせてい

ないと思われる。逆に確認があったときベテランに替えてほしいと断って良いかどうかも迷う。 

・難しい内容のときに間違った読み取りをしないで欲しい（2 件） 

・文字入力が遅い。 会話のタイミングが合わない。 

・対応方法が事業者ごとに異なる。 

・オペレーターによって文章の雰囲気がすごく変わるので統一して欲しい。感じが悪いなと思っても、それ

が相手なのかオペレーターなのか分からない。 

・オペレーターによるが、ややこしい電話のかけ方ができない方がいた。例えば通信販売先にかける時いく

つかのプッシュ応答があり、その作法わからなくてまごつかれてしまって、電話が出来なかった。 

・業務（専門職）に関する熟知したオペレーターでないと電話リレーを介するのが難しい。 

・相手先に「電話リレーサービスです」と先ず伝えなければならないこと。（面倒臭い） 

・問い合わせしかやったことの無いが、雑談は使いにくい。 

・伝えたい事を勝手に言ってしまう。 

・途中に途切れてしまって最初から説明しないとならないこと。相手側の喜怒哀楽が分からない。 
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・自分の感情を伝えにくい。 

・オペレーターのタイピングが遅い。 

・留守電だと切られてしまう。 

・特に月曜日の朝、事業者満杯の状態で電話をかけられるまで数十分待たされることが多い。 

・１回、事情があって手話を使ったが、担当者の手話がダラダラしてて読み取りにくかった。 

・態度が悪いオペレーターがいる。 

・手話が地域によって違うので通じないことがある。 

・一度問合せ等して、再問合せすると違うオペレーターになり、改めて説明するのが面倒くさいことがある。 

・事前に概要説明が必要なのか？ 

・手話の違い差が出る（読み取り、表現が違う）のでほとんど文字に頼っている。 

・途中切れてしまい、かけ直すと初めから説明しなければならないことと、相手も変わってしまう 

・手話通訳者の技術の問題があるので、文字通訳を選ばざるをえない 

・日曜日なのに病院はやっているのかと聞かれることがある。 

・早打ち出来ず、入力するのに少し時間がかるが、オペレーターが煽る。やめて欲しい。 

・リダイヤルするときもう一回同じ内容言わないといけないこと 

・まず、話の内容を簡潔に説明しなければなら時（必要性は分かるが急いでいるときなど） 

・まだ電話先に聞きたいことが他にもあったのにオペレーターが用件は終わったと判断して電話を切った、

対応していない電話番号がある、全文が示されず要約になっていることがある。 

・相手にリレーサービスであることを説明する際に時間がかかる。 

・オペレーターの打ち込み速度の遅さ、電話する前に事前に内容確認されること。 

・オペレーターが相手と話す時、手話で話さないからわからない。 

・オペレーターがこちらの手話を適切に読み取ってくれない。 

・専門用語の理解度がない 

・オペレーターに事前内容を言うことによって、話の流れでまだ同じ内容をはなすのはどうか？電話は相手

が出て会話するわけだから、事前内容を知らせるのは違うような気がする 

・自分の手話を音声にして相手に伝えている時も、オペレーターは手を動かして手話と声でやってほしい。

手話をまちがえた日本語に訳して、伝えてしまっているオペレーターがいる。 

・人によって対応が違う（電話発信中という表示がなくいきなり始まる等） 

・事業者によって聴覚障害のことを配慮できてないところがあり、不愉快に感じる。 

・「電話リレーサービスです。」と説明するのは時間の無駄。 

◆システムや機能に関すること 

・夜間で、電話リレーサービスが出来ないのが不便 

・電話の様にいつでもどこでも使えない。一番困っているのは、本人確認を伴うもの。結局郵送になる。二

度手間。あとは緊急電話が無理。また、使用できない時間があるのは、非常に不便。 

・電波状況が悪い。 

・オペレーターを介さないといけないこと。話せるので聞き取りにくいことは文字で示してもらいたい。 

・問い合わせの自動応答など、使えない電話番号がある。 

・自分からの通信は音声で伝えられないところ。（相手からの通信のみ文字か手話でサポートしてほしい） 
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・文字入力の場合、こちらが返事を入力し終わるまでに時間かかるので気を使う 

・自分の方から電話できるが、相手からの電話を受けられないので不便。 

・電話リレーサービス後の会話履歴が残らない。（ＬＩＮＥのときは残せた） 

・利用出来る時間が限られてる。 

・画面が狭い。スマホでの利用が使いにくい。 

・番号によっては使えないところがある。 

・緊急通報を使えない。いつも電話中に待つ時間が長い。 

・ブラウザで利用しているので、tab キーを押してしまった後に enter キーを押すと、電話が途切れてしま

う。この仕様をなんとかして欲しい。 

・緊急や営業時間外に利用できない。 

・昼休み中と夕方になるとかなり人が混みやすい。 

・システムのインタフェースが使いづらい。 

・電話なのに本人確認が認められない、使えない回線がある。 

・混みあっていると使えないことがある。もっとサービスが出来るところを増やしてほしい。 

・電話番号を入力→業者選択→業者空きなし→再度、電話番号入力と手間がかかる。また電話リレー終了後、

履歴が消える。 

・24 時間・365 日ではないこと。 

・前のＬＩＮＥの方が通信が早くてとても便利で使いやすかったが、今は通信が遅くて不便。 

・かけた相手に理解がないと電話が続かない 

・人を挟むので、気軽に電話ができない。雑談など夜間に使いたい。写真がおくれない（ニュアンスを伝え

たい）。仕事で使いたいがむずかしい。スマホの電話帳アプリから電話できないこと。 

・深夜、体調悪くなったとき、電話リレーを使えない 

・電話先とのやり取りの内容が残らないので、必要なことをメモしないといけない。 

・時間が限られていること。救急は使えない。 

◆その他 

・相手先に電話リレーサービスを知らない事が多く説明するのに時間かかった。 

・登録したばかり。 

・使用方法が忘れた。使用方法などの案内パンフがほしい。 

・クレジットカード会社への連絡。 

・相手のろう者から電話リレーサービスでこちらにかかってくることがあるが，ろう者が電話リレーサービ

スの利用方法に慣れておらず的確にオペレーターに手話で伝えられないことがしばしばあるので，その

場合は，オペレーターが内容を確認する作業があり，電話の相手であるこちらが非常に待たされてしま

う。ろう者がオペレーターに対して事前に説明をしておくなど，電話リレーサービスの利用方法につい

て学習してなれていただくことを強く望みます。 

・クレジットカードの金額残高確認。 

・電話による本人確認で耳が聞こえないことを伝えても、理解のない会社が多い。 

・本人確認を要するもの。 

・資料の添付が出来ない。 
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●その他 

◆分かりやすいと思ったこと 

・(相手が出ません。)とか(アナウンスが流れています)とか状況を教えてくれるのはいい。 

・カッコ（）でオペレーターがフォローしてくれる時があるのは助かる。特に文字は状況がわかりにく

いため。 

・オペレーターが日本語文字をみても分かりづらい時もあります。日本語はあまり聞いた事ないから。 

・オペレーターの動き、相手先のコール・保留などの状況がつかめる 

・（〇〇）というふうに、オペレーターの言うこと、相手の言うことの区別がわかりやすい 

・現在相手先に電話リレーサービスの説明をしている説明がついていて分かりやすい。 

・今、どういう状況なのか知らせてくれる。 

・ホワイトボードはとても助かる。メモしたいときにホワイトボードを見てこちらでもメモしやすい。 

・情報保障を細かく伝えてくれる。(待つ間に音楽が出てるとか) 

・相手先にかける前に，こちらからオペレーターに事前に内容を説明することで、スムーズに話せる。 

・両方の話をスムーズにやりとりできるように間をおいてくれるので、助かる。 

・誤字を事後訂正で教えてくれる、要点を最後にわかりやすくまとめてくれる。 

・相手が不在の間にオペレーターが状況確認をしてくれた。 

・わかりやすさとは違うかもしれないが、オペレーターが笑顔で対応してくださり、安心して利用でき

たことがある。 

・相手が折返し電話したいときに、折返し電話はできない等、うまくフォローしてくれている。 

・文章を直してくれた。 

・オペレーターにメモ（掛けたい人の名前）をカメラに見せたので、確認した。 

相手先にかける前に

オペレーターが話を

事前に確認した。

54.0%電話中に、不明な単

語（数字や地名な

ど）をあらゆる手段

（紙に書く、ホワイ

トボードで示すな

ど）で伝えてくれ

た。

22.8%

相手先の話を、喜怒

哀楽がわかるように

表現しているので、

相手先の気持ちが把

握できた。

18.5%

その他

4.7%

⑩オペレーターの分かりやすさ（複数回答可）

回答数： 41 
回答なし： 95 
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・各社毎に格差がある。研修会内容の質が重要。 

・テレビ電話での問い合わせが難しいなと感じることがよくある 

・きちんと用件を伝え、確認したいことを分かってもらってからかけるとスムーズ。このような掛け方

をしていない人も多いと聞くので、課題が多いと思う 

・手話より文字のほうが伝わりやすい。 

・人によってそれぞれ違うから当たり前だと思う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知っている

61.6%知らない

38.2%

知っていたがないよ

うは詳しく把握して

いない

0.2%

⑫公共インフラ化の予定について知っているか

登録したが、ＩＤやパスワードを忘

れてしまい、利用していない。…

登録したが、ＩＴ機器がうまく使え

ないので、利用していない。14.0%

登録したが、家にインターネット環境が

ないため利用していない。

12.0%
登録したが、通じ

なかったので利用

していない。…

その他

44.0%

⑬電話リレーサービスの登録をしているが、利用し

ないのは、何故か。（複数回答可）

回答数： 4 1 
回答なし：５ 

回答数： 534 
回答なし： 34 
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⑬電話リレーサービスの登録をしているが、利用しない理由 

・登録方法が分からないまま。 

・オペレーターを介さないといけないことが煩わしい。字幕電話のような機能がほしい。 

・android(Xperia の特定機種）での利用はできないとの事。使えなくて困っている。 

・以前事業者Ｂの時は使っていました。システムが変わってからまだ使っていない。 

・モニター期限が切れてしまって使えない。 

・以前、事業者Ｃのサービスで利用しましたが、その後変わって今は何を利用する予定は無いがいつか

は利用しますね。 

・活用する機会がなく、今後活用したい。 

・緊急の事態が今は起こらない。子どもが小さかった時は色々あって大変だったが、まだこのサービス

がなかった。 

・緊急性なものがなかったので、カード不正への対処のときは利用した。 

・始めたばかりでまだ活用してない。 

・いつか使用するつもり。 

・他の手段で解決しがち。電話リレーサービスを忘れてしまう。 

・登録したが、1 回も利用してない。 

・話し下手なので、上手く対応出来るか怖く、ドキドキする。 

 

 

ＩＤログインやパスワードを

打つ手間を省いて、簡単にア

クセスできるようにして欲し

い。（アプリの開発）

32.8%

インターネット接続をもっとよ

くしてほしい。

17.9%

オペレーターの質を上げて欲しい。

11.9%

スマホやパソコ

ンではなく、電

話リレーサービ

ス専用の電話器

を作って欲し

い。

19.4%

その他

17.9%

⑭利用にむけて、どの点に改善を求めるか。

（複数回答可）

回答数： 41 
回答なし： 5 
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⑭利用にむけた改善点 

・そもそも電話することに慣れていない。電話を依頼するのはよっぽどの時のイメージが払拭でき

ない。このリレーサービスはどんな内容でも対応してもらえるのか、時間のロスが生じないか心配

が大きい。 

・使い方を教えてもらってもわからない。ちょっとこわい。 

・使用方法などの案内パンフを配布してほしい。 

・ＬＩＮＥなどの方法が記録が残るから確認できて便利だった。今はいちいちメモ要で不便。 

・発話はできるので、聞き取りにくい言葉のアシストだけお願いしたい。 

・パソコンにカメラが付いていない。カメラ付きになったら、利用したい。 

・前のＬＩＮＥリレーサービスに戻して欲しい。 

・Android ｽﾏﾎで、使えるようにして欲しい。 

・Xperria にも使えるアプリにして欲しい。 

 

 

 

 

  

知っている

42.2%

知らない

57.8%

⑮公共インフラ化の予定について知っているか

回答数： 45 
回答なし： 9 
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男

49.4%

女

50.3%

その他

0.3%
②性別

 

（２）電話リレーサービス未登録者向けのアンケート 

回答数：323名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10代
1.9%

20代
7.8%

30代
9.7%

40代
17.2%

50代
32.0%

60代～

31.3%

①年代

回答数： 319 
回答なし： 4 

回答数： 310 
回答なし： 13 
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手話

75.8%
筆談

6.2%

読話

9.5%

音声（補聴器等）

8.5%

③日常で使っているコミュニケーション方法

回答数： 317 
回答なし： 6 

電話リレーサービス

を知らない。

11.9%

電話リレー

サービスの登

録方法を知ら

ない。

34.4%

電話リレーサービスの登録

方法が難しい。

17.5%

利用したいが、抵抗があ

る。（顔見知りのオペレー

ターには頼みたくない等）

1.1%

ＦＡＸや携帯メール、ＳＮ

Ｓ等で十分対応できるの

で、必要性を感じない。

14.4%

手話通訳・電話通訳で

充分対応できるので、

必要性を感じない。

8.5%
その他

12.1%

④電話リレーサービスを利用しない理由

（複数回答可）

回答数：  3 1 3 
回答なし： 10 
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④電話リレーサービスを利用しない理由 

・パソコンにカメラがない、カメラを接続できたら、利用したい。 

・これから登録する予定。 

・サービスに制限があるため。（アメリカに住んでいたので、２４時間使えるなどの制度がよく、

日本の制度に不満があるから改善するまで使いたくない） 

・スマホの機能が合わないので、登録できない。 

・ドコモの見える電話で対応できるため。 

・ハンズフリーで電話出来ているので、使うことがない。 

・サービスをよく理解していない。 

・簡単なことなら、電話で、重要なことはメールで済ませている。 

・使いたい気持ちはあるが自信がない。 

・使うタイミングが合わない。 

・使う機会が少ない。 

・自治体職員だが、業務として必須の市民への連絡を認めていないため、諦めている。 

・30 年位前、東京に住んでいたころ、リレーサービスを宿の予約などに利用したが、インターネッ

トができて以来利用しなくなった。 

・障害者手帳を持っていないと有料になる。 

・前は利用していたが、事業者が事業撤退で使えなくなった後、利用していない。 

・知っているが SNS や電話が使えるので利用する必要を感じない。 

・地元で電話リレーサービスがあり、利用している。 

・きこえる人は登録できないから。 

・電話が可能だから。 

・電話リレーサービスに登録しようと思ったが、2021 年に国が制度化したら、日本財団の電話リレ

ーサービスは廃止されると聞いたため。国の法制化を待っている。 

・電話リレーサービスに登録したけど、利用方法がわからない。 マニュアルは欲しい。 

・電話代金がかかり利用をやめた 

・買い換えた為、利用する機会がなくなった。 

・必要性は感じているが、現在は未登録 

・必要性を感じていますが、何故か今まで使用する機会がない。 

・普段はメールやＦＡＸでほぼ事足りていたのと、どうしてもの場合は家族に電話を依頼できたの

で登録していない。しかしその家族が高齢で認知症になり電話を頼めなくなった為、登録を真剣に

考えている。 

・面倒くさい 

・用途によって使いたいと思うが、電話リレーサービスについて詳しくは分からない。 

・利用したいが、余裕がある時間がない。 

・利用可能時間が限られているため 

・リレーサービスの利便性が悪いため。 
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・顔見知りのオペレーターに当たる事を考えると利用しようと思わない。 

・機種によって限られている。全ての機種対応できるようにしてほしい。 

・近くの友人に電話を頼んでいる。 

・携帯のメーカーが合うかわからないから。 

・講習会を受けてから考えたい。 

・使い方がわからない。マニュアル本がほしい。 

・手話フォンもあるから。 

・全難聴の文字電話を利用。 

・登録するのに障害者手帳コピーを提出するのが嫌。 

・登録方法のパスワードを忘れた。 

・料金が心配。 

・どこでもメールや手話で連絡、応答が可能な仕組みになれば良い。 

・どんなサービスか知らない。 

・パソコンにウェブカメラが付いてないので、リレーサービスができない。 

・メーカー別でなく使い方を共通にしてほしい。 

・情報提供施設に勤務しているので、電話通訳を依頼しやすい状況にあり、また聞こえるパートナ

ー（手話通訳有資格）がいるためプライベートでも電話通訳をしてもらえているから。 

・前の会社の人にお願いした。(デリバリー宅配)。 

・料金がどれくらいかかるか分かりにくい。 

・場合によっては利用したいと思うこともあるが、ちょっとした私的な内容ではお願いしにくい

し、第三者に知られたくない内容もある。最近はどこの企業でもネット連絡ができる事が増えた

が、電話で困っているのが銀行・カード会社・病院。例えば銀行のアプリに登録する際のパスワー

ドなどを電話でしか確認できない場合があるが、他人に銀行口座番号などを伝えしなければならな

いのは抵抗がある。カードの紛失などの場合も同じ。以前他人のキャッシュカードを道で拾った

が、休日で銀行も閉まっており、連絡のしようがなくて困った。病院についてはメール対応は皆無

で、急用ができても予約変更に難儀する。通院状況等のプライバシーも他人にはあまり知られたく

ない。 

・通じなかったら困ると言う不安感がある 

・利用したいが、抵抗がある。（顔見知りのオペレーターには頼みたくない等） 
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利用する

83.2%

利用しない

16.8%

⑥公共インフラ化された場合には利用したいか

回答数： 304
回答なし： 19

知っている

39.1%

知らない

60.3%

公共インフラ化の意

味がわからない。

0.3%

情報が足りない。手話で説

明して欲しい。

0.3%

⑤公共インフラ化の予定について知っているか

回答数：312
回答なし：11



81 
 

  



82 
 

 

 

 


	Ⅰ．事業概要
	１．事業目的
	２．事業内容
	（１）制度化検討委員会
	（２）オペレーター養成検討ワーキンググループ
	①手話オペレーターガイドライン
	①－１　事業者編
	①－２　手話オペレーター編
	①－３　資格要件に関する基本見解
	①－４　オペレーター養成検討ワーキンググループでの主な意見

	②手話オペレーター養成カリキュラム
	②－１　カリキュラム骨子案
	②－２　オペレーター養成検討ワーキンググループでの主な意見

	③文字オペレーターガイドライン
	③－１　事業者編
	③－２　文字オペレーター編
	③－３　オペレーター養成検討ワーキンググループでの主な意見

	④文字オペレーター養成カリキュラム
	④－１　カリキュラム骨子案


	（３）活用推進ワーキンググループ


	Ⅱ．アンケート
	１．事業者アンケート
	２．利用者アンケート


